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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 1-1 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所 第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号との比較 

 

1 
本文 

（1-1） 

 【工事計画認可申請書に記載すべき内容】 

 

（本文） 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」

に適合させるために必要な詳細設計の内容 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許

可基準規則」という。）」への適合性を確認する

ための設備の仕様を決定する上での設計方針

（設備と一体となって適合性を担保する運用を

含む）を基にした詳細設計の内容 

【設計及び工事計画認可申請書に記載すべき内

容】 

（本文） 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

に適合させるために必要な詳細設計の内容 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許

可基準規則」という。）への適合性を確認するた

めの設備の仕様を決定する上での設計方針（設

備と一体となって適合性を担保する運用を含

む）を基にした詳細設計の内容 

・記載の適正化 

 

 

 

 

2 
本文 

（1-1） 

 （添付書類） 

・それらの具体的な考え方，実現方法及びその根拠 

（添付書類） 

・それらの具体的な考え方，実現方法及びその根拠 

 

3 
本文 

（1-1） 

 ・工事計画認可申請書の書類構成のイメージ図を

別紙 1 に示す。 

設計及び工事計画認可申請書の書類構成のイメー

ジ図を別紙 1に示す。 

・記載の適正化 

 

4 
本文 

（1-1） 

 詳細設計の具体的な内容は以下の記載方針の通り。 詳細設計の具体的な内容は以下の記載方針の通り。  

5 
本文 

（1-1） 

 1 要目表 

・「工事計画認可申請書に記載すべき内容」のうち，

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則

（以下「実用炉規則」という。）」の「別表第二」

（以下「別表第二」という。）の中欄に該当する

設備について，発電用原子炉施設の種類ごとに定

められた事項を記載する。 

1 要目表 

・「設計及び工事計画認可申請書に記載すべき内

容」のうち，「実用発電用原子炉の設置，運転等

に関する規則」（以下「実用炉規則」という。）の

「別表第二」（以下「別表第二」という。）の中欄

に該当する設備について，発電用原子炉施設の種

類ごとに定められた事項を記載する。 

 

・記載の適正化 

 

6 
本文 

（1-1） 

 2 基本設計方針 

・「工事計画認可申請書に記載すべき内容」のうち，

要目表で記載した以外について，以下の考え方で

作成する。 

2 基本設計方針 

・「設計及び工事計画認可申請書に記載すべき内

容」のうち，要目表で記載した以外について，以

下の考え方で作成する。 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 1-2 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所 第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号との比較 

 

 

 

(a) 設置変更許可本文記載の工事計画認可申請対

象設備に関して，設置変更許可との整合性を確保す

る観点より設置許可基準規則に適合させるため「設

備設計方針」や設備と一体となって適合性を担保す

るための「運用」を基にした詳細設計が必要な設計

要求事項を記載する。 

 

 

 

(a) 設置変更許可本文記載の設計及び工事の計画

認可申請対象設備に関して，設置変更許可との整合

性を確保する観点より設置許可基準規則に適合さ

せるため「設備設計方針」や設備と一体となって適

合性を担保するための「運用」を基にした詳細設計

が必要な設計要求事項を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

7 
本文 

（1-1） 

 (b) 技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点

で，設置変更許可本文以外で詳細設計が必要な設

計要求事項がある場合は，その理由を「各条文の設

計の考え方」に明確にした上で記載する。 

・自主的に設置したものは原則記載しない。 

・基本設計方針は，必要に応じて並び替えることに

より，技術基準規則の条文の並びとなるよう構成

し，箇条書きとするなど表現を工夫する。また，

適用する設備毎に記載する。 

・作成にあたっては，必要に応じ，以下に示す考え

方も反映し作成する。 

(b) 技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点

で，設置変更許可本文以外で詳細設計が必要な設

計要求事項がある場合は，その理由を「各条文の

設計の考え方」に明確にした上で記載する。 

・自主的に設置したものは原則記載しない。 

・基本設計方針は，必要に応じて並び替えることに

より，技術基準規則の条文の並びとなるよう構成

し，箇条書きとするなど表現を工夫する。また，

適用する設備毎に記載する。 

・作成にあたっては，必要に応じ，以下に示す考え

方も反映し作成する。 

 

 

8 
本文 

（1-2） 

 基①（手段の明確化） 

設置変更許可本文記載事項のうち，「性能」を記

載している設計方針は，技術基準規則への適合性を

確保する上で，その「性能」を持たせるための手段

を特定できるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性の観点で，設置変

更許可本文に対応した事項以外に必要となる運用

を付加する場合も同様の記載を行う。 

基①（手段の明確化） 

設置変更許可本文記載事項のうち，「性能」を記

載している設計方針は，技術基準規則への適合性を

確保する上で，その「性能」を持たせるための手段

を特定できるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性の観点で，設置変

更許可本文に対応した事項以外に必要となる運用

を付加する場合も同様の記載を行う。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 1-3 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所 第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号との比較 

 

なお，手段となる「仕様」が要目表で明確な場合

は記載しない。 

（例） 

【添八】難燃性ケーブルは，難燃性であることを実

証試験にて確認したケーブルを使用する設計とす

る。 

↓ 

【工認】難燃性ケーブルは，自己消火性を確認する

ためのＵＬ垂直燃焼試験及び延焼性を確認するた

めのＩＥＥＥ３８３垂直トレイ燃焼試験により，難

燃性であることを確認したケーブルを使用する設

計とする。 

 

なお，手段となる「仕様」が要目表で明確な場合

は記載しない。 

（例） 

【添八】難燃性ケーブルは，難燃性であることを実

証試験にて確認したケーブルを使用する設計とす

る。 

↓ 

【基本設計方針】難燃性ケーブルは，自己消火性を

確認するためのＵＬ垂直燃焼試験及び延焼性を確

認するためのＩＥＥＥ３８３垂直トレイ燃焼試験

により，難燃性であることを確認したケーブルを使

用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

9 
本文 

（1-2） 

 基②（運用の担保先の明確化） 

設置変更許可本文記載事項のうち「運用」は，「基

本設計方針」として，運用の継続的改善を阻害しな

い範囲で必ず遵守しなければならない条件がわか

る程度の記載を行うとともに，運用を定める箇所

（ＱＭＳの二次文書で定める場合は「保安規定」を

記載）の呼び込みを記載し，必要に応じ，当該施設

に関連する別表第二に示す添付書類の中でその運

用の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文・解釈への適合性の観点

で，設置変更許可本文に対応した事項以外に必要と

なる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

（記載例） 

原子炉容器の寿命中の疲労破壊及び脆性破壊を防

止するために，１次冷却設備は，加熱，冷却速度及

び加圧に対して制限を設ける。 

↓ 

原子炉圧力容器の疲労破壊及び脆性破壊を防止す

るため，保安規定に１次冷却材の温度及び圧力の制

限範囲を定めて管理する。 

基②（運用の担保先の明確化） 

設置変更許可本文記載事項のうち「運用」は，「基

本設計方針」として，運用の継続的改善を阻害しな

い範囲で必ず遵守しなければならない条件がわか

る程度の記載を行うとともに，運用を定める箇所

（ＱＭＳの二次文書で定める場合は「保安規定」を

記載）の呼び込みを記載し，必要に応じ，当該施設

に関連する別表第二に示す添付書類の中でその運

用の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文・解釈への適合性の観

点で，設置変更許可本文に対応した事項以外に必要

となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

（記載例） 

原子炉容器の寿命中の疲労破壊及び脆性破壊を防

止するために，１次冷却設備は，加熱，冷却速度及

び加圧に対して制限を設ける。 

↓ 

原子炉圧力容器の疲労破壊及び脆性破壊を防止す

るため，保安規定に１次冷却材の温度及び圧力の制

限範囲を定めて管理する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 1-4 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所 第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号との比較 

 

 

10 
本文 

（1-2） 

 基③（評価に対する対応） 

設置変更許可本文で評価を伴う記載がある場合

は，工事計画にて担保する条件を以下のいずれかの

方法を使い分けることにより記載する。 

ⅰ．評価結果が示されている場合，評価結果を受け

て必要となった措置のみを工事計画の対象とす

る。 

基③（評価に対する対応） 

設置変更許可本文で評価を伴う記載がある場合

は，設計及び工事の計画にて担保する条件を以下の

いずれかの方法を使い分けることにより記載する。 

ⅰ．評価結果が示されている場合，評価結果を受け

て必要となった措置のみを設計及び工事の計画の

対象とする。 

 

 

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 

 

11 
本文 

（1-3） 

 ⅱ．今後評価することが示されている場合，評価す

る段階（設計又は工事）を明確にし，評価の方法及

び条件，その評価結果に応じて取る措置の両者を工

事計画の対象とする。 

ⅱ．今後評価することが示されている場合，評価す

る段階（設計又は工事）を明確にし，評価の方法及

び条件，その評価結果に応じて取る措置の両者を設

計及び工事の計画の対象とする。 

 

 

・記載の適正化 

 

12 
本文 

（1-3） 

 基④（該当しない条文） 

・技術基準規則第 10 条など，要求事項が該当しな

い条文については，該当しない旨の理由を記載す

る。 

・条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，

「適合するものであることを確認する」という審

査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設

備を設置しない旨を記載する。 

基④（該当しない条文） 

・技術基準規則第 10 条など，要求事項が該当しな

い条文については，該当しない旨の理由を記載す

る。 

・条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，

「適合するものであることを確認する」という審

査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設

備を設置しない旨を記載する。 

 

13 
本文 

（1-3） 

 基⑤（指針等の引用） 

技術基準規則の解釈等に示された指針・ＮＩＳＡ

文書・他省令の呼び込みがある場合は，以下の要領

で記載を行う。 

 ・設置時に適用される要求など，特定の版の使用

が求められている場合は，引用する文書名及び版

を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

 ・監視試験片の試験方法を示した規格など，条文

等で特定の版が示されているが，保守管理等の運

用管理の中で評価する時点でエンドースされた

最新の版による評価を継続して行う必要がある

場合は，保安規定等の運用の担保先の表示に加

え，当該文書名とそのコード番号（必要時）を記

基⑤（指針等の引用） 

技術基準規則の解釈等に示された指針・ＮＩＳＡ

文書・他省令の呼び込みがある場合は，以下の要領

で記載を行う。 

 ・設置時に適用される要求など，特定の版の使用

が求められている場合は，引用する文書名及び版

を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

 ・監視試験片の試験方法を示した規格など，条文

等で特定の版が示されているが，保守管理等の運

用管理の中で評価する時点でエンドースされた

最新の版による評価を継続して行う必要がある

場合は，保安規定等の運用の担保先の表示に加

え，当該文書名とそのコード番号（必要時）を記
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 1-5 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所 第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号との比較 

 

載する。（例：ＪＥＡＣ４２０１－2007の「－2007」

は記載しない。） 

・解釈等に示された条文番号は，該当文書改正時に

変更される可能性があることを考慮し，条文番号

は記載せず，条文が特定できる表題（必要に応じ，

上位の表題でも可能）で記載する。 

 

（例）48 条解釈 4 号 

原子炉発電工作物に係る電気設備に関する技術基

準を定める省令（平成二十四年経済産業省令第七十

号）第四条から第十六条まで，第十九条から第二十

八条まで及び第三十条から第三十五条までの規定

は，設計基準対象施設に施設する電気設備について

準用する。 

↓ 

「原子炉発電工作物に係る電気設備に関する技術

基準を定める省令」及びその解釈に定められた，

感電，火災の防止，異常の予防及び保護対策，電

気的… 

載する。（例：ＪＥＡＣ４２０１－2007 の「－

2007」は記載しない。） 

・解釈等に示された条文番号は，該当文書改正時に

変更される可能性があることを考慮し，条文番号

は記載せず，条文が特定できる表題（必要に応じ，

上位の表題でも可能）で記載する。 

 

（例）48 条解釈 4 号 

原子炉発電工作物に係る電気設備に関する技術基

準を定める省令（平成二十四年経済産業省令第七十

号）第四条から第十六条まで，第十九条から第二十

八条まで及び第三十条から第三十五条までの規定

は，設計基準対象施設に施設する電気設備について

準用する。 

↓ 

「原子炉発電工作物に係る電気設備に関する技術

基準を定める命令」及びその解釈に定められた，

感電，火災の防止，異常の予防及び保護対策，電

気的… 
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 ・条件付の民間規格や設置変更許可の評価結果等

を引用する場合は，可能な限りその条件等を文章

として反映する（記載例 1）。また，設置変更許可

申請書の添付を呼込む場合は，対応する本文のタ

イトルを呼込む（記載例 2）。なお，文書名を呼込

む場合においても「技術評価書」の呼込みは行わ

ない（記載例 3） 

 

（記載例 1）44 条解釈 2 号 

第１号ハに規定する「漏えい試験ができる」とは，

日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規

定」(JEAC4203-2008)2.5 に定めるＢ種試験ができ

ること。なお，総合漏えい率の判定基準に見込む「漏

えい増加要因を考慮した余裕係数」を 0.2 とする

・条件付の民間規格や設置変更許可の評価結果等

を引用する場合は，可能な限りその条件等を文章

として反映する（記載例 1）。また，設置変更許可

申請書の添付を呼込む場合は，対応する本文のタ

イトルを呼込む（記載例 2）。なお，文書名を呼込

む場合においても「技術評価書」の呼込みは行わ

ない（記載例 3）。 

 

（記載例 1）44 条解釈 2 号 

第１号ハに規定する「漏えい試験ができる」とは，

日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規

定」(JEAC4203-2008)2.5 に定めるＢ種試験ができ

ること。なお，総合漏えい率の判定基準に見込む「漏

えい増加要因を考慮した余裕係数」を 0.2 とする
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 1-6 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所 第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7号との比較 

 

こと。 

↓ 

原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は，想定

される漏えい量その他の漏えい試験に影響を与

える環境条件として，判定基準に適切な余裕係数

を見込み，日本電気協会「原子炉格納容器の漏え

い率試験規定」(ＪＥＡＣ４２０３)に定める 

 漏えい試験のうちＢ種試験ができる設計とする。 

 

（記載例 2）32 条解釈 1 号 

…原子炉の設置（変更）許可申請書（以下設置許可

申請書という。）添付書類八に記載された仕様を

満足するとともに，設置（変更）許可申請書にお

ける評価条件と比較して非保守的な変更がない

こと… 

↓ 

非常用炉心冷却設備は，設置変更許可を受けた運転

時の異常な過度変化及び設計基準事故の評価条

件を満足する設計とする。 

 

（記載例 3）42 条解釈 4 号 

第 42 条に規定する「生体遮蔽」及び遮蔽設計の具

体的仕様に関する規定（第 2 項第 3 号を除く。）

は，日本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設

計規定」(JEAC4615-2008)の事故時の遮蔽設計に

係る事項を除き，本文及び解説 4-5 に以下の条

件を付したものによること。 

(1) 4.1.2 の適用に当たっては，「実効線量が

1.3mSv/3 月間以下となる区域は管理区域外とし

て設定できる。」を除き，…「超える区域」を「超

えるおそれがある区域」…と読み替えるものとす

る。… 

（日本電気協会「原子炉発電所放射線遮へい設計規

こと。 

↓ 

原子炉格納容器を貫通する箇所及び出入口は，想

定される漏えい量その他の漏えい試験に影響を与

える環境条件として，判定基準に適切な余裕係数を

見込み，日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率

試験規定」(ＪＥＡＣ４２０３)に定める漏えい試験

のうちＢ種試験ができる設計とする。 

 

（記載例 2）32条解釈 1号 

…原子炉の設置（変更）許可申請書（以下設置許可

申請書という。）添付書類八に記載された仕様を

満足するとともに，設置（変更）許可申請書にお

ける評価条件と比較して非保守的な変更がない

こと… 

↓ 

非常用炉心冷却設備は，設置変更許可を受けた運

転時の異常な過度変化及び設計基準事故の評価条

件を満足する設計とする。 

 

（記載例 3）42条解釈 4号 

第 42 条に規定する「生体遮蔽」及び遮蔽設計の具

体的仕様に関する規定（第 2 項第 3 号を除く。）

は，日本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設

計規程」(JEAC4615-2008)の事故時の遮蔽設計に

係る事項を除き，本文及び解説 4-5 に以下の条件

を付したものによること。 

(1) 4.1.2 の適用に当たっては，「実効線量が

1.3mSv/3 月間以下となる区域は管理区域外とし

て設定できる。」を除き，…「超える区域」を「超

えるおそれがある区域」…と読み替えるものとす

る。… 

（日本電気協会「原子炉発電所放射線遮へい設計規
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 1-7/E 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所 第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所 第 7 号との比較 

 

程(ＪＥＡＣ４６１５-2008)に関する技術評価

書」（平成 23 年 3 月原子力安全・保安院，原子

力安全基盤機構取りまとめ）） 

↓ 

遮蔽設計は，実効線量が 1.3mSv/3 月間を越える

おそれがある区域を管理区域とした上で日本電気

協会「原子炉発電所放射線遮へい設計規程」

（JEAC4615-2008）の通常運転時の遮蔽設計に基づ

く設計とする。 

 

程(JEAC4615-2008)に関する技術評価書」（平成２

３年３月原子力安全・保安院，原子力安全基盤機

構取りまとめ）） 

↓ 

遮蔽設計は，実効線量が 1.3mSv/3 月間を超える

おそれがある区域を管理区域としたうえで，日本電

気協会「原子炉発電所放射線遮へい設計規程」

（JEAC4615）の通常運転時の遮蔽設計に基づく設計

とする。 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 3 工事の方法 

・工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステ

ム」に定めたプロセス等に基づき記載する。 

3 工事の方法 

・工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設

計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に定

めたプロセス等に基づき記載する。 
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提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-1 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

1 
本文 

（2-1） 

 2.1 目的 

新規制基準対応設備のうち「実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則」（以下「実用炉規則」とい

う。）の「別表第二」において設備別記載事項（以下

「要目表」という。）を記載する設備について，記載の

統一及び一貫性を図ることを目的として要目表の作

成要領を策定する。 

 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

2.1 目的 
新規制基準対応設備のうち「実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則」（以下「実用炉規則」とい

う。）の「別表第二」において設備別記載事項（以下

「要目表」という。）を記載する設備について，記載

の統一及び一貫性を図ることを目的として要目表の

作成要領を策定する。 
 
なお，記載例については，別紙１に示す。 
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 2.2 具体的な要目表の作成方法 

(1) 資料構成 

a. 要目表の資料構成は以下とする。 

(a) 申請対象設備については，別表第二の記載順に

記載する。 

(b) 要目表記載対象設備は「申請範囲」により対象

設備を明確化する。 

(c) 要目表は，1設備につき 1件とし，複数の設備

（系統）区分*1 の機能を有する設備であっても要目

表は 1件とする。 

 

注記*1:設備（系統）区分の記載について，設備名

のみで対象が自明の場合は系統名を記載しなくても

良い。（以下，各章においても同様） 

2.2 具体的な要目表の作成方法 

(1) 資料構成 

a. 要目表の資料構成は以下とする。 

(a) 申請対象設備については，別表第二の記載順に

記載する。 

(b) 要目表記載対象設備は「申請範囲」により対象

設備を明確化する。 

(c) 要目表は，1 設備につき 1 件とし，複数の設備

（系統）区分*1 の機能を有する設備であっても要目

表は 1件とする。 

 
注記*1:設備（系統）区分の記載について，設備名のみ

で対象が自明の場合は系統名を記載しなくても良い。

（以下，各章においても同様） 

 

 

 

 

 

 

・ 

3 

本文 

（2-1） 

（2-2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 要目表の記載方法 

 a. 施設に共通する記載 

(a) 共用 

イ. 共用設備の名称について 

(イ) 共用設備の要目表上の表記は以下のとおりと

する。 

 

 

 

 

(2) 要目表の記載方法 

a. 施設に共通する記載 

(a) 共用 

イ. 共用設備の名称について 

(イ) 共用設備の要目表上の表記は以下のとおりと

する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-2 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 
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 (ロ) 重大事故等時のみ 6,7 号機共用とする設備の

要目表上の表記は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

(ロ) 重大事故等時のみ 6,7 号機共用とする設備の

要目表上の表記は以下のとおりとする。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-3 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 

 

既工事計画書（以下「既工認」という。）にて既に

「共用」しているものは，上記の記載例にある「本

工事計画で」の文言は記載せず，共用号機も既工認

と同様の記載とする。 

 

＊：既に共用登録されている場合には，上記の記載

例にある「本工事計画で…とする。」の表現とはせ

ず，「本工事計画で」の部分を除き，（○号機で申請

済）を追記して語尾を「～である。」で結ぶこととす

る。（例：以下の設備は，7 号機設備であり，6 号機

及び 7号機共用（7号機で申請済）である。） 

 

 

 

 

 

 

 

・7号機が既認可済であることを踏まえ記

載の適正化 

5 
本文 
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 (ニ) 設計基準対象施設として共用している設備

を，重大事故等時に共用しない場合，名称に設計基

準対象施設としてのみ共用することを記載する。 

例：「使用済燃料貯蔵プール（設計基準対象施設と

してのみ 1，2，5，7 号機共用）」 

(ハ) 設計基準対象施設として共用している設備

を，重大事故等時に共用しない場合，名称に設計基

準対象施設としてのみ共用することを記載する。 

例：「使用済燃料貯蔵プール（設計基準対象施設とし

てのみ 1，2，5，7号機共用）」 

 

6 
本文 

（2-3） 

 ロ. 共用設備の仕様について 

(イ)【7 号機側】 
「7 号機側」に設備仕様一式を記載する。 
（別紙 1 2/20：②参照） 

ロ. 共用設備の仕様について 

(イ) 【7号機側】 

「7 号機側」に設備仕様一式を記載する。 

（別紙 1 2/20：②参照） 

 

7 
本文 

（2-3） 

 (ロ) 【6号機側】 

「6 号機側」には設備仕様は記載せず，「共用」する設

備の「名称」及び「共用すること」を文章で記載する。 

（別紙 1 5/20：①参照） 

(ロ) 【6号機側】 

「6 号機側」には設備仕様は記載せず，「共用」する設

備の「名称」及び「共用すること」を文章で記載する。 

なお，6 号機の技術基準規則適合性の評価の結果，6

号機としての設備仕様の記載が必要な場合は，「6 号

機側」に設備仕様を記載する。 

 

 

 

・7号機が既認可済であることを踏まえ記

載の追加 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-4 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

8 
本文 

（2-3） 

 (ハ) 「新たに登録する場合」の表記として、「本工事

計画で」の文章を記載することで新たな登録であるこ

とを示す。なお、この記載により「変更前後」の識別

ができる。 

この場合に既工認計画書で既に「共用」している場合

は、新たな登録ではないため「本工事計画で」の文言

は記載しない。 

(ハ) 「新たに登録する場合」の表記として，「本工

事計画で」の文章を記載することで新たな登録である

ことを示す。なお，この記載により「変更前後」の識

別ができる。  

この場合に既工事計画で既に「共用」している場合は，

新たな登録ではないため「本工事計画で」の文言は記

載しない。 

 

9 
本文 

（2-3） 

 (ニ) ディーゼル駆動消火ポンプについては 5 号機設

備、6、7号機共用の設備であるが、新たな規制対

象となったものであり、5 号機側には登録がない

ことから、登録号機側での仕様が明確となるよう

7号機側に設備仕様を併記する。 

 

 

(ホ) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の予備については

6,7 号機共用の設備であることから，登録号機側

での「個数」が明確となるよう7 号機側に設備仕

様一式を記載し，予備の個数を併記する。 

(ニ) ディーゼル駆動消火ポンプについては 5号機

設備，6,7 号機共用の設備であるが、新たな規

制対象となったものであり，5号機側には登録

がないことから，登録号機側での仕様が明確と

なるよう 7号機側に設備仕様を併記する。 

 

 

(ホ) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の予備について

は 6,7 号機共用の設備であることから，登録号機

側での「個数」が明確となるよう 7 号機側に設備

仕様一式を記載し，予備の個数を併記する。 

 

10 
本文 

（2-3） 

 ハ. 共用設備であって，複数の設備区分の機能を持

つ設備（兼用）については以下の記載とする。 

(イ) 【7 号機側】 
「主となる設備区分」の名称に「（共用）」を記載し，

注記にて他設備区分と兼用する旨を記載する。 
 

ハ. 共用設備であって，複数の設備区分の機能を持

つ設備（兼用）については以下の記載とする。 

(イ) 【7号機側】 

「主となる設備区分」の名称に「（共用）」を記載し，

注記にて他設備区分と兼用する旨を記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-5 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

11 
本文 

（2-4） 

 (ロ) 【6 号機側】 
「主となる設備区分」に，文章にて設備の「名称」と

「（共用）」について記載し，注記にて他設備区分と兼

用する旨を記載する。 
「兼用先の設備区分」には，文章にて設備の「名称」，

「（共用）」，「主となる設備区分」及び「兼用するこ

と」について文章で記載し，文章中で変更前後がわ

かるように「本工事計画で兼用とする」旨を記載す

る。 

(ロ) 【6号機側】 

「主となる設備区分」に，文章にて設備「名称」と「（共

用）」について記載し，注記にて他設備区分と兼用す

る旨を記載する。 

「兼用先の設備区分」には，文章にて設備の「名

称」，「（共用）」，「主となる設備区分」及び「兼用す

ること」について文章で記載し，文章中で変更前後

がわかるように「本工事計画で兼用とする」旨を記

載する。 

 

・記載の適正化 

12 
本文 

（2-4） 

 (b) 兼用について 

イ. 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載

方針 

(イ) 従前の規制より複数の設備（系統）区分の設計

基準対象施設として使用しているもの（残留熱除去系

ポンプ等）は，従前の規制手続きと同様に主たる機能

に着目し，設計基準対象施設として「主たる設備（系

統）区分」のみに記載する。 

 

(b) 兼用について 

イ. 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載

方針 

(イ) 従前の規制より複数の設備（系統）区分の設計

基準対象施設として使用しているもの（残留熱除去系

ポンプ等）は，従前の規制手続きと同様に主たる機能

に着目し，設計基準対象施設として「主たる設備（系

統）区分」のみに記載する。 

 

13 
本文 

（2-4） 

 (ロ) 新たな規制への対応のために複数の設備（系

統）区分の設備として使用する以下のものは，「主

となる設備（系統）区分」に加え「兼用先」にも

記載する。  

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の

設計基準対象施設として新たに兼用するものは設

計基準対象施設として「兼用先」に記載する。 

 

 

 ・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分

の重大事故等対処設備として新たに兼用するもの

(ほう酸水注入ポンプ等)は重大事故等対処設備と

して「兼用先」に記載する。 

 

(ロ) 新たな規制への対応のために複数の設備（系

統）区分の設備として使用する以下のものは，「主

となる設備（系統）区分」に加え「兼用先」にも記

載する。 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の

設計基準対象施設として新たに兼用するものは設

計基準対象施設として「兼用先」に記載する。 

 

 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区分の

重大事故等対処設備として新たに兼用するもの(ほ

う酸水注入ポンプ等)は，重大事故等対処設備とし

て「兼用先」に記載する。 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 ・新たに追加設置した重大事故等対処設備を他の設

備（系統）区分の重大事故等対処設備として兼用す

るもの(高圧代替注水系等)は重大事故等対処設備と

して「兼用先」に記載する。 

 

・新たに追加設置した重大事故等対処設備を他の設

備（系統）区分の重大事故等対処設備として兼用する

もの(高圧代替注水系等)は，重大事故等対処設備とし

て「兼用先」に記載する。 

 

15 
本文 

（2-4） 

 ロ. 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載

方法 

(イ) 複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他

の設備（系統）区分の設備として兼用するものは，「主

となる設備区分」に「兼用先」の設備別記載事項を追

加し，注記を付記する。 

ロ. 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載

方法 

(イ) 複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他

の設備（系統）区分の設備として兼用するものは，「主

となる設備区分」に「兼用先」の設備別記載事項を追

加し，注記を付記する。  

 

16 
本文 

（2-5） 

 (ロ) 「兼用先」への記載は，文章にて「主となる設

備（系統）区分」，「兼用すること」及び「設備（系統）

名称」を記載する。 

(ロ) 「兼用先」への記載は，文章にて「主となる

設備（系統）区分」，「兼用すること」及び「設備

（系統）名称」を記載する。 

 

17 
本文 

（2-5） 

 (ハ) 「新たに登録する場合」の表記として，「本工事

計画で」の文章を記載することで新たな登録であるこ

とを示す。 

 

(ハ) 「新たに登録する場合」の表記として，「本工

事計画で」の文章を記載することで新たな登録である

ことを示す。 

 

18 
本文 

（2-5） 

 (二)  設備（系統）区分によって記載すべき仕様

(揚程等)が異なるものについては，その異なる

仕様を一つの要目表にまとめて記載する。この

場合，複数の仕様が併記されるため，該当する

仕様に注記を付記し，対応する設備（系統）区

分が明確になるように記載する。 

(ニ) 設備（系統）区分によって記載すべき仕様(揚

程等)が異なるものについては，その異なる仕様

を一つの要目表にまとめて記載する。この場

合，複数の仕様が併記されるため，該当する仕

様に注記を付記し，対応する設備（系統）区分

が明確になるように記載する。 

 

19 
本文 

（2-5） 

 ハ. 「主となる設備（系統）区分」と「兼用先」の要

目表の関連付け 

(イ) 「主となる設備（系統）区分」には、「兼用先」

の「設備（系統）区分」がわかるように，また「兼用

先」には，「主となる設備（系統）区分」がわかるよう

に記載し，互いの関連付けを行う。  

ハ. 「主となる設備（系統）区分」と「兼用先」の

要目表の関連付け 

(イ) 「主となる設備（系統）区分」には，「兼用先」

の「設備（系統）区分」がわかるように，また「兼用

先」には，「主となる設備（系統）区分」がわかるよ

うに記載し，互いの関連付けを行う。 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-7 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称欄に注記

を付記し，「兼用先」の全ての設備（系統）区分を記載

する。 

 

これにより，「兼用先」同士の関連性が明らかになる

ため，「兼用先」では「主となる設備（系統）区分」の

みを記載する。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称欄に注

記を付記し，「兼用先」の全ての設備（系統）区分を

記載する。 

 

これにより，「兼用先」同士の関連性が明らかになる

ため，「兼用先」では「主となる設備（系統）区分」

のみを記載する。 

 

21 
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（2-5） 

 (ロ) 「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分

が異なる場合は，「施設区分」も含んで記載し，「兼用

先」が同一の施設である場合には，「施設区分」の記載

は行わない。 

(ロ) 「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分

が異なる場合は，「施設区分」も含んで記載し，「兼用

先」が同一の施設である場合には，「施設区分」の記

載は行わない。 

 

22 
本文 

（2-5） 

 (ハ) 「兼用する設備（系統）区分」については，別

紙２の「要目表 兼用先一覧」に従い兼用先を設定す

る。 

(ハ) 「兼用する設備（系統）区分」については，別

紙 2の「要目表 兼用先一覧」に従い兼用先を設定す

る。 

 

23 
本文 

（2-5） 

 ニ. 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分

（容器，管等）が兼用先にない場合 

(イ) 「兼用先」では異なる機器区分となるが，要目

表として記載できる場合は，別紙 2「要目表 兼用先

一覧表」の「兼用する施設・設備（系統）区分」に従

い兼用先を設定し，要目表に記載する。  

ニ. 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分

（容器，管等）が兼用先にない場合 

(イ) 「兼用先」では異なる機器区分となるが，要目

表として記載できる場合は，別紙 2「要目表 兼用先

一覧」の「兼用する施設・設備（系統）区分」に従い

兼用先を設定し，要目表に記載する。 

 

24 
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（2-5） 

 (ロ) 「兼用先」で要目表として記載できる機器区分

がない場合，要目表には記載せず，兼用先の施設の基

本設計方針の「兼用設備リスト」に設備名を記載する。 

(ロ) 「兼用先」で要目表として記載できる機器区分

がない場合，要目表には記載せず，兼用先の施設の基

本設計方針の「兼用設備リスト」に設備名を記載する。 

 

25 
本文 

（2-6） 

 ホ. 情報提供系，サポート系（補機冷却系，換気空調

系及び電源系）に関しては，施設区分の兼用はしない。 

ホ. 情報提供系，サポート系（補機冷却系，換気空

調系及び電源系）に関しては，施設区分の兼用はしな

い。 

 

26 
本文 

（2-6） 

 (c) 変更前後の書き分け 

 

イ. 新たな規制への対応のため工事計画の手続きが

必要となる設備（以下(イ）～(ト)に示す設備）の要目

表については，必要な仕様を「変更後」に記載し「変

更前」は「―」を記載する。 

 

(c) 変更前後の書き分け 

 

 イ. 新たな規制への対応のため設計及び工事の計

画の手続きが必要となる設備（以下(イ）～(ト)に示

す設備）の要目表については，必要な仕様を「変更後」

に記載し「変更前」は「―」を記載する。 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-8 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，注記

を付記し既設の設備である旨を記載する。この場合，

注記を付記する位置については，設備全体が既設であ

る場合は，原則代表して「名称」欄又は対象設備が複

数の場合は「変更後」欄に 1か所，一部の仕様に変更

等がある場合は該当する仕様個別に付記する。 

 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，注記

を付記し既設の設備である旨を記載する。この場合，

注記を付記する位置については，設備全体が既設であ

る場合は，原則代表して「名称」欄又は対象設備が複

数の場合は「変更後」欄に 1か所，一部の仕様に変更

等がある場合は該当する仕様個別に付記する。 

 

 

27 
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 (イ) 重大事故等対処設備として新たに追加設置し

た設備 

 

(イ) 重大事故等対処設備として新たに追加設置し

た設備 

 

 

28 
本文 

（2-6） 

 (ロ) 従前の規制では工事計画の手続き対象外であ

った既設設備を重大事故等対処設備として新たに登

録する設備又は新たに記載する仕様 

(ロ) 従前の規制では工事計画の手続き対象外であ

った既設設備を重大事故等対処設備として新たに登

録する設備又は新たに記載する仕様 

 

 

29 
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（2-6） 

 (ハ) 設計基準対象施設として新たに工事計画の手

続き対象となった設備又は仕様 

(ハ) 設計基準対象施設として新たに設計及び工事

の計画の手続き対象となった設備又は仕様 
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（2-6） 

 (二) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に機器クラス区分が変更と

なることで要求事項（継手仕様等）が追加された設備 

(ニ) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設

備として新たに登録する際に機器クラス区分が変更

となることで要求事項（継手仕様等）が追加された設

備 

 

 

31 
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（2-6） 

 (ホ) 兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 (ホ) 兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

 

 

32 
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（2-6） 

 (ヘ) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設

備として使用する設備のうち，重大事故等対処設備

としての使用条件(温度，圧力等)が設計基準対象施

設としての設計条件を超える仕様 

 

(ヘ) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設

備として使用する設備のうち，重大事故等対処設備と

しての使用条件（温度，圧力等）が設計基準対象施設

としての設計条件を超える仕様 
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 (ト) 改造工事を行う設備(既工事計画書の本文記載

事項の変更を伴うもの) 
(ト) 改造工事を行う設備(既工認の本文記載事項の

変更を伴うもの) 

 

・記載の適正化 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 ロ. 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備

の仕様については「変更前」に記載し，「変更後」には

「変更なし」を記載する。 

ロ. 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備

の仕様については「変更前」に記載し，「変更後」に

は「変更なし」を記載する。 
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 ハ. 従前の規制範囲と整合させるために非主配管化

する範囲については，「変更前」に既工事計画書の値

を記載し，「変更後」を「―」とした上で，注記を付記

し「記載の適正化を行う」旨を記載する。 

 

ハ. 従前の規制範囲と整合させるために非主配管化

する範囲については，「変更前」に既工認の値を記載

し，「変更後」を「―」とした上で，注記を付記し「記

載の適正化を行う」旨を記載する。 
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 ニ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象

施設を使用する設備については「変更前」に仕様を記

載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。この場

合，当該設備がどちらの機能を有するかの識別は，基

本設計方針の「主要設備リスト」で行う。 

 

ニ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象

施設を使用する設備については「変更前」に仕様を記

載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。この場

合，当該設備がどちらの機能を有するかの識別は，基

本設計方針の「主要設備リスト」で行う。 
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 ホ. 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を

行う設備は，「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に

「変更なし」と記載した上で，名称欄に注記を付記し

「手続き対象外」である旨を記載する。 

 

また，「申請範囲」に手続対象外である旨を記載する。 

 (例) ○○(手続き対象外)  

ホ. 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を

行う設備は，「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に

「変更なし」と記載した上で，名称欄に注記を付記し

「手続き対象外」である旨を記載する。 

 

また，「申請範囲」に手続対象外である旨を記載する。 

（例） ○○(手続き対象外) 
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 へ. 今回の手続きに関与しない設備については，要

目表の記載の適正化は行わない。 

へ. 今回の手続きに関与しない設備については，要

目表の記載の適正化は行わない。 

 

39 
本文 

（2-7） 

 ト. 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，

建設時の工事計画書等を出典として記載する場合に

おいて，既工事計画書本文に記載がないため添付書類

又は添付図面を出典とする場合は，その添付書類又は

添付図面が添付されている既工事計画認可申請書の

「認可年月日」，「認可番号」及び「添付書類又は添付

図面の名称」を記載する。 

既工事計画書の参考資料については，出典として使

用しないこととする。  

 

ト. 記載の適正化として「変更前」に記載する際

に，建設時の工事計画書等を出典として記載する場

合において，既工認本文に記載がないため添付書類

又は添付図面を出典とする場合は，その添付書類又

は添付図面が添付されている既工事計画認可申請書

の「認可年月日」，「認可番号」及び「添付書類又は

添付図面の名称」を記載する。 

既工認の参考資料については，出典として使用しな

いこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

  

40 
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（2-8） 

 チ. 既工事計画書本文の記載事項の記載の適正化を

行う場合は，これらの許認可情報は記載せず，「既工

事計画書」の記載を注記に記載する。  

 

チ. 既工認本文の記載事項の記載の適正化を行う場

合は，これらの許認可情報は記載せず，「既工事計画

書」の記載を注記に記載する。 

 

 

・記載の適正化 
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 リ. 既工事計画書に設備自体の記載がないものを

「変更前」に記載する場合は，「名称」欄又は

「変更前」欄に注記を付記し，その設備仕様一式

そのものが既工事計画書に記載がないことを示

す。 

リ. 既工認に設備自体の記載がないものを「変更

前」に記載する場合は，「名称」欄又は「変更

前」欄に注記を付記し，その設備仕様一式そのも

のが既工認に記載がないことを示す。 

・記載の適正化 
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 ヌ. 既工事計画書に記載された主配管の「区間」に

おいて「○○ポンプから△△配管合流部まで」など

と記載されている場合は「○○ポンプ～△△配管合

流部」と記載を修正する。ただし，「区間」の範囲の

見直しを伴わない修正である場合は注記を付記しな

い。 

 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

ヌ. 既工認に記載された主配管の「区間」において

「○○ポンプから△△配管合流部まで」などと記載さ

れている場合は「○○ポンプ～△△配管合流部」と記

載を修正する。ただし，「区間」の範囲の見直しを伴

わない修正である場合は注記を付記しない。 

 

 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

         ↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

・記載の適正化 

43 
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 ル. 工事計画書に記載のある機器等を廃止手続きす

る際の記載については，「変更後」に，「撤去」また

は「廃止」を記載する。なお，改造にあたって別表

第一対象外のポンプは変更後に「―」を記し，注記

を付記する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において機器

等の撤去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請においては，

ル. 工事計画に記載のある機器等を廃止手続きする

際の記載については，「変更後」に，「撤去」または

「廃止」を記載する。なお，改造にあたって別表第

一対象外のポンプは変更後に「―」を記し，注記を

付記する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において機器

等の撤去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請においては，

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-11 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

機器等の撤去は行わず，廃止手続きを行うもの。 機器等の撤去は行わず，廃止手続きを行うもの。 

44 
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 ヲ.  別表第一に該当する取替対象設備について

は，「変更後」に取替を実施する旨を注記に記載す

る。 

ヲ. 別表第一に該当する取替対象設備については，

「変更後」に取替を実施する旨を注記に記載する。 
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 (d) 同じ設備区分で同一機器を異なる用途で使用す

る場合の記載について兼用は行わないが，同じ設備

（系統）区分で同一機器を異なる用途で使用する場合

は，その用途が明確となるよう，注記を付記し，互い

の関連付けを行う。  

(d) 同じ設備区分で同一機器を異なる用途で使用す

る場合の記載について兼用は行わないが，同じ設備

（系統）区分で同一機器を異なる用途で使用する場合

は，その用途が明確となるよう，注記を付記し，互い

の関連付けを行う。 
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 (e) 重大事故等対処設備としての使用時における値

について 

イ. 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設備とし

ての使用条件（温度，圧力，ポンプ等については「容

量」，「揚程」も含む）が設計基準対象施設としての設

計条件を超える設備については，その超える部分の仕

様を「変更後」に記載する。この際，上段を設計基準

対象施設としての値，下段を重大事故等対処設備とし

ての使用時における値とし，注記を付記して「重大事

故等時における使用時の値」である旨を記載する。 

(e) 重大事故等対処設備としての使用時における値

について 

イ. 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設備とし

ての使用条件（温度，圧力，ポンプ等については「容

量」，「揚程」も含む）が設計基準対象施設としての設

計条件を超える設備については，その超える部分の仕

様を「変更後」に記載する。この際，上段を設計基準

対象施設としての値，下段を重大事故等対処設備とし

ての使用時における値とし，注記を付記して「重大事

故等時における使用時の値」である旨を記載する。 
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 ロ. 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備に

ついては，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」（ポ

ンプ等については「容量」，「揚程」，「吐出圧力」，「再

結合効率」も含む）の項目欄に注記を付して「重大事

故等時における使用時の値」である旨を記載する。 

ロ. 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備に

ついては，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」（ポ

ンプ等については「容量」，「揚程」，「吐出圧力」，「再

結合効率」も含む）の項目欄に注記を付して「重大事

故等時における使用時の値」である旨を記載する。  
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 また，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に，機器クラス区分が変更に

なることで，記載が追加された管継手についても重大

事故等対処設備としてのみ使用する設備として，「最

高使用圧力」及び「最高使用温度」の項目欄に注記を

付して「重大事故等時における使用時の値」である旨

また，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に，機器クラス区分が変更に

なることで，記載が追加された管継手についても重大

事故等対処設備としてのみ使用する設備として，「最

高使用圧力」及び「最高使用温度」の項目欄に注記を

付して「重大事故等時における使用時の値」である旨
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-12 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

を記載する。 

 

を記載する。 

49 
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 (f) 設計確認値 

イ. ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の

伝熱面積及びＪＩＳ配管を除く配管等の厚さについ

ては「設計確認値」及び「公称値」を記載する。ただ

し，設計図書等にて「設計確認値」が明記されていな

い場合は，「公称値」と同一値を記載する。 

 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していたものに

ついては，原則，同一の値を「公称値」として記載す

る。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁箱

厚さ及び弁蓋厚さ等の機器仕様上の必要最小値を記

載している場合は「設計確認値」のみ記載する。 

(f) 設計確認値 

イ. ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等

の伝熱面積及びＪＩＳ配管を除く配管等の厚さにつ

いては「設計確認値」及び「公称値」を記載する。た

だし，設計図書等にて「設計確認値」が明記されてい

ない場合は，「公称値」と同一値を記載する。 

 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していたもの

については，原則，同一の値を「公称値」として記載

する。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁箱

厚さ及び弁蓋厚さ等の機器仕様上の必要最小値を記

載している場合は「設計確認値」のみ記載する。 
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 ロ. 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合

は，「設計確認値」の後に括弧を付して「公称値」を記

載し，注記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙 1 6/20：⑦参照）  

ロ. 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合

は，「設計確認値」の後に括弧を付して「公称値」を

記載し，注記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙 1 6/20：⑦参照） 
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 (g) 材料記号の記載 

イ. ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時の

ＪＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

(イ) 設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料

記号が変更されたものであっても，今回の申請におい

て施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

 

(g) 材料記号の記載 

イ. ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時の

ＪＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

(イ) 設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料

記号が変更されたものであっても，今回の申請におい

て施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 
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 (ロ) 既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用さ

れたものは，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料

記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載する。 

 

(ロ) 既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用さ

れたものは，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料

記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載する。 
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 ロ. ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

(イ) 企業のプライベート規格を使用している一般

産業品については，使用している材料を総称する一般

ロ. ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

(イ) 企業のプライベート規格を使用している一般

産業品については，使用している材料を総称する一般
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提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-13 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

名を記載する。  名を記載する。 

54 
本文 

（2-10） 

 (h) 個数 

イ. 可搬型設備のうち技術基準規則上，予備を必要

とする設備については，括弧外に必要数を記載し，括

弧内に予備数を併記する。 

 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(3) 個別

設備の記載，b. 個別事項（配管），(c) 可搬型主配

管」に示す。 

(h) 個数 

イ. 可搬型設備のうち技術基準規則上，予備を必要

とする設備については，括弧外に必要数を記載し，括

弧内に予備数を併記する。 

 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(3) 個別

設備の記載，b. 個別事項（配管），(c) 可搬型主配

管」に示す。 

 

55 
本文 

（2-10） 

 (i) 取付箇所 

イ. 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有

する設備を含む。）の取付箇所については「系統名」，

「設置床」，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護

上の配慮が必要な高さ」を記載する。 

(イ) 「属する系統の機能の独立性」の確認のため，

要目表へ「系統名」を記載し，「系統図」との関連付け

を行う。ポンプＡ，Ｂや弁Ａ，Ｂ，Ｃ等の複数機器を

1件の要目表に記載する場合には，その機器毎に「系

統名」を記載する。 

 

 

なお，系統に接続されない機器（クレーン等）は「－」

とする。（詳細は別紙 3 参照） 

(i) 取付箇所 

イ. 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有

する設備を含む。）の取付箇所については「系統名」，

「設置床」，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護

上の配慮が必要な高さ」を記載する。 

(イ) 「属する系統の機能の独立性」の確認のため，

要目表へ「系統名」を記載し，「系統図」との関連付

けを行う。ポンプＡ，Ｂや弁Ａ，Ｂ，Ｃ等の複数機器

を 1 件の要目表に記載する場合には，その機器毎に

「系統名」を記載する。 

 

 

なお，系統に接続されない機器（クレーン等）は「－」

とする。（詳細は別紙 3参照） 
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 (ロ) 「位置的分散」の確認のため，要目表へ「設

置床」を記載し，「配置図」との関連付けを行う。記

載欄には「建屋名称」及び機器等の「設置床レベ

ル」を記載する。 

(ロ) 「位置的分散」の確認のため，要目表へ「設

置床」を記載し，「配置図」との関連付けを行う。記

載欄には「建屋名称」及び機器等の「設置床レベ

ル」を記載する。 

 

57 
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（2-10） 

 (ハ) 「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明

書」の「防護すべき設備のリスト」及び「溢水防護区

画図面」との関連付けを行うため，要目表へ「溢水防

護上の区画番号」を記載する。新規要求事項であるた

め「変更後」の欄に記載する。 

(ハ) 「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明

書」の「防護すべき設備のリスト」及び「溢水防護区

画図面」との関連付けを行うため，要目表へ「溢水防

護上の区画番号」を記載する。新規要求事項であるた

め「変更後」の欄に記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-14 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

 

58 
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（2-11） 

 (二) 溢水防護上の配慮が必要となる機器等につい

て，その機器が設置される区画のうち，機能喪失高さ

が最も低いものを選定した上で，裕度を設定して要目

表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記載す

る。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

(二) 溢水防護上の配慮が必要となる機器等につい

て，その機器が設置される区画のうち，機能喪失高さ

が最も低いものを選定した上で，裕度を設定して要目

表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記載す

る。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

 

 

59 
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 ロ. 可搬型設備の取付箇所欄については，「保管場

所」及び「取付箇所」を記載する。 

(イ) 屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所

の設置床高さ及び保管場所が特定可能な記載とする。

この場合，移動可能な設備であることを考慮し設置床

高さには「約」を付記する。なお，設置床高さの表記

方法については，設置変更許可申請書に準じる。 

 

ロ. 可搬型設備の取付箇所欄については，「保管場

所」及び「取付箇所」を記載する。 

(イ) 屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所

の設置床高さ及び保管場所が特定可能な記載とする。

この場合，移動可能な設備であることを考慮し設置床

高さには「約」を付記する。なお，設置床高さの表記

方法については，設置変更許可申請書に準じる。  

 

60 
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 (ロ) 屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所

の設置床高さ及び取付箇所が特定可能な記載とする。

この場合，移動可能な設備であることを考慮し，「取

付箇所」に記載する高さには「約」を記載する。 

(ロ) 屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所

の設置床高さ及び取付箇所が特定可能な記載とする。

この場合，移動可能な設備であることを考慮し，「取

付箇所」に記載する高さには「約」を記載する。 

 
 

 

61 
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 (ハ) 可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備に

ついては，一部常設箇所の「溢水防護上の配慮が必要

な高さ」を記載し，その旨が分かるよう注記を付記す

る。 

(ハ) 可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備

については，一部常設箇所の「溢水防護上の配慮が必

要な高さ」を記載し，その旨が分かるよう注記を付記

する。 

 

62 
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（2-11） 

 (ニ) 可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがあ

る場合には，敷設距離が最長となるルートについて注

記で記載する。また，複数の長さのホースを組み合わ

せて使用する場合は，その内訳を注記で記載する。 
 

(ニ) 可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがあ

る場合には，敷設距離が最長となるルートについて注

記で記載する。また，複数の長さのホースを組み合わ

せて使用する場合は，その内訳を注記で記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-15 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

63 
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（2-11） 

 (j) SI 単位換算 

 イ. 既工事計画書に記載がある設備のうち，SI単

位で記載されていないものについては，SI単位

に換算した値を「変更前」に記載し，注記を付し

て「SI 単位に換算した」旨を記載する。 

(j) SI 単位換算 

イ. 既工認に記載がある設備のうち，SI 単位で記

載されていないものについては，SI 単位に換

算した値を「変更前」に記載し，注記を付して

「SI単位に換算した」旨を記載する。 

 

 

・記載の適正化 

64 

本文 

（2-11） 

（2-12） 

 (k) 使用前検査未完了の工事 

イ. 新規制施行前に工事の計画の認可又は届出した

工事のうち，使用前検査に合格していないもので，今

回の一体工事として手続きするものについては，「基

本設計方針の変更の工事」として扱う。この場合，「変

更前」に認可又は届出後の仕様を記載し，注記で基本

設計方針の変更である旨の記載を行う。 

 

(k) 使用前検査未完了の工事 

イ. 新規制施行前に工事の計画の認可又は届出した

工事のうち，使用前検査に合格していないもので，今

回の一体工事として手続きするものについては，「基

本設計方針の変更の工事」として扱う。この場合，「変

更前」に認可又は届出後の仕様を記載し，注記で基本

設計方針の変更である旨の記載を行う。 

 

 

65 
本文 

（2-12） 

 (l) 今回の一体工事として手続きしないものについ

ては，別途，「工事計画」の「変更認可申請」又は「変

更届出」の手続きを行う。そのため，これらに係る設

備のうち今回の一体工事の手続きとして必要となる

ものは，要目表の「変更前」部分に「既に認可を受け

た」工事計画の「変更前」の部分を記載するものとす

る。その場合において注記は記載しない。 

 

(l) 今回の一体工事として手続きしないものについ

ては，別途，「工事計画」の「変更認可申請」又は「変

更届出」の手続きを行う。そのため，これらに係る設

備のうち今回の一体工事の手続きとして必要となる

ものは，要目表の「変更前」部分に「既に認可を受け

た」工事計画の「変更前」の部分を記載するものとす

る。その場合において注記は記載しない。 

 

66 
本文 

（2-12） 

 (m) 防護上の配慮が必要な設備 

イ. 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，共振の

影響を受ける耐震Ｂクラス設備，溢水防護上の配慮が

必要となる防護対象設備，竜巻，火山又は外部火災等

における防護対象であって別表第二の要目表対象設

備の場合は，基準変更対応としての手続き対象設備と

して要目表に記載する。 

(m) 防護上の配慮が必要な設備 

    イ. 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，

共振の影響を受ける耐震Ｂクラス設備，溢水防護上の

配慮が必要となる防護対象設備，竜巻，火山又は外部

火災等における防護対象であって別表第二の要目表

対象設備の場合は，基準変更対応としての手続き対象

設備として要目表に記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-16 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

67 
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（2-12） 

 (n) 機能及び使用方法が同じ設備で複数台保有する

場合の名称について 

イ. 原子炉補機冷却水ポンプや原子炉補機冷却系熱

交換器など，機能及び使用方法が同じ設備を複数

保有する場合の名称は，「A」，「B」，「C」等の

個体識別を記載せず，設備名称のみ記載する。 

例：原子炉補機冷却水ポンプ（A）,（B）,（C）,

（D） 

↓ 

要目表上の名称「原子炉補機冷却水ポンプ」 

(n) 機能及び使用方法が同じ設備で複数台保有す

る場合の名称について 

イ. 原子炉補機冷却水ポンプや原子炉補機冷却系

熱交換器など，機能及び使用方法が同じ設備を

複数保有する場合の名称は，「A」，「B」，「C」等の

個体識別を記載せず，設備名称のみ記載する。 

例：原子炉補機冷却水ポンプ（A）,（B）,（C）,（D） 

           ↓ 

   要目表上の名称「原子炉補機冷却水ポンプ」 

 

68 
本文 

（2-12） 

 ロ. 弁については弁番号で記載することとし，個体

識別を付記した設備名称を記載する。 

なお，機能及び使用方法が同じ設備についてはまと

めて記載する。 

例：内側主蒸気隔離弁（A），内側主蒸気隔離弁

（B），内側主蒸気隔離弁（C） 

↓ 

要目表上の名称「B21-F002A,B,C」 

ロ. 弁については弁番号で記載することとし，個体

識別を付記した設備名称を記載する。 

なお，機能及び使用方法が同じ設備についてはまとめ

て記載する。 

例：内側主蒸気隔離弁（A），内側主蒸気隔離弁（B），

内側主蒸気隔離弁（C） 

↓ 

要目表上の名称「B21-F002A,B,C」 

 

69 
本文 

（2-13） 

 (o) 竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を

必要とする設備については，要目表の取付箇所（保管

場所）欄に分散して保管する旨を記載する。（可搬型

代替注水ポンプ（Ａ-1級）等） 

(o) 竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を

必要とする設備については，要目表の取付箇所（保管

場所）欄に分散して保管する旨を記載する。（可搬型

代替注水ポンプ（Ａ-1級）等） 

 

 

70 
本文 

（2-13） 

 (3) 【個別設備の記載】 

 a. 個別事項（機器） 

(a) 工学的安全施設等の作動設定値において，既設

の検出器を重大事故等対処設備として兼用し，ロジッ

ク回路のみ新たに構成する場合については，「変更前」

を「―」とし，「変更後」に設備仕様を記載する。この

場合，検出器は既設であること及び原子炉非常停止信

号の検出器と兼用であることを注記する。  

(3) 【個別設備の記載】 

a. 個別事項（機器） 

(a) 工学的安全施設等の作動設定値において，既設

の検出器を重大事故等対処設備として兼用し，ロジッ

ク回路のみ新たに構成する場合については，「変更前」

を「―」とし，「変更後」に設備仕様を記載する。こ

の場合，検出器は既設であること及び原子炉非常停止

信号の検出器と兼用であることを注記する。 

 

71 
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 (b) 非常用電源設備以外のポンプ車等に付属するポ

ンプ駆動用の燃料タンク（車付タンク）については，

(b) 非常用電源設備以外のポンプ車等に付属するポ

ンプ駆動用の燃料タンク（車付タンク）については，
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-17 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

補機駆動用燃料設備に記載する。また，ディーゼル機

関を駆動源とする消火ポンプの燃料タンクも同様と

する。  

補機駆動用燃料設備に記載する。また，ディーゼル機

関を駆動源とする消火ポンプの燃料タンクも同様と

する。  

72 
本文 

（2-13） 

 (c) 「別表第二」記載事項のうち計測制御系統施設

及び放射線管理施設に記載されている「警報装置を有

する場合は，その動作範囲を付記すること。」につい

ては，設計基準対象施設，重大事故等対処設備ともに

技術基準規則で要求されている計測装置のみ適用し，

警報動作を適用しない設備については，「－」とする。

なお，既工事計画書の記載の適正化を行う場合は，注

記を付記して，警報動作を適用しない旨を記載する。 

 

(c) 「別表第二」記載事項のうち計測制御系統施設

及び放射線管理施設に記載されている「警報装置を有

する場合は，その動作範囲を付記すること。」につい

ては，設計基準対象施設，重大事故等対処設備ともに

技術基準規則で要求されている計測装置のみ適用し，

警報動作を適用しない設備については，「－」とする。

なお，既工認の記載の適正化を行う場合は，注記を付

記して，警報動作を適用しない旨を記載する。 

  

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 (d) 静的触媒式水素再結合器の再結合率の値とし

て，評価式により算出した値を記載するが，この記

載値は代表点での値となるため，その旨を注記で

記載する。 

(d) 静的触媒式水素再結合器の再結合率の値とし

て，評価式により算出した値を記載するが，この記載

値は代表点での値となるため，その旨を注記で記載す

る。 
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 (e) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価にお

いて考慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において

解析上遮蔽として考慮する壁等については，「中央制

御室遮蔽」，「中央制御室待避室遮蔽」，「二次遮蔽」，

「補助遮蔽」又は「緊急時対策所遮蔽」として記載す

る。 

(e) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価にお

いて考慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価において

解析上遮蔽として考慮する壁等については，「中央制

御室遮蔽」，「中央制御室待避室遮蔽」，「二次遮蔽」，

「補助遮蔽」又は「緊急時対策所遮蔽」として記載す

る。 
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 b. 個別事項（配管） 

(a) 要目表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため以

下の範囲で名称を細分化する。 

イ. 設計基準対象施設のみの境界 

ロ. 重大事故等対処設備のみの境界 

ハ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象

施設を使用するもので設計基準対象施設としての仕

様から変更がない境界 
ニ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象

b. 個別事項（配管） 

(a) 要目表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため以

下の範囲で名称を細分化する。 

イ. 設計基準対象施設のみの境界 

ロ. 重大事故等対処設備のみの境界 

ハ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象

施設を使用するもので設計基準対象施設としての仕

様から変更がない境界 

ニ. 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-18 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

施設を使用するもので設計基準対象施設としての仕

様から変更がある境界 
ホ. 兼用設備の境界 
へ. 耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

ト. 主配管と非主配管の境界 

チ. 共用設備の号機間の境界 

リ.  設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の

境界 

施設を使用するもので設計基準対象施設としての仕

様から変更がある境界 

ホ. 兼用設備の境界 

へ. 耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

ト. 主配管と非主配管の境界 

チ. 共用設備の号機間の境界 

リ. 設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の境

界 
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 (b) 管継手 

イ. 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に，機器クラス区分が変更に

なることで，記載が追加された管継手は「変更前」を

「－」とし，「変更後」に管継手の仕様を記載し，注記

で「既設」である旨を記載する。 

 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大事故等

時に使用する流路に対して仕様を記載する。即ち，Ｔ

継手の分岐部が設計基準対象施設上は主配管であっ

ても，当該分岐部が重大事故等時に使用しない流路で

ある場合は，当該Ｔ継手の分岐部は「－」とする。 

(b) 管継手 

イ. 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に，機器クラス区分が変更

になることで，記載が追加された管継手は「変更

前」を「―」とし，「変更後」に管継手の仕様を記載

し，注記で「既設」である旨を記載する。 

 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大事故

等時に使用する流路に対して仕様を記載する。即

ち，Ｔ継手の分岐部が設計基準対象施設上は主配管

であっても，当該分岐部が重大事故等時に使用しな

い流路である場合は，当該Ｔ継手の分岐部は「－」

とする。 
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 ロ. 既設の設計基準対象施設のクラス２管の管継手

に関しては，既工事計画書に記載されていないもので

新規制においても主配管に該当する場合は，記載の適

正化として「変更前」に管継手を追記し，その旨を注

ロ. 既設の設計基準対象施設のクラス２管の管継手

に関しては，既工認に記載されていないもので新規制

においても主配管に該当する場合は，記載の適正化と

して「変更前」に管継手を追記し，その旨を注記で記

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-19 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

記で記載する。 載する。 
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 (c) 可搬型主配管 

イ. 可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，

接続する箇所が分かるような名称にするととも

に，ホース 1本当たりの長さを名称へ記載する。 

（例：△△用□□mホース） 

(c) 可搬型主配管 

イ. 可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，

接続する箇所が分かるような名称にするとともに，ホ

ース 1本当たりの長さを名称へ記載する。 

（例：△△用□□mホース） 
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 ロ. 外径が記載できない可搬型主配管の外径につい

ては，呼び径を記載し，その旨を注記する。 

ロ. 外径が記載できない可搬型主配管の外径につい

ては，呼び径を記載し，その旨を注記する。 
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 ハ.  厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは

「－」を記載し，その旨を注記する。 

注記＊1 ：メーカ仕様によるものとし，完成品として

一般産業品の規格及び基準に適合するものであって，

使用材料の特性を踏まえた上で，重大事故等時におけ

る使用圧力及び使用温度が負荷された状態において

強度が確保できるものを使用する。 

 

ハ. 厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「―」

を記載し，その旨を注記する。 

注記＊1：メーカ仕様によるものとし，完成品として

一般産業品の規格及び基準に適合するものであって，

使用材料の特性を踏まえた上で，重大事故等時におけ

る使用圧力及び使用温度が負荷された状態において

強度が確保できるものを使用する。 
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 ニ. 非常用発電装置の常設ホースの記載は，以下と

する。 

注記 ＊1：メーカ仕様によるものとし，「発電用火力

設備に関する技術基準を定める省令」に基づき，規定

の圧力まで昇圧した後，適切な時間保持したとき，こ

れに耐え，また規定の圧力で点検を行ったとき，漏え

いがないものを使用する。 

ニ. 非常用発電装置の常設ホースの記載は，以下と

する。 

注記＊1：メーカ仕様によるものとし，「発電用火力設

備に関する技術基準を定める省令」に基づき，規定の

圧力まで昇圧した後，適切な時間保持したとき，これ

に耐え，また規定の圧力で点検を行ったとき，漏えい

がないものを使用する。 
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 ホ. 可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載に

ついて 

可搬型主配管の「個数」欄及び「取付箇所」欄への記

載方法を，別紙 4 に示す。なお，詳細な個数の内訳は

「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に記載

する。 

ホ. 可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載

について 

可搬型主配管の「個数」欄及び「取付箇所」欄への記

載方法を，別紙 4に示す。なお，詳細な個数の内訳は

「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に記載

する。 
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 へ. 6,7 号機共用の場合は，6号機，7号機毎にそれ

ぞれの号機での使用数がわかるよう記載する。 

へ. 6,7 号機共用の場合は，6号機，7号機毎にそれ

ぞれの号機での使用数がわかるよう記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-20 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 3. 記載例 

要目表の記載例を別紙 1に示す。 

2.3 記載例 

要目表の記載例を別紙 1に示す。 

・記載の適正化 

 

86 別紙１抜粋 

 

 

 

 

87 別紙１抜粋 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-21 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

88 別紙 2抜粋 

 

 

 

 

89 別紙 2抜粋 

 

  
 

 

90 
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 1. 要旨 

別表第二記載要求事項のうち，機器等の「取付箇

所」の記載として以下に記載方針をまとめた。 

1. 要旨 

別表第二の記載要求事項のうち，機器等の「取付

箇所」の記載として以下に記載方針をまとめた。 

 

・記載の適正化 
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 2. 発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイ

ド記載内容について 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガ

イド」（以下「手続きガイド」という。）の機器等の

仕様に関する記載要求範囲として記載される「取付

箇所」への記載要求は以下の通り。 

（抜粋） 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運

転時から使用箇所に取り付けている機器等を含

む。）については，属する系統の機能の独立性及

2. 発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る

手続ガイド記載内容について 

「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係

る手続ガイド」（以下「手続ガイド」という。）の機

器等の仕様に関する記載要求範囲として記載され

る「取付箇所」への記載要求は以下の通り。 

（抜粋） 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転

時から使用箇所に取り付けている機器等を含む。）

については，属する系統の機能の独立性及び位置的

・記載の適正化 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-22 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

び位置的分散を示すために十分な配置を説明する

記載とする必要があり，また，溢水防護上の配慮

が必要な機器等については，防護区画との関係及

び据付高さ等を記載する必要がある。 

分散を示すために十分な配置を説明する記載とす

る必要があり，また，溢水防護上の配慮が必要な機

器等については，防護区画との関係及び据付高さ等

を記載する必要がある。 
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 3. 記載方針 

上記，手続きガイドに基づき，要目表の「取付箇所」

記載方針を次に記載する。なお，火災防護対象機器の

取り扱いについても，本資料で明確化する。 

3. 記載方針 

上記，手続ガイドに基づき，要目表の「取付箇所」記

載方針を次に記載する。なお，火災防護対象機器の取

り扱いについても，本資料で明確化する。 
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4. 要目表の「取付箇所」に対する記載方針につい

て 

4.1 「属する系統の機能の独立性」について 

常設の機器等の「属する系統の機能の独立性」につい

ては，添付図面の「系統図」で示す。 

そのため，要目表の取付箇所の欄には，当該機器が接

続する系統名の記載欄を設け，その欄に取り付ける系

統名（「○○系」と表記する。）を記載する。 

 

また，系統図側には施設名及び設備系統名が識別でき

るよう「施設区分名」と「設備（系統）区分名」を図

面名称欄に記載し，要目表と図面が繋がる記載とす

る。 

なお，●●ポンプ（A）（B）や●●弁（A）（B）

（C）など機器の「個数」が複数個あるものについ

ては，その機器毎に「系統名」を記載する。ま

た，系統に接続していないものについては「―」

で示す。【記載例①参照】 

 

 

 

 

 

 

4. 要目表の「取付箇所」に対する記載方針につ

いて 

 4.1 「属する系統の機能の独立性」について 

常設の機器等の「属する系統の機能の独立性」につ

いては，添付図面の「系統図」で示す。 

そのため，要目表の取付箇所の欄には，当該機器が

接続する系統名の記載欄を設け，その欄に取り付け

る系統名（「○○系」と表記する。）を記載する。 

 

また，系統図側には施設名及び設備系統名が識別

できるよう「施設区分名」と「設備（系統）区分

名」を図面名称欄に記載し，要目表と図面が繋が

る記載とする。 

なお，●●ポンプ（A）（B）や●●弁（A）（B）(C）

など機器の「個数」が複数個あるものについては，

その機器毎に「系統名」を記載する。また，系統に

接続していないものについては「―」で示す。【記

載例①参照】 

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-23 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

94 
別紙 3 

（2-256） 

 4.2 「位置的分散」について 

常設機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」

で示す。 

そのため，要目表の取付箇所欄には，当該機器を設置

する「設置床」の記載欄を設け，その欄に「建屋の名

称」及び機器等の「設置床レベル」を記載する。 

 

また，「配置図」側には，機器配置が識別できるよう

「建屋の名称」及び「設置床レベル」を図面に記載し，

要目表と図面が繋がる記載とする。 

なお，「設置床レベル」の表記方法については，設置

変更許可申請書に準じる。【記載例②参照】 

4.2 「位置的分散」について 

常設機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置

図」で示す。 

そのため，要目表の取付箇所欄には，当該機器を設

置する「設置床」の記載欄を設け，その欄に「建屋

の名称」及び機器等の「設置床レベル」を記載す

る。 

また，「配置図」側には，機器配置が識別できるよう

「建屋の名称」及び「設置床レベル」を図面に記載

し，要目表と図面が繋がる記載とする。 

なお，「設置床レベル」の表記方法については，設置

変更許可申請書に準じる。【記載例②参照】 
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4.3 「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について 

(1) 防護区画との関係について 

溢水防護上の配慮を必要とする機器等と溢水防護区

画との関係が分かるように要目表の取付箇所欄には，

その機器が設置される「溢水防護上の区画番号」を記

載する。 

なお，Ⅴ-1-1-9 「発電用原子炉施設の溢水防護に関

する説明書」に「防護すべき設備」と「防護区画番号」

を示した「防護すべき設備のリスト」と「溢水防護区

画の図面」を添付することでそれらの関係性を示す。 

また，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」の記載方法については第 1図，第２

図及び第３図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について 

  (1) 防護区画との関係について 

溢水防護上の配慮を必要とする機器等と溢水防護区

画との関係が分かるように要目表の取付箇所の欄に

は，その機器が設置される「溢水防護上の区画番号」

を記載する。 

なお，Ⅵ-1-1-9 「発電用原子炉施設の溢水防護に関

する説明書」に「防護すべき設備」と「防護区画番号」

を示した「防護すべき対象設備のリスト」と「溢水防

護区画の図面」を添付することでそれらの関係性を示

す。 

また，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の

配慮が必要な高さ」の記載方法については第 1図，第

２図及び第３図に示す。 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-24 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 
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（2-257） 

（2-258） 
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 (2) 据付高さ等 
据付高さ等について，溢水防護上の配慮が必要な機器

等については，その機器等が設置される溢水防護上の

区画のうち，機能喪失高さの裕度が最も低いものを選

定し，その区画の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」

(2) 据付高さ等 

据付高さ等について，溢水防護上の配慮が必要な機

器等については，その機器等が設置される溢水防護

上の区画のうち，機能喪失高さの裕度が最も低いも

のを選定し，その区画の「溢水防護上の配慮が必要
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-25 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

として設定する。機能喪失高さは，溢水防護上の配慮

が必要な機器等が溢水の影響により機能を喪失する

可能性がある高さにマージンを加えた値で設定し，要

目表記載の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」には，

そのマージンが含まれた値に「以上」を付記して表記

する。 
 また，溢水防護上の配慮が必要ない設備については

「－」を記載する。 
なお，溢水防護上の配慮が必要な高さについては，追

加要求事項として要目表の「変更後」欄に記載する。 
 

ただし，計測制御系統施設の計測装置や放射線管理

施設の放射線管理用計測装置の記載要目表のよう

に，「変更前」，「変更後」の両方共に別表第二の記載

事項を記載する必要がある場合は，「変更後」の欄に

「溢水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が

必要な高さ」の欄を記載する。 

な高さ」として設定する。機能喪失高さは，溢水防

護上の配慮が必要な機器等が溢水の影響により機能

を喪失する可能性がある高さにマージンを加えた値

で設定し，要目表記載の「溢水防護上の配慮が必要

な高さ」には，そのマージンが含まれた値に「以

上」を付記して表記する。 

また，溢水防護上の配慮が必要ない設備については

「－」を記載する。 

なお，溢水防護上の配慮が必要な高さについては，

追加要求事項として要目表の「変更後」欄に記載す

る。  

ただし，計測制御系統施設の計測装置や放射線管理施

設の放射線管理用計測装置の記載要目表のように，

「変更前」，「変更後」の両方共に別表第二の記載事項

を記載する必要がある場合は，「変更後」の欄に「溢

水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が必要な

高さ」の欄を記載する。 

98 
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 (3) 「火災防護対象設備」についての扱い 

火災防護対象設備の設置位置と「火災区域」又は「火

災区画」との関係性について以下の整理とする。 

a. 「火災区域」と「火災区画」の識別として，火災

防護設備の要目表に「火災区域」及び「火災区画」の

「名称」と「番号」を記載し，また添付図面において

も，図中にそれら区域及び区画の「番号」を記載する

ことで火災防護上の「区域」及び「区画」を識別する。 

(3) 「火災防護対象設備」についての扱い 

火災防護対象設備の設置位置と「火災区域」又は「火

災区画」との関係性について，以下の整理とする。 

a. 「火災区域」と「火災区画」の識別として，火災

防護設備の要目表に「火災区域」及び「火災区画」の

「名称」と「番号」を記載し，また添付図面において

も，図中にそれら区域及び区画の「番号」を記載する

ことで火災防護上の「区域」及び「区画」を識別する。 
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 b. 火災防護対象設備について，Ⅴ-1-1-8 「発電用

原子炉施設の火災防護に関する説明書」に「機器リス

ト」を添付し，そのリスト中に火災防護対象設備の「機

器名称」と，その機器が設置される「火災区域番号」

又は「火災区画番号」を記載することで，「火災防護対

象設備」と「火災区域」及び「火災区画」との関係性

が分かる記載とする。 

b. 火災防護対象設備について，Ⅵ-1-1-8 「発電用

原子炉施設の火災防護に関する説明書」に「機器リス

ト」を添付し，そのリスト中に火災防護対象設備の「機

器名称」と，その機器が設置される「火災区域番号」

又は「火災区画番号」を記載することで，「火災防護

対象設備」と「火災区域」及び「火災区画」との関係

性が分かる記載とする。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-26 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 
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（2-260） 

 

  

 

101 

別紙 3 

（2-261～

263） 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-27 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 
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 1. 要旨 

別表第二の改正により可搬型主配管の要目表に「個

数」が追加されたことを受け，その「個数」への記載

方法及び「個数」，「取付箇所」に注記を記載する際の

基本的な記載方法について以下にまとめる。 

1. 要旨 

別表第二の改正により可搬型主配管の要目表に「個

数」が追加されたことを受け，その「個数」への記載

方法及び「個数」，「取付箇所」に注記を記載する際の

基本的な記載方法について以下にまとめる。 
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 2. 「個数」の記載方法 

2.1 「個数」欄には，「技術基準規則で要求される

必要な容量を賄える個数」（以下「必要数」とい

う。）と「バックアップの個数」（以下「予備」とい

う。）を記載する。 

その際，必要数は括弧外に記載し，予備は括弧を付し，

その括弧内に「予備」の記載と個数を示す。 

 

 

2. 「個数」の記載方法 

 2.1 「個数」欄には，「技術基準規則で要求される

必要な容量を賄える個数」（以下「必要数」という。）

と「バックアップの個数」（以下「予備」という。）を

記載する。 

その際，必要数は括弧外に記載し，予備は括弧を付し，

その括弧内に「予備」の記載と個数を示す。
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 なお，「個数」には，単位を記載しないが，管種を識

別するため「取付箇所」欄に記載する場合は以下の

表記とする。 

 (1) 可搬型ホースについては「本」 

 (2) 可搬型鋼管については「台」 

なお，「個数」には，単位を記載しないが，管種を識

別するため「取付箇所」欄に記載する場合は以下の表

記とする。 

  (1) 可搬型ホースについては「本」 

  (2) 可搬型鋼管については「台」 
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 2.2 可搬型主配管は，使用方法により適用する技術

基準規則が異なり，それにより必要数及び予備数も変

わることから，個々の基本的な記載パターンを以下に

2.2 可搬型主配管は，使用方法により適用する技術

基準規則が異なり，それにより必要数及び予備数も変

わることから，個々の基本的な記載パターンを以下に
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-28 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

定める。 定める。 

106 
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 (1) 基準要求が 2ｎ＋αのもの 

 

 

 イ 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載す

る。 

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載

する。 

(1) 基準要求が 2n＋αのもの 

 

 

a. 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載す

る。 

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記

載する。 
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 ロ 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて

使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を

合算した値（2ｎ）を括弧外に記載する。 

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した

値（α）に括弧を付して記載する。 

b. 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて

使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合

算した値(2n)を括弧外に記載する。 

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した

値(α)に括弧を付して記載する。 
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 (2) 基準要求がｎ＋αのもの 

 

a. 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載す

る。 

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載

する。 

(2) 基準要求が n＋αのもの 

 

a. 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，nの本数（台数）を括弧外に記載する。 

 

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載

する。 
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 b. 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使
用する場合 
・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を
合算した値(n)を括弧外に記載する。 
・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した
値(α)に括弧を付して記載する。 

b. 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて

使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合

算した値(n)を括弧外に記載する。 

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した

値(α)に括弧を付して記載する。 
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 3. 「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際

の基本的な表記方法 

3.1 「個数」への注記方法 

以下に示す「(1)」～「(4)」の場合には，個数に注記

を記載する。 

3. 「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の

基本的な表記方法 

 3.1 「個数」への注記方法 

以下に示す「(1)」～「(4)」の場合には，個数に注記

を記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-29 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

111 
別紙 4 

（2-266） 

 (1) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて

使用する場合 

 イ 記載方法 

・複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使

用する場合は，長さごとに必要となる数がわかる

ように注記を記載する。 

 

(1) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて

使用する場合 

a. 記載方法 

・複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使

用する場合は，長さごとに必要となる数がわかるよう

に注記を記載する。 

 

 

 

112 
別紙 4 

（2-266） 

 (2) 設備を兼用する複数の長さを持つ可搬型ホース

を組み合わせて使用する場合 

 イ 記載方法 

・設備（系統）区分によって，組み合わせる本数（台

数）が異なるものは，各設備（系統）区分で必要とな

る数がわかるように注記を記載する。 

 

 

(2) 設備を兼用する複数の長さを持つ可搬型ホース

を組み合わせて使用する場合 

a. 記載方法 

・設備（系統）区分によって，組み合わせる本数

（台数）が異なるものは，各設備（系統）区分で必

要となる数がわかるように注記を記載する。 

 

 

 

113 
別紙 4 

（2-267） 

 (3) 機器に専属するホースの場合 

 イ 記載方法 

・機器の専属ホースであることがわかるように，専

属する機器名が判別可能なよう注記で記載する。 

(3) 機器に専属するホースの場合 

a. 記載方法 

・機器の専属ホースであることがわかるように，専

属する機器名が判別可能なよう注記で記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-30 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

  

114 
別紙 4 

（2-267） 

 (4) 2 セットで技術基準規則要求を満たす設備に使

用するホースの場合 

 イ 記載方法 

・2 セットで基準要求を満たす設備に使用するホー

スは，1 セット分の必要本数及び予備数と必要なセ

ット数を注記で記載する。 

 

(4) 2 セットで技術基準規則要求を満たす設備に使

用するホースの場合 

a. 記載方法 

・2 セットで基準要求を満たす設備に使用するホー

スは，1 セット分の必要本数及び予備数と必要なセ

ット数を注記で記載する。 

 

 

115 
別紙 4 

（2-268） 

 3.2 「取付箇所」への注記方法 

以下に示す「(1)」～「(2)」の場合には，取付箇所に

注記を記載する。 

(1) 5 号機側，6 号機側及び 7号機側とで敷設

する際に必要となる本数が異なる場合 

a. 記載方法 

・それぞれの号機での最長敷設ルートにおける必要

本数を号機ごとに記載する。 

 

3.2 「取付箇所」への注記方法 

以下に示す「(1)」～「(2)」の場合には，取付箇所に

注記を記載する。 

  (1) 5 号機側，6 号機側及び 7 号機側とで敷設す

る際に必要となる本数が異なる場合 

   a. 記載方法 

・それぞれの号機での最長敷設ルートにおける必要

本数を号機ごとに記載する。 

 

 

116 
別紙 4 

（2-268） 

 (2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて

使用する場合 

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて

使用する場合 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 2-31/E 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 a. 記載方法 

・最長敷設ルートにおけるホース長さごとの必要本

数を記載する。 

 

a. 記載方法 

・最長敷設ルートにおけるホース長さごとの必要本

数を記載する。 

 

 

117 
別紙 4 

（2-268） 

 4. 各可搬型主配管の個数の内訳 

可搬型主配管のうち，複数の使用方法等により内訳の

説明を要する可搬型主配管は，設定根拠に関する説明

書又は設定根拠に関する説明書の補足説明資料に示

す。 

4. 各可搬型主配管の個数の内訳 

可搬型主配管のうち，複数の使用方法等により内訳の

説明を要する可搬型主配管は，設定根拠に関する説明

書又は設定根拠に関する説明書の補足説明資料に示

す。 
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資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-1 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

1 
本文 

（3-1） 

 3.1 目的 

「基本設計方針」の基本的な作成要領について定め

る。 

3.1 目的 

「基本設計方針」の基本的な作成要領について定め

る。 

 

2 
本文 

（3-1） 

 3.2 基本設計方針の資料構成 

 (1) 基本設計方針の資料構成は，「発電用原子炉

施設の工事計画に係る手続きガイド」に記載される

「基本設計方針，適用基準及び適用規格」に基づき，

技術基準規則の要求を満たすための基本的な設計

方針を記載する構成とする。 

3.2 基本設計方針の資料構成 

 (1) 基本設計方針の資料構成は，「発電用原子炉

施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド」に記

載される「基本設計方針，適用基準及び適用規格」

に基づき，技術基準規則の要求を満たすための基本

的な設計方針を記載する構成とする。 

 

 

・記載の適正化 

3 
本文 

（3-1） 

 (2) 基本設計方針の記載は，別表第二の施設登場

順に「施設」ごとに作成する。 

（例：「原子炉本体の基本設計方針」→「核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設の基 

本設計方針」→「原子炉冷却系統施設の基本設計方

針」・・・） 

(2) 基本設計方針の記載は，別表第二の施設登場

順に「施設」ごとに作成する。 

（例：「原子炉本体の基本設計方針」→「核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針」→「原

子炉冷却系統施設の基本設計方針」・・・） 

 

 

 

4 
本文 

（3-1） 

 (3) 基本設計方針を作成するにあたり，技術基準

規則への適合性を逐条的に示すために，「条文」毎

に基本設計方針を作成した上で，その内容を基に，

「施設」ごとの基本設計方針（以下「基本設計方針」

という。）に再構成するための方針を以下に示す。 

 

a. 逐条的に示した基本設計方針を条文単位で，各

施設に共通する設計方針と，施設固有の設計方針と

に分類し，前者を「共通項目」，後者を「個別項目」

とする。 

b. 基本設計方針の構成は，上記の「共通項目」を

第 1 章，「個別項目」を第 2 章とする。共通項目と

個別項目の構成については以下に示す。 

(3) 基本設計方針を作成するにあたり，技術基準

規則への適合性を逐条的に示すために，「条文」ご

とに基本設計方針を作成した上で，その内容を基

に，「施設」ごとの基本設計方針（以下「基本設計

方針」という。）に再構成するための方針を以下に

示す。 

a. 逐条的に示した基本設計方針を条文単位で，各

施設に共通する設計方針と，施設固有の設計方針と

に分類し，前者を「共通項目」，後者を「個別項目」

とする。 

b. 基本設計方針の構成は，上記の「共通項目」を

第 1 章，「個別項目」を第 2 章とする。共通項目と

個別項目の構成については以下に示す。 

 

・記載の適正化 

 

 

 

5 
本文 

（3-1） 

 【共通項目の基本構成について】 

c. 共通項目の記載単位は基本的には技術基準規

則の条文単位とするが，自然現象，設備に対する要

求等の要求内容が同じものについては，複数条文を

同一項目にまとめて記載する。また，記載順序は技

【共通項目の基本構成について】 

c. 共通項目の記載単位は基本的には技術基準規

則の条文単位とするが，自然現象，設備に対する

要求等の要求内容が同じものについては，複数条

文を同一項目にまとめて記載する。また，記載順
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-2 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

術基準規則の条項順を基本とする。共通項目の章立

てについて別紙 1 に示す。 

序は技術基準規則の条項順を基本とする。共通項

目の章立てについて別紙 1に示す。 

 

6 
本文 

（3-1） 

 d. 共通項目は「原子炉冷却系統施設」（以下「原

冷」という）のみに記載し，その他の施設の共通項

目に関する基本設計方針は原冷の記載を適宜呼び

込む。 

d. 共通項目は「原子炉冷却系統施設」（以下「原

冷」という）のみに記載し，その他の施設の共通項

目に関する基本設計方針は原冷の記載を適宜呼び

込む。 

 

 

 

7 
本文 

（3-1） 

 e. 原冷の共通項目のうち，「火災」及び「溢水等」

の基本設計方針はそれぞれ火災防護設備，浸水防護

施設の基本設計方針を呼び込む。 

e. 原冷の共通項目のうち，「火災」及び「溢水等」

の基本設計方針はそれぞれ火災防護設備，浸水防護

施設の基本設計方針を呼び込む。 

 

 

 

8 
本文 

（3-2） 

 【個別項目の基本構成について】 

f. 個別項目の記載内容は，逐条的に示した各基本

設計方針の中で，当該施設に該当する内容を集約し

て記載する。個別項目の章立てについて別紙 1 に示

す。 

【個別項目の基本構成について】 

f. 個別項目の記載内容は，逐条的に示した各基本

設計方針の中で，当該施設に該当する内容を集約し

て記載する。個別項目の章立てについて別紙 1に示

す。 

 

 

 

 

9 
本文 

（3-2） 

 g. 各施設の「個別項目」の章立てについては，「実

用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」別表

第二中欄の「設備別記載事項」の設備項目を基に項

目及びその順序を構成する。ただし，技術基準規則

等の要求も踏まえながら，記載項目，順序などは必

要により変更する。個別項目の章立てと別表第二と

の比較表を別紙 2 に示す。 

g. 各施設の「個別項目」の章立てについては，「実

用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」別表

第二中欄の「設備別記載事項」の設備項目を基に項

目及びその順序を構成する。ただし，技術基準規則

等の要求も踏まえながら，記載項目，順序などは必

要により変更する。個別項目の章立てと別表第二と

の比較表を別紙 2に示す。 

 

10 
本文 

（3-2） 

 h. 「個別項目」の別表第二中欄の「設備別記載事

項」の設備項目を基にした各項目については，更に

各設備の機能等ごとに章立てを行い記載する。 

h. 「個別項目」の別表第二中欄の「設備別記載事

項」の設備項目を基にした各項目については，更に

各設備の機能等ごとに章立てを行い記載する。 

 

 

 

11 
本文 

（3-2） 

 i. 説明性を考慮し，章立ては極力細分化する。 i. 説明性を考慮し，章立ては極力細分化する。  

12 
本文 

（3-2） 

 (4) 基本設計方針のフォーマットは，変更前後の

形式とする。なお，記載内容として技術基準規則の

要求事項に変更がないものは，「手続き対象外」で

あることがわかるよう「記載の適正化」として「変

更前」に記載する。また，技術基準規則の要求事項

が変更又は追加となったものに対する記載は「変更

後」に記載し，「手続き対象」であることを識別す

(4) 基本設計方針のフォーマットは，変更前後の

形式とする。なお，記載内容として技術基準規則の

要求事項に変更がないものは，「手続き対象外」で

あることがわかるよう「記載の適正化」として「変

更前」に記載する。また，技術基準規則の要求事項

が変更又は追加となったものに対する記載は「変更

後」に記載し，「手続き対象」であることを識別す

 

 

 

 

 

 

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-3 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

る。具体的な方針は以下のとおり。（別紙 3参照） 

a. 文頭に，設置許可基準規則及び技術基準規則並

びにこれらの解釈で定義していないものについて

用語の定義を記載する。 

 「用語の定義」に記載するものは，共通項目のう

ち各施設に該当する用語のみとする。 

る。具体的な方針は以下のとおり。（別紙 3参照） 

a. 文頭に，設置許可基準規則及び技術基準規則

並びにこれらの解釈で定義していないものについ

て用語の定義を記載する。 

「用語の定義」に記載するものは，共通項目のう

ち各施設に該当する用語のみとする。 

 

13 
本文 

（3-2） 

 b. 「一部技術基準規則の要求事項が変更又は追加

となったもの」に対する記載は，「変更前」に変更

前の要求に対する基本設計方針を記載し，「変更後」

に変更後の要求に対する基本設計方針を記載する。 

b. 「一部技術基準規則の要求事項が変更又は追加

となったもの」に対する記載は，「変更前」に変更

前の要求に対する基本設計方針を記載し，「変更後」

に変更後の要求に対する基本設計方針を記載する。 

 

14 
本文 

（3-2） 

 c. 「技術基準規則の要求事項に変更のないもの」

については「変更前」に基本設計方針を記載し，「変

更後」に「変更なし」と記載する。「1.」，「2.」等

の項目のなかで一部でも変更のあるものは，文章が

「変更前」と「変更後」で細切れにならないよう，

その項目全体を「変更後」に記載する。 

c. 「技術基準規則の要求事項に変更のないもの」

については「変更前」に基本設計方針を記載し，「変

更後」に「変更なし」と記載する。「1.」，「2.」等

の項目のなかで一部でも変更のあるものは，文章が

「変更前」と「変更後」で細切れにならないよう，

その項目全体を「変更後」に記載する。 

 

15 
本文 

（3-3） 

 d. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加となっ

たもの」については，「変更前」に「―」を記載し，

「変更後」に新たに基本設計方針を記載する。 

d. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加となっ

たもの」については，「変更前」に「―」を記載し，

「変更後」に新たに基本設計方針を記載する。 
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 e. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加になっ

たもの」でも，「発電用軽水型原子炉施設の火災防

護に関する審査指針」等の規格基準の要求等で，以

前から実施しているものについては「変更前」にも

記載する。 

e. 「技術基準規則の要求事項が新たに追加になっ

たもの」でも，「発電用軽水型原子炉施設の火災防

護に関する審査指針」等の規格基準の要求等で，以

前から実施しているものについては「変更前」にも

記載する。 
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 (5) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備の記

載の組合せ方 
基本的には DB，SA はまとめて記載する。（設計基準

対象施設と重大事故等対処設備に要求される条文

のうち，双方の「共通事項」として扱える条文につ

いては，極力まとめる。）また，DB と SA を分けて

記載する必要がある場合は，原則，DB・SA の順序で

記載する。 

一つの設備や機能が，逐条的に示した基本設計方針

(5) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備の記

載の組合せ方 

基本的には DB，SA はまとめて記載する。（設計基準

対象施設と重大事故等対処設備に要求される条文

のうち，双方の「共通事項」として扱える条文につ

いては，極力まとめる。）また，DB と SA を分けて

記載する必要がある場合は，原則，DB・SA の順序で

記載する。 

一つの設備や機能が，逐条的に示した基本設計方針

 

 

 

 

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-4 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

の複数条文に記載されている場合は，極力まとめ

る。 

その他説明性を考慮し，類似項目は極力まとめた記

載とする。 

の複数条文に記載されている場合は，極力まとめ

る。 

その他説明性を考慮し，類似項目は極力まとめた記

載とする。 
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 3.3 基本設計方針の具体的な記載方法について 

(1) 基本設計方針の具体的な記載方法について示

す。 

3.3 基本設計方針の具体的な記載方法について 

(1) 基本設計方針の具体的な記載方法について示

す。 
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 a. 具体的な記載方法 

(a) 基本設計方針の記載は，原則，設置変更許可

本文をベースに記載する。また，技術基準規則及

び解釈の要求事項への適合を網羅するよう記載す

る。 

a. 具体的な記載方法 

(a) 基本設計方針の記載は，原則，設置変更許可

本文をベースに記載する。また，技術基準規則及び

解釈の要求事項への適合を網羅するよう記載する。 
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 基本設計方針の記載内容は，「設置変更許可」での

約束事項を「工事計画認可」での約束事項として整

合性を確保する観点も踏まえて，設置変更許可本文

をベースに記載する。 

基本設計方針の記載内容は，「設置変更許可」での

約束事項を「工事計画認可」での約束事項として整

合性を確保する観点も踏まえて，設置変更許可本文

をベースに記載する。 
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 さらに，技術基準規則への適合性を示すにあたり，

詳細設計としての記載が必要であるという観点と

設置変更許可本文の記載事項不足分をカバーする

観点から，設置変更許可添付八の記載を引用して基

本設計方針に記載する 

さらに，技術基準規則への適合性を示すにあたり，

詳細設計としての記載が必要であるという観点と

設置変更許可本文の記載事項不足分をカバーする

観点から，設置変更許可添付八の記載を引用して基

本設計方針に記載する。 
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 また，技術基準規則及び解釈に記載される要求事項

を基本的に網羅して記載するが，記載するにあた

り，「解釈」の中には「○○とは・・・」などのよう

に「定義」が記載されている場合があり，その中に

設置要求のある「設備」等が含まれることもあるた

め，その内容程度に応じて，記載要否を判断する。 

また，技術基準規則及び解釈に記載される要求事項

を基本的に網羅して記載するが，記載するにあた

り，「解釈」の中には「○○とは・・・」などのよう

に「定義」が記載されている場合があり，その中に

設置要求のある「設備」等が含まれることもあるた

め，その内容程度に応じて，記載要否を判断する。 
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 (b) 基本設計方針の記載順は，原則，技術基準規

則条文の記載順とする。ただし，それにより設置

変更許可本文側が細切れになり，見にくくなる場

合は，文章の繋がりを考え再構成することも可と

する。 

(b) 基本設計方針の記載順は，原則，技術基準規

則条文の記載順とする。ただし，それにより設置変

更許可本文側が細切れになり，見にくくなる場合

は，文章の繋がりを考え再構成することも可とす

る。 

 

 

24 本文  (c)  自主的に設置したものは原則記載しない。 (c) 自主的に設置したものは，原則記載しない。  
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-5 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

（3-4） 
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 b. 基本設計方針のみに記載する設備の記載事項 
 
基本設計方針のみに記載する設備（要目表対象外）

のうち，技術基準規則及び解釈で性能・機能が要求

されている設備については，別紙 4 の「基本設計方

針に記載すべき機器仕様及び設定根拠に関する説

明書作成対象設備選定フロー」に従い明確にすべき

（必要な）性能・機能又は仕様を整理（選定）し，

基本設計方針に記載する。 

b. 基本設計方針のみに記載する設備の記載事項 

 

基本設計方針のみに記載する設備（要目表対象外）

のうち，技術基準規則及び解釈で性能・機能が要求

されている設備については，別紙 4の「基本設計方

針に記載すべき機器仕様及び設定根拠に関する説

明書作成対象設備選定フロー」に従い明確にすべき

（必要な）性能・機能又は仕様を整理（選定）し，

基本設計方針に記載する。 
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 また，基本設計方針に記載された仕様の設定根拠に

ついては，「設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書」の別添に記載する。 

また，基本設計方針に記載された仕様の設定根拠に

ついては，「設備別記載事項の設定根拠に関する説

明書」の別添に記載する。 
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 c. 兼用する設備の記載 

 兼用する設備については，兼用先が明確になるよ

う記載する。 

 ある設備を複数の施設で使用する場合には，兼用

設備として記載する。ただし，他の施設で登録した

設備を，間接的に使用する情報提供系，サポート系

（補機冷却系，換気空調系及び電源系）に関しては，

施設区分の兼用はしない。 

例：原子炉冷却系統施設の主蒸気逃がし弁を駆動す

るために必要な主蒸気逃がし弁用可搬型蓄電池（技

術基準規則 61 条要求）は，非常用電源設備のみで

登録し，原子炉冷却系統施設との兼用としない。 

 

c. 兼用する設備の記載 

兼用する設備については，兼用先が明確になるよう

記載する。 

ある設備を複数の施設で使用する場合には，兼用設

備として記載する。ただし，他の施設で登録した設

備を，間接的に使用する情報提供系，サポート系（補

機冷却系，換気空調系及び電源系）に関しては，施

設区分の兼用はしない。 

例：原子炉冷却系統施設の主蒸気逃がし弁を駆動す

るために必要な主蒸気逃がし弁用可搬型蓄電池（技

術基準規則 61 条要求）は，非常用電源設備のみで

登録し，原子炉冷却系統施設との兼用としない。 
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 (a) 兼用する設備のうち，主登録施設（以下「主施

設」という。）では要目表対象設備であるが，兼用

先の施設（以下「従施設」という。）では要目表対

象外となる設備 
従施設の基本設計方針に，兼用設備リストとして整

理する。【別紙 5】 

(a) 兼用する設備のうち，主登録施設（以下「主

施設」という。）では要目表対象設備であるが，兼

用先の施設（以下「従施設」という。）では要目表

対象外となる設備 

従施設の基本設計方針に，兼用設備リストとして整

理する。【別紙 5】 

 

 

 

 

 

 

29 本文  (b) 兼用する設備のうち，兼用先すべてで要目表 (b) 兼用する設備のうち，兼用先すべてで要目表  
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-6 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

（3-5） 対象外であり，基本設計方針にのみ記載する設備 

 

 兼用先の施設名を基本設計方針の本文中（原則と

して，兼用設備名称の後に括弧書き）に記載するが，

主施設と従施設を区別するため，主施設と従施設の

兼用先の記載を以下のとおり記載する。 

・主施設（従施設の設備と兼用） 

・従施設（主施設の設備を従施設の設備として兼

用） 

対象外であり，基本設計方針にのみに記載する設備 

 

 兼用先の施設名を基本設計方針の本文中（原則と

して，兼用設備名称の後に括弧書き）に記載するが，

主施設と従施設を区別するため，主施設と従施設の

兼用先の記載を以下のとおり記載する。 

・主施設（従施設の設備とで兼用） 

・従施設（主施設の設備を従施設の設備として兼

用） 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 また，2 以上の施設で兼用する場合は，主施設には

兼用するすべての従施設 

（複数施設）を記載し，従施設には兼用する主施設

のみを記載する。 

なお，同一施設の設備区分で兼用する場合において

も，同様に記載する。 

 

【記載例】 

○ 放射線管理施設（主施設）の基本設計方針での

記載例 

周辺海域においては，●●設備（6,7 号機共用）台

数 1（予備 1)（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

の設備，原子炉格納施設の設備で兼用）を用い 

る設計とする。 

 

○ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（従施設）

の基本設計方針での記載例 

●●設備（6,7 号機共用）台数 1（予備 1)（放射線

管理施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設の設備として兼用）により連結して設置でき 

る設計とする。 

 

○ 原子炉格納施設（従施設）の基本設計方針での

記載例 

また，2以上の施設で兼用する場合は，主施設には

兼用するすべての従施設（複数施設）を記載し，従

施設には兼用する主施設のみを記載する。 

なお，同一施設の設備区分で兼用する場合において

も，同様に記載する。 

 

 

【記載例】 

○ 放射線管理施設（主施設）の基本設計方針での

記載例 

 周辺海域においては，●●設備（6,7 号機共用）

台数 1（予備 1)（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施

設の設備，原子炉格納施設の設備で兼用）を用いる

設計とする。 

 

○ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（従施設）

の基本設計方針での記載例 

 ●●設備（6,7 号機共用）台数 1（予備 1)（放射

線管理施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯

蔵施設の設備として兼用）により連結して設置でき

る設計とする。 

 

○ 原子炉格納施設（従施設）の基本設計方針での

記載例 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-7 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

●●設備（6,7 号機共用）台数 1（予備 1)（放射線

管理施設の設備を原子 

炉格納施設の設備として兼用）により連結して設置

できる設計とする。 

同一の異なる施設区分間で多数の設備を兼用し，設

備ごとに兼用について記 

載すると煩雑で読みにくくなる場合は，まとめて文

章として記載する。 

 

【記載例】 

なお，5 号機原子炉建屋内緊急時対策所内に設置又

は保管する所内通信連絡設備は，計測制御系統施設

の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 

 ●●設備（6,7 号機共用）台数 1（予備 1)（放射

線管理施設の設備を原子炉格納施設の設備として

兼用）により連結して設置できる設計とする。 

 

同一の異なる施設区分間で多数の設備を兼用し，設

備ごとに兼用について記載すると煩雑で読みにく

くなる場合は，まとめて文章として記載する。 

 

 

【記載例】 

 なお，5号機原子炉建屋内緊急時対策所内に設置

又は保管する所内通信連絡設備は，計測制御系統施

設の設備を緊急時対策所の設備として兼用する。 
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 d. 可搬型設備の記載 

基本設計方針のみに記載する設備（要目表対象外）

は，基本設計方針の中で常設又は可搬型を明確にす

る必要があるため，可搬型設備については，名称の

前に「可搬型である」と明示する。 

ただし，以下のように可搬型であることが明らかな

設備を除く。 

d. 可搬型設備の記載 

基本設計方針のみに記載する設備（要目表対象外）

は，基本設計方針の中で常設又は可搬型を明確にす

る必要があるため，可搬型設備については，名称の

前に「可搬型である」と明示する。 

ただし，以下のように可搬型であることが明らかな

設備を除く。 
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 (a) 名称に「可搬型」，「携帯型」，「移動式」等が含

まれているもの。 
例：可搬型蓄電池内蔵型照明，携帯型音声呼出電話

設備 

(a) 名称に「可搬型」，「携帯型」，「移動式」等が

含まれているもの。 

例：可搬型蓄電池内蔵型照明，携帯型音声呼出電話

設備 
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 (b) 文中に「配備」，「保管」，「（使用時等に）設置」

を用いているもの。（なお，常設設備について

は，「設置」を用いる。） 
例：ホイールローダを 1 台（予備 1 台）保管，使

用する。 

例：シルトフェンスは…使用時に連結して設置でき

る設計とする。 

(b) 文中に「配備」，「保管」，「（使用時等に）設置」

を用いているもの。（なお，常設設備については，

「設置」を用いる。） 

例：ホイールローダを 1台（予備 1台）保管，使用

する。 

例：シルトフェンスは…使用時に連結して設置でき

る設計とする。 
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 (c) 常設と可搬型が混在する設備については，個

別検討し記載する。 

(c) 常設と可搬型が混在する設備については，個

別検討し記載する。 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 e. 「第 1 章 共通項目」における基本的設計と個別

設計の記載 
「第 1 章 共通項目」には原則として基本的設計の

みを記載し，個別設計へ 
の展開は「第 2 章 個別項目」に記載する。ただし，

基本設計方針で明確にすべき個別設計を記載する

施設区分が個別項目にない場合は，共通項目に，個

別設計の設備がわかるように記載する。 
【個別設計を共通項目に記載する例】7 号機 竜巻

の防護対策施設 

防護措置として設置する防護対策施設としては，竜

巻防護ネット，竜巻防護フード，竜巻防護扉及び竜

巻防護鋼板を設置し，内包する外部事象防護対象施 

設の機能を損なわないよう，外部事象防護対象施設

の機能喪失に至る可能性のある飛来物が外部事象

防護対象施設に衝突することを防止する設計とす

る。 

e. 「第 1章 共通項目」における基本的設計と個

別設計の記載 

「第 1章 共通項目」には原則として基本的設計の

みを記載し，個別設計への展開は「第 2章 個別項

目」に記載する。ただし，基本設計方針で明確にす

べき個別設計を記載する施設区分が個別項目にな

い場合は，共通項目に，個別設計の設備がわかるよ

うに記載する。 

【個別設計を共通項目に記載する例】7号機 竜巻

の防護対策施設 

 防護措置として設置する防護対策施設としては，

竜巻防護ネット，竜巻防護フード，竜巻防護扉及び

竜巻防護鋼板を設置し，内包する外部事象防護対象

施設の機能を損なわないよう，外部事象防護対象施

設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が外部事

象防護対象施設に衝突することを防止する設計と

する。 
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 f. その他 
(a) 共用及び相互接続に関する設計は，章立てを

行い記載する。 

f. その他 

(a) 共用及び相互接続に関する設計は，章立てを

行い記載する。 
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 (b) 項目の付番は下記のとおりとする。 

【付番の例】 

2. 自然現象 

 2.1 地震による損傷の防止 

  2.1.1 耐震設計 

   (1)  耐震設計の基本方針 

    a.・・・ 

     (a) ・・ 

      イ. ・・・・ 

        (イ) ・・・・ 
        ⅰ. ・・・・ 

 

 

(b) 項目の付番は下記のとおりとする。 

【付番の例】 

2. 自然現象 

 2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

  2.3.3 設計方針 

   (1) 自然現象 

    a. ・・・・ 

     (a) ・・・・ 

      イ. ・・・・ 

      (イ) ・・・・ 

        ⅰ. ・・・・ 

 

 

 

・記載の適正化 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 3.4 具体的記載を行うにあたっての注意事項 
(1) 基本設計方針の冒頭に「概要」，「基本事項」，「基

本的考え方」の見出しは記載しない。 

3.4 具体的記載を行うにあたっての注意事項 

(1)基本設計方針の冒頭に「概要」，「基本事項」，「基

本的考え方」の見出しは記載しない。 
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 (2) 同様の趣旨の文章が重複しない記載とする。 (2)同様の趣旨の文章が重複しない記載とする。 
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 (3) 文章の語尾については，統一的に「～設計とす

る。」とはせず，文脈の流れの中で，適切な語尾と

する。 

(3)文章の語尾については，統一的に「～設計とす

る。」とはせず，文脈の流れの中で，適切な語尾と

する。 
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 (4) 「～の設備を設置している。」，「～することにし

ている。」等，現在の状況を示す意味を持つ語尾は

使用しない。（「現状ありき」の表現としない） 

(4)「～の設備を設置している。」，「～することにし

ている。」等，現在の状況を示す意味を持つ語尾は

使用しない。（「現状ありき」の表現としない） 
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 (5) 要目表に記載しない設備は，基本設計方針に

記載する。 
ただし，設備数が多い場合は，全部を記載すると文

章が読みづらくなるため，代表的な設備を数件記載

して「等」でまとめることも可とする。 

(5)要目表に記載しない設備は，基本設計方針に記

載する。 

ただし，設備数が多い場合は，全部を記載すると文

章が読みづらくなるため，代表的な設備を数件記載

して「等」でまとめることも可とする。 
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 (6) 基本設計方針は，箇条書きではなく，できるだ

け文章で繋げて記載する。 

(6)基本設計方針は，箇条書きではなく，できるだ

け文章で繋げて記載する。 
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 (7) 用語は，設置許可基準規則（解釈含む）及び技

術基準規則（解釈含む）の用語を使用し記載する。

（必要により設置許可基準規則にて使用される用

語を技術基準規則の用語に置き換える。） 
ただし，用語の置き換え又は主語の変更を行うこと

により，規制対象範囲が変わる場合があるため，置

き換え等の際には，対象範囲の確認を行うこと。 

(7)用語は，設置許可基準規則（解釈含む）及び技

術基準規則（解釈含む）の用語を使用し記載する。

（必要により設置許可基準規則にて使用される用

語を技術基準規則の用語に置き換える。） 

ただし，用語の置き換え又は主語の変更を行うこと

により，規制対象範囲が変わる場合があるため，置

き換え等の際には，対象範囲の確認を行うこと。 
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 (8) 設置変更許可本文において記載した「運用」で

設備設計の前提条件を担保するものは，基本設計

方針に最上位文書である保安規定で定めることを

明記する。 
例えば，「○○しないよう，△△することを保安規

定に定める。」と記載する。 

(8)設置変更許可本文において記載した「運用」で

設備設計の前提条件を担保するものは，基本設計方

針に最上位文書である保安規定で定めることを明

記する。 

例えば，「○○しないよう，△△することを保安規

定に定める。」と記載する。 
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46 
本文 

（3-9） 

 (9) 添付八のみに記載されている「運用」について

は，「本当に記載が必要か？」を判断した上で，以

下のとおり対応する。 
・基本的には基本設計方針に記載しないが，品質

保証プロセスで行う「各条文の設計方針の考え方」

に「保安規定」にて担保する内容であることを記

載する。 
・設置許可基準規則にはなく技術基準規則のみに

要求がある条文で運用に関わるものは，基本設計方

針に記載する。 

(9)添付八のみに記載されている「運用」について

は，「本当に記載が必要か？」を判断した上で，以

下のとおり対応する。 

・基本的には基本設計方針に記載しないが，品質保

証プロセスで行う「各条文の設計方針の考え方」に

「保安規定」にて担保する内容であることを記載す

る。 

・設置許可基準規則にはなく技術基準規則のみに

要求がある条文で運用に関わるものは，基本設計方

針に記載する。 
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 (10) 「運用」で担保するものと「設計（設備）」で

担保するものが混在する記載は避ける。 

(10)「運用」で担保するものと「設計（設備）」で

担保するものが混在する記載は避ける。 
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 (11) 基本設計方針に記載する適合性の内容は，「主

語」，「述語」をはっきりさせ，規制対象が何である

かを明確にする。 

(11)基本設計方針に記載する適合性の内容は，「主

語」，「述語」をはっきりさせ，規制対象が何である

かを明確にする。 
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 (12) 仕様が要目表で明確な場合は，基本設計方針

には記載しない。 

(12)仕様が要目表で明確な場合は，基本設計方針に

は記載しない。 
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 (13) 設置変更許可本文で評価を伴う記載がある場

合は，工事計画にて担保する条件を以下のいずれか

の方法で記載する。 
a. 評価結果が示されている場合，評価結果を受け

て必要となった措置のみを工事計画の対象とする。 

(13)設置変更許可本文で評価を伴う記載がある場

合は，工事計画にて担保する条件を以下のいずれか

の方法で記載する。 

a.評価結果が示されている場合，評価結果を受けて

必要となった措置のみを工事計画の対象とする。 
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 b. 今後評価することが示されている場合，評価す

る段階（設計又は工事）を明確にし，評価の方法及

び条件，その評価結果に応じて取る措置の両者を工

事計画の対象とする。 

b.今後評価することが示されている場合，評価する

段階（設計又は工事）を明確にし，評価の方法及び

条件，その評価結果に応じて取る措置の両者を工事

計画の対象とする。 
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 (14) 設置変更許可本文のうち，性能を記載して

いる設計方針は，技術基準規則への適合性を確保

する上で，その性能を実現するための手段が具体

的にわかるように記載する。また，技術基準規則

への適合性の観点で，設置変更許可本文に対応し

た事項以外に必要となる運用を付加する場合も

(14)設置変更許可本文のうち，性能を記載している

設計方針は，技術基準規則への適合性を確保する上

で，その性能を実現するための手段が具体的にわか

るように記載する。また，技術基準規則への適合性

の観点で，設置変更許可本文に対応した事項以外に

必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行

 

 

 

 

 

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-11 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

同様の記載を行う。 
なお，手段の仕様が要目表で明確な場合は記載しな

い。 
 
（例） 
【設置許可本文】 このうち，安全機能を有する機

器に使用するケーブルは，原則，実証試験により自

己消火性及び延焼性を確認した難燃ケーブルを使

用する設計とする。 

【基本設計方針】 安全機能を有する構築物，系統

及び機器に使用するケーブルには，実証試験により

自己消火性（ＵＬ垂直燃焼試験）及び延焼性（ＩＥ

ＥＥ３８３-○○○○(光ファイバケーブルの場 

合は○○○○ＩＥＥＥ１２０２垂直トレイ燃焼試

験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とす

る。 

う。 

なお，手段の仕様が要目表で明確な場合は記載しな

い。 

 

（例） 

【設置許可本文】このうち，安全機能を有する機器

に使用するケーブルは，原則，実証試験により自己

消火性及び延焼性を確認した 

難燃ケーブルを使用する設計とする。 

【基本設計方針】安全機能を有する構築物，系統及

び機器に使用するケーブルには，実証試験により自

己消火性（ＵＬ垂直燃焼試験）及び延焼性（ＩＥＥ

Ｅ３８３-○○○○(光ファイバケーブルの場合は

○○○○ＩＥＥＥ１２０２垂直トレイ燃焼試験）を

確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

53 
本文 

（3-10） 

 (15) 個別機器等で，技術基準規則に要求があるが，

要目表の記載要求がない設備についてはその設備

の種類ごとに仕様（「名称」，「個数」等）を文章中

に記載し，個体の識別ができる記載とする。 

(15)個別機器等で，技術基準規則に要求があるが，

要目表の記載要求がない設備についてはその設備

の種類ごとに仕様（「名称」，「個数」等）を文章中

に記載し，個体の識別ができる記載とする。 
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 (16) 基本設計方針の記載のうち，工事計画で担保

することになる設計方針（変更する際に工事計画の

手続きが必要となる部分）を明確にする。 

(16)基本設計方針の記載のうち，工事計画で担保す

ることになる設計方針（変更する際に設計及び工事

の計画の手続きが必要となる部分）を明確にする。 

 

・記載の適正化 
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 (17) 条項号のうち，適用する設備がない要求事項

は，「適合するものであることを確認する」審査で

あることを踏まえ，当該要求事項の対象となる設備

を設置しない旨を記載する。 
ただし，技術基準規則要求が「なお，…」のように

補足的な説明をしている箇所は，その対象設備を設

置しない場合，対象設備を設置しない旨の記載は不

要とする。 

(17)条項号のうち，適用する設備がない要求事項

は，「適合するものであることを確認する」審査で

あることを踏まえ，当該要求事項の対象となる設備

を設置しない旨を記載する。 

ただし，技術基準規則要求が「なお，…」のように

補足的な説明をしている箇所は，その対象設備を設

置しない場合，対象設備を設置しない旨の記載は不

要とする。 
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 (18) 設置変更許可に記載している概略図の読み込

みは，基本設計方針に記載せず，工事計画認可申請

(18)設置変更許可に記載している概略図の読み込

みは，基本設計方針に記載せず，設計及び工事計画

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-12 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

書の添付書類として配置図，系統図等で記載する。 認可申請書の添付書類として配置図，系統図等で記

載する。 
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 (19) 技術基準規則の解釈に示された指針・NISA 文

書・他省令の呼び込みがある場合は，以下の要領で

記載を行う。 
a. 設置時に適用される要求など，特定の版の使用

が求められている場合は，引用する文書名及び版を

識別するための情報（施行日等）を記載する。 

(19)技術基準規則の解釈に示された指針・NISA 文

書・他省令の呼び込みがある場合は，以下の要領で

記載を行う。 

a.設置時に適用される要求など，特定の版の使用が

求められている場合は，引用する文書名及び版を識

別するための情報（施行日等）を記載する。 
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 b. 監視試験片の試験方法を示した規格など，条文

等で特定の版が示されているが，保守管理等の運用

管理の中で評価する時点でエンドースされた最新

の版による評価を継続して行う必要がある場合は，

保安規定等の運用の担保先を示すとともに，当該文

書名とそのコード番号（必要時）を記載する。（例：

ＪＥＡＣ４２０１－2007 の「－2007」は記載しな

い。） 

b.監視試験片の試験方法を示した規格など，条文等

で特定の版が示されているが，保守管理等の運用管

理の中で評価する時点でエンドースされた最新の

版による評価を継続して行う必要がある場合は，保

安規定等の運用の担保先を示すとともに，当該文書

名とそのコード番号（必要時）を記載する。（例：

ＪＥＡＣ４２０１－2007 の「－2007」は記載しな

い。） 
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 c. 解釈等に示された条文番号は，該当文書改正時

に変更される可能性があることを考慮し，条文番号

は記載せず，条文が特定できる表題（必要に応じ，

上位の表題でも可能）で記載する。 

c.解釈等に示された条文番号は，該当文書改正時に

変更される可能性があることを考慮し，条文番号は

記載せず，条文が特定できる表題（必要に応じ，上

位の表題でも可能）で記載する。 
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 (20) ＪＥＡＣ等の技術評価を行った「技術評価書」

は，基本設計方針への読み込みは行わない。 

(20)ＪＥＡＣ等の技術評価を行った「技術評価書」

は，基本設計方針への読み込みは行わない。 
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 (21) 表現の注意点について 
基本設計方針の本文中に「設置変更許可添付八に規

定された仕様を満たす・・・」の表現はしない。（添

付八の記載は，基本，規制対象外として扱う。） 

(21)表現の注意点について 

基本設計方針の本文中に「設置変更許可添付八に規

定された仕様を満たす・・・」の表現はしない。 

（添付八の記載は，基本，規制対象外として扱う。） 
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 3.5 「設置許可基準規則」及び「技術基準規則」

と「基本設計方針」及び「添付書類」等 
との関係について 
基本設計方針の作成にあたり「設置許可基準規

則」及び「技術基準規則」と「基本設計方針」及

び「添付書類」等との関係を示すフローを別紙に

示す。  

3.5 「設置許可基準規則」及び「技術基準規則」

と「基本設計方針」及び「添付書類」等との関係

について 

基本設計方針の作成にあたり「設置許可基準規

則」及び「技術基準規則」と「基本設計方針」及

び「添付書類」等との関係を示すフローを別紙に

示す。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-13 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

 なお，基本設計方針の作成にあたっては，品質

保証のプロセスを経て作成する。 
 なお，基本設計方針の作成にあたっては，品質

保証のプロセスを経て作成する。 
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 3.6 基本設計方針に添付する「主要設備リスト」

及び「兼用設備リスト」のフォーマットについて 

施設ごとの主要な設備（要目表記載設備）について，

設計基準対象施設と重大事故等対処設備との使用

区分を識別するため耐震重要度分類，機器クラス，

設備分類を記載した「表 1 主要設備リスト」を添

付する。 

また，兼用する設備のうち兼用先の施設／設備（系

統）区分において主要設備リストに記載されない設

備（要目表記載対象外設備）については，「表 2 兼

用設備リスト」に示す。 

3.6 基本設計方針に添付する「主要設備リスト」

及び「兼用設備リスト」のフォーマットについて 

施設ごとの主要な設備（要目表記載設備）について，

設計基準対象施設と重大事故等対処設備との使用

区分を識別するため耐震重要度分類，機器クラス，

設備分類を記載した「表 1 主要設備リスト」を添

付する。 

また，兼用する設備のうち兼用先の施設／設備（系

統）区分において主要設備リストに記載されない設

備（要目表記載対象外設備）については，「表 2 兼

用設備リスト」に示す。 
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 (1) 主要設備リストの資料構成 

主要設備リストのフォーマットは，基本設計方針と

同様に変更前後の形式とし，記載順については要目

表の記載順とする。設備リストの「設備（系統）区

分」及び「機器区分」については，別表第二の設備

別記載事項の設備名及び機器名を記載し，「名称」

は要目表の名称と整合性を図る。 

(1) 主要設備リストの資料構成 

主要設備リストのフォーマットは，基本設計方針と

同様に変更前後の形式とし，記載順については要目

表の記載順とする。設備リストの「設備（系統）区

分」及び「機器区分」については，別表第二の設備

別記載事項の設備名及び機器名を記載し，「名称」

は要目表の名称と整合性を図る。 
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 (2) 兼用設備リストの資料構成 

兼用設備リストには，主要設備リストのフォーマッ

トに「主たる機能の施設／設備（系統）区分」の項

目を追加する。「主たる機能の施設／設備（系統）

(2) 兼用設備リストの資料構成 

 兼用設備リストには，主要設備リストのフォーマ

ットに「主たる機能の施設／設備（系統）区分」の

項目を追加する。「主たる機能の施設／設備（系統）
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-14 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

区分」には兼用設備の主たる機能を使用する施設／

設備（系統）区分（主施設）を記載する。 

区分」には兼用設備の主たる機能を使用する施設／

設備（系統）区分（主施設）を記載する。 
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 (3) 設計基準対象施設の記載内容 

当該設備（系統）区分において，設計基準対象施設

として使用する各設備については，「耐震重要度分

類」及び「機器クラス」を記載する。 

耐震重要度分類は技術基準規則の規定による。な

お，耐震重要度Ｓの設備のうち，津波防護機能を有

する設備（以下「津波防護施設」という。），浸水防

止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）

及び敷地における津波監視機能を有する施設（以下

「津波監視設備」という。）については要求事項が

異なるため，Ｓ＊として通常の耐震重要度Ｓの設備

と区別する。 

また，耐震重要度Ｂ，Ｃの設備のうち，設置許可基

準規則の解釈別記 2 や審査ガイドの要求によって

基準地震動による評価が必要となる設備等につい

てはそれぞれ略語を定義し，通常の耐震重要度Ｂの

設備と区別する。略語の定義について次の表に示

す。 

(3) 設計基準対象施設の記載内容 

当該設備（系統）区分において，設計基準対象施設

として使用する各設備については，「耐震重要度分

類」及び「機器クラス」を記載する。 

耐震重要度分類は技術基準規則の規定による。な

お，耐震重要度Ｓの設備のうち，津波防護機能を有

する設備（以下「津波防護施設」という。），浸水防

止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）

及び敷地における津波監視機能を有する施設（以下

「津波監視設備」という。）については要求事項が

異なるため，Ｓ＊として通常の耐震重要度Ｓの設備

と区別する。 

また，耐震重要度Ｂ，Ｃの設備のうち，設置許可基

準規則の解釈別記 2 や審査ガイドの要求によって

基準地震動による評価が必要となる設備等につい

てはそれぞれ略語を定義し，通常の耐震重要度Ｂの

設備と区別する。略語の定義について次の表に示

す。 
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 （特殊な耐震重要度Ｂ，Ｃの施設） 
B－1 

Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるた

め，弾性設計用地震動 Sd に 2 分の 1 を乗じたも

のによる地震力に対して耐震性を保持できる設計

とするもの 
設備の例 タービンバイパス弁 

（特殊な耐震重要度Ｂ，Ｃの施設） 

Ｂ－１ 

Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，

弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものに

よる地震力に対して耐震性を保持できる設計とす

るもの 

設備の例 タービンバイパス弁 
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 B－2 

Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震

重要施設がその安全機能を損なわないように設計

するもの 
設備の例 原子炉建屋クレーン 

Ｂ－２ 

Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震

重要施設がその安全機能を損なわないように設計

するもの 

設備の例 原子炉建屋クレーン 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-15 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

（3-14） Ｂクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に

対して，使用済燃料貯蔵プールの冷却，給水機能を

保持できる設計とするもの 

Ｂクラスの設備のうち，基準地震動による地震力

に対して，使用済燃料貯蔵プールの冷却，給水機

能を保持できる設計とするもの 
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 C－1 

Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震

重要施設がその安全機能を損なわないように設計

するもの 

Ｃ－１ 

Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震

重要施設がその安全機能を損なわないように設計

するもの 
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 C－2 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に

対して，火災感知及び消火の機能並びに地震時の溢

水伝播を防止する機能を保持できる設計とするも

の 
設備の例 高圧炉心注水系(B)ポンプ室 水密扉 

Ｃ－２ 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に

対して，火災感知及び消火の機能並びに地震時の溢

水伝播を防止する機能を保持できる設計とするも

の 

設備の例 高圧炉心注水系(B)ポンプ室 水密扉 

 

 

 

 

 

 

73 
本文 

（3-14） 

 C－3 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に

対して非常時における海水の取水機能を保持でき

る設計とするもの 
設備の例 取水路 

Ｃ－３ 

Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に

対して非常時における海水の取水機能を保持でき

る設計とするもの 

設備の例 取水路 
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 機器クラス区分のうち，クラス１～４機器，原子炉

格納容器及び炉心支持構造物については技術基準

規則の規定による。発電用火力設備に関する技術基

準を定める省令の規定を準用するものについては

「火力技術基準」とする。 

容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物のうちクラス

を持たない機器については，「Non」とする。容器，

管，ポンプ，弁又は支持構造物以外のものは「―」

と記載する。また，当該設備（系統）区分において，

設計基準対象施設として使用しないものについて

も「―」と記載する。 

火災防護設備及び浸水防護設備等は，防護対象が設

計基準対象施設及び重大事故 

等対処設備である場合，設計基準対象施設として分

類する。 

機器クラス区分のうち，クラス１～４機器，原子炉

格納容器及び炉心支持構造物については技術基準

規則の規定による。発電用火力設備に関する技術基

準を定める省令の規定を準用するものについては

「火力技術基準」とする。 

容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物のうちクラス

を持たない機器については，「Non」とする。容器，

管，ポンプ，弁又は支持構造物以外のものは「―」

と記載する。また，当該設備（系統）区分において，

設計基準対象施設として使用しないものについて

も「―」と記載する。 

火災防護設備及び浸水防護設備等は，防護対象が設

計基準対象施設及び重大事故等対処設備である場

合，設計基準対象施設として分類する。 

これら設備リストに記載する「略語の定義」につい
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-16 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

これら設備リストに記載する「略語の定義」につい

て別紙 6 に示す。 

て別紙 6 に示す。 

75 
本文 

（3-14） 

 (4) 重大事故等対処設備の記載内容 

当該設備（系統）区分において，重大事故等対処設

備として使用する各設備については，変更後の「設

備分類」及び「重大事故等機器クラス」を記載する。

「設備分類」及び「重大事故等機器クラス」につい

ては設置変更許可添付八との整合性を図る。なお，

重大事故防止設備のうち可搬型のものを「可搬／防

止」，重大事故緩和設備のうち可搬型のものを「可

搬／緩和」とし，それ以外の可搬型重大事故等対処

設備を「可搬／その他」とする。 

「重大事故等機器クラス」において，容器，管，ポ

ンプ，弁又は支持構造物以外のものは「―」と記載

する。また，当該設備（系統）区分において，重大

事故等対処設備として使用しないものについても

「―」と記載する。 

(4) 重大事故等対処設備の記載内容 

当該設備（系統）区分において，重大事故等対処設

備として使用する各設備については，変更後の「設

備分類」及び「重大事故等機器クラス」を記載する。

「設備分類」及び「重大事故等機器クラス」につい

ては設置変更許可添付八との整合性を図る。なお，

重大事故防止設備のうち可搬型のものを「可搬／防

止」，重大事故緩和設備のうち可搬型のものを「可

搬／緩和」とし，それ以外の可搬型重大事故等対処

設備を「可搬／その他」とする。 

「重大事故等機器クラス」において，容器，管，ポ

ンプ，弁又は支持構造物以外のものは「―」と記載

する。また，当該設備（系統）区分において，重大

事故等対処設備として使用しないものについても

「―」と記載する。 

 

 

76 
本文 

（3-15） 

 (5) 主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例 

主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例を別

紙 5 に示す。 

(5) 主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例 

 主要設備リスト及び兼用設備リストの記載例を

別紙 5に示す。 

 

77 

別紙１ 

（3-16～ 

3-19） 

 

 
 

例として代表ページを記載。 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-17 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

78 

別紙２ 

（3-20～ 

3-44） 

 

  

例として代表ページを記載。 

79 

別紙３ 

（3-45～ 

3-46） 

  

 

 

 

 

 

 

 

例として代表ページを記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-18 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

80 

別紙４ 

（3-47～ 

3-48） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例として代表ページを記載。 

 

81 

別紙５ 

（3-49～ 

3-55） 

 

 

 

例として代表ページを記載。 



柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 3-19 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

82 
別紙６ 

（3-50） 

 

 
 

例として代表ページを記載。 

 

/E 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 4-1 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

島根原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

1 
本文 

（4-1） 

 4.1 ガイド規程 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイ

ド」によれば，工事計画に記載する必要がある適用

基準及び適用規格については，｢各設備の設計製作

に適用する基準及び規格について，具体的な規格

番号，名称及び制定又は改訂年度も含め記載す

る。」とされ，記載対象とする基準及び規格につい

ては，「技術基準規則に規定される性能を満足させ

るための基本的な規格及び基準」となっており，

「具体的には技術基準規則解釈に引用されるもの

等」と示されている。 

4.1 ガイド規程 

「発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る

手続ガイド」によれば，工事計画に記載する必要が

ある適用基準及び適用規格については，｢各設備の

設計製作に適用する基準及び規格について，具体

的な規格番号，名称及び制定又は改訂年度も含め

記載する。」とされ，記載対象とする基準及び規格

については，「技術基準規則に規定される性能を満

足させるための基本的な規格及び基準」となって

おり，「具体的には技術基準規則解釈に引用される

もの等」と示されている。 

 

・記載の適正化 

2 
本文 

（4-1） 

 4.2 記載すべき適用基準及び適用規格の考え方 

(1) 炉規制関係法令【炉規法，規則，省令他】 

記載しない 

炉規制関係法令は，適合すべき技術基準規則の上

位法令であり，設計・製作に適用する基準及び規格

に該当しないため記載しない。 

4.2 記載すべき適用基準及び適用規格の考え方 

(1)炉規制関係法令【炉規法，規則，省令他】 

記載しない 

炉規制関係法令は，適合すべき技術基準規則の上

位法令であり，設計・製作に適用する基準及び規格

に該当しないため記載しない。 

 

 

 

3 
本文 

（4-1） 

 (2) 関係他法令【建築基準法，消防法他】 

記載する 

技術基準規則への適合のために，各設備の設計・製

作にあたって，具体的な評価方法等を規定した法

令であり，適合性判断のための評価基準を明確化

するために記載する。 

(2)関係他法令建築基準法，消防法他】 

記載する 

技術基準規則への適合のために，各設備の設計製

作にあたって，具体的な評価方法等を規定した法

令であり，適合性判断のための評価基準を明確化

するために記載する。 

 

4 
本文 

（4-1） 

 (3) 設置許可基準規則（解釈含む） 

記載しない 

設置許可基準規則に適合するものとして許可を受

けた設置許可に従って工事計画認可を受けるた

め，適用が自明であることから記載しない。 

(3)設置許可基準規則（解釈含む） 

記載しない 

設置許可基準規則に適合するものとして許可を受

けた設置許可に従って設計及び工事の計画認可を

受けるため，適用が自明であることから記載しな

い。 

 

 

 

・記載の適正化 

 

5 
本文 

（4-1） 

 (4) 炉規制法及び電事法の各技術基準【原子炉，火

力設備，電気設備】 

記載しない 

現行の各技術基準は，適合することが条件であっ

(4)炉規制法及び電事法の各技術基準【原子炉，火

力設備，電気設備】 

記載しない 

現行の各技術基準は，適合することが条件であっ

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 4-2 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

島根原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

て，適用が自明であることから，記載しない。 て，適用が自明であることから，記載しない。 

6 
本文 

（4-1） 

 (5) 各技術基準の解釈【原子炉，火力設備，電気設

備】 

記載する 

各技術基準に定められる技術的要件を満足する技

術的内容は，各技術基準の解釈に限定されるもの

ではないため，適合性判断のための評価基準を明

確化するために記載する（年度を含む）。 

なお，解釈に引用されている適用基準及び適用規

格についても下記のとおり適宜記載する。  

(5)各技術基準の解釈【原子炉，火力設備，電気設

備】 

記載する 

各技術基準に定められる技術的要件を満足する技

術的内容は，各技術基準の解釈に限定されるもの

ではないため，適合性判断のための評価基準を明

確化するために記載する（年度を含む）。 

なお，解釈に引用されている適用基準及び適用規

格についても下記のとおり適宜記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

7 
本文 

（4-1） 

 (6) 原子力安全委員会指針及び専門部会報告書，

ＮＩＳＡ文書等 

記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化するため，

原子力安全委員会指針及び専門部会報告書，ＮＩ

ＳＡ文書等について記載する。 

(6)原子力安全委員会指針及び専門部会報告書，Ｎ

ＩＳＡ文書等 

記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化するため，

原子力安全委員会指針及び専門部会報告書，ＮＩ

ＳＡ文書等について記載する。 

 

8 
本文 

（4-2） 

 (7) 審査基準【火災防護に係る審査基準】 

記載する 

該当する「火災防護に係る審査基準」は，技術基準

規則解釈に記載されており，適合性判断のための

評価基準を明確化するため記載する。 

(7)審査基準【火災防護に係る審査基準】 

記載する 

該当する「火災防護に係る審査基準」は，技術基準

規則解釈に記載されており，適合性判断のための

評価基準を明確化するため記載する。 

 

 

 

9 
本文 

（4-2） 

 (8) ガイド【竜巻，津波，外部火災他】 

記載する（枠外） 

適合性判断のための評価基準を明確化するため

「適用基準及び適用規格」としてではなく，参考と

して枠外に記載する。 

(8)ガイド【竜巻，津波，外部火災他】 

記載する（枠外） 

適合性判断のための評価基準を明確化するため

「適用基準及び適用規格」としてではなく，参考と

して枠外に記載する。 

 

10 
本文 

（4-2） 

 (9) ＪＩＳ規格，ＡＳＭＥ等 

記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化するためＪ

ＩＳ規格等については，年度及び該当No.を含め

て記載する。 

なお，記載にあたり，既設設備にあっては，告示５

０１号及び JSME において適用ＪＩＳ （年度含む）

(9)ＪＩＳ規格，ＡＳＭＥ等 

記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化するためＪ

ＩＳ規格等については，年度及び該当 No.を含めて

記載する。 

なお，記載にあたり，既設設備にあっては，告示第

５０１号及びＪＳＭＥにおいて適用ＪＩＳ （年度

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 
先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 4-3 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

島根原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

が明記され，既に適正に適用されていることから，

ＪＳＭＥ材に該当しないＪＩＳ材を使用している

部分等について記載する。 

含む）が明記され，既に適正に適用されていること

から，ＪＳＭＥ材に該当しないＪＩＳ材を使用し

ている部分等について記載する。 

11 
本文 

（4-2） 

 (10) 学協会規格【ＪＳＭＥ，ＪＥＡＧ，ＪＥＡＣ】 

記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化するため，

各設備の設計・製作に適用する学協会規格を記載

する。 

なお，記載にあたり，各学協会規格に引用される基

準・規格については，当該学協会規格に包絡される

ため記載しない。 

 

＊ 設置時，改造時等に適用した過去の適用基準及

び適用規格を含む。 

(10)学協会規格【ＪＳＭＥ，ＪＥＡＧ，ＪＥＡＣ】

記載する 

適合性判断のための評価基準を明確化するため，

各設備の設計・製作に適用する学協会規格を記載

する。 

なお，記載にあたり，各学協会規格に引用される基

準・規格については，当該学協会規格に包絡される

ため記載しない。 

 

＊ 設置時，改造時等に適用した過去の適用基準

及び適用規格を含む。 

 

12 
本文 

（4-3） 

 4.3 記載様式 

(1) 変更前 

工事計画書への適用基準及び適用規格の記載要求

については，平成17年の電気事業法施行 

規則の改正で別表第三に規定された。 

この記載要求が規定される以前の工事計画書につ

いては，適用基準及び適用規格の記載がないこと

から，工事計画書記載事項だけからでは変更前の

適用基準及び適用規格を確認できない。 

従って，変更前については，下記について記載す

る。 

4.3 記載様式 

(1) 変更前 

工事計画書への適用基準及び適用規格の記載要求

については，平成 17 年の電気事業法施行 

規則の改正で別表第三に規定された。 

この記載要求が規定される以前の工事計画書につ

いては，適用基準及び適用規格の記載がないこと

から，工事計画書記載事項だけからでは変更前の

適用基準及び適用規格を確認できない。 

従って，変更前については，下記について記載す

る。 

 

13 
本文 

（4-3） 

 a. 平成 17年以降の工事計画書に記載のある適用

基準及び適用規格 

a. 平成 17年以降の工事計画書に記載のある適用

基準及び適用規格 

 

14 
本文 

（4-3） 

 b. 建設時より工認審査の前提とされていた「発

電用原子力設備に関する構造等の技術基準（通商

産業省告示５０１号）」 

b. 建設時より工認審査の前提とされていた「発

電用原子力設備に関する構造等の技術基準（通商

産業省告示第５０１号）」 

 

 

・記載の適正化 

15 
本文 

（4-3） 

 c. 技術基準対象条文の解釈を含めて記載のある

適用基準及び適用規格のうち，省令 62 号及びその

解釈・解説に引用されている適用基準及び適用規

c. 技術基準対象条文の解釈を含めて記載のある

適用基準及び適用規格のうち，省令 62 号及びその

解釈・解説に引用されている適用基準及び適用規
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 4-4 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

島根原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

格を基本に，実際に適用していた基準及び規格 格を基本に，実際に適用していた基準及び規格 

16 
本文 

（4-3） 

 d. 共用設備に適用する基準及び規格について

は，5,6,7 号機ともに同じ基準及び規格を記載す

る。 

d. 共用設備に適用する基準及び規格について

は，5,6,7 号機ともに同じ基準及び規格を記載す

る。 

 

17 
本文 

（4-3） 

 (2) 変更後 

上記（変更前）に記載のとおり，平成17年の電気

事業法施行規則改正以降，工事計画書へ適用基準

及び適用規格を記載していることから，変更後に

ついては，平成17年の施行規則改正以降の工事計

画書を含めて，適用基準及び適用規格を記載す

る。 

具体的には下記について記載する。 

(2) 変更後 

上記（変更前）に記載のとおり，平成 17 年の電気

事業法施行規則改正以降，工事計画書へ適用基準

及び適用規格を記載していることから，変更後に

ついては，平成 17 年の施行規則改正以降の工事計

画書を含めて，適用基準及び適用規格を記載する。 

 

具体的には下記について記載する。 

 

18 
本文 

（4-3） 

 a. 技術基準対象条文の解釈を含めて，記載のある

適用基準及び適用規格のうち，現状設備に適用し

ているもの（平成 17 年以前から適用しており，現

在も適用しているものを含む） 

a. 技術基準対象条文の解釈を含めて，記載のあ

る適用基準及び適用規格のうち，現状設備に適用

しているもの（平成 17年以前から適用しており，

現在も適用しているものを含む） 

 

 

 

19 
本文 

（4-3） 

 b. 今回の変更に伴って適用する基準及び規格 b. 今回の変更に伴って適用する基準及び規格  

20 
本文 

（4-3） 

 c. 平成 17年以降の工事計画書に記載のある適用

基準及び適用規格のうち，現在も適用しているも

の 

c. 平成 17年以降の工事計画書に記載のある適用

基準及び適用規格のうち，現在も適用し 

ているもの 

 

21 
本文 

（4-3） 
 

d. 共用設備に適用する基準及び規格について

は，5,6,7 号機ともに同じ基準及び規格を記載す

る 

d. 共用設備に適用する基準及び規格について

は，5,6,7 号機ともに同じ基準及び規格を記載す

る。 

 

 

22 
本文 

（4-3～4-4） 

 4.4 記載方法（記載整理） 

工事計画への適用基準及び適用規格の記載方法に

ついては，基本設計方針検討にて作成した各施設

と技術基準規則の各条文との対比一覧表に基づ

き，「共通条文」該当の適用基準及び適用規格に

ついては，基本設計方針のまとめ方と同様に「原

子炉冷却系統施設」に記載することを基本とし，

火災に関するものは「火災防護設備」，浸水に関

するものは「浸水防護施設」に記載する。残りの

4.4 記載方法（記載整理） 

工事計画への適用基準及び適用規格の記載方法に

ついては，基本設計方針検討にて作成した各施設

と技術基準規則の各条文との対比一覧表に基づ

き，「共通条文」該当の適用基準及び適用規格につ

いては，基本設計方針のまとめ方と同様に「原子炉

冷却系統施設」に記載することを基本とし，火災に

関するものは「火災防護設備」，浸水に関するもの

は「浸水防護施設」に記載する。残りの「個別条文」
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 4-5 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

島根原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との比較 

「個別条文」については該当の施設区分毎に記載

し，同一の基準及び規格が共通条文と個別条文両

方に該当する場合は，双方に重複して記載する。 

但し，「共通条文」の適用基準及び適用規格のうち，

複数の施設に適用されない場合は，適用する施設

の「個別条文」として整理する。さらに，「共通条

文」で「原子炉冷却系統施設」「火災防護設備」「浸

水防護施設」に該当しない場合も，適用する施設に

「個別条文」として整理する。 

については該当の施設区分毎に記載し，同一の基

準及び規格が共通条文と個別条文両方に該当する

場合は，双方に重複して記載する。 

但し，「共通条文」の適用基準及び適用規格のうち，

複数の施設に適用されない場合は，適用する施設

の「個別条文」として整理する。さらに，「共通条

文」で「原子炉冷却系統施設」「火災防護設備」「浸

水防護施設」に該当しない場合も，適用する施設に

「個別条文」として整理する。 

 

 

 

 

 

23 
本文 

（4-4） 

 なお，工事計画の添付書類（各種説明書）における

適用基準及び適用規格については，当該添付書類

中に記載がある内容に係る適用基準及び適用規格

のうち，「2. 記載すべき適用基準及び適用規格の

考え方」に基づくものを記載する。ただし，当該添

付書類中に具体的な記載がなく，関係する添付書

類を引用しているだけの場合は，関係する添付書

類中の記載内容に係る適用基準・適用規格は記載

しない。 

なお，設計及び工事の計画の添付書類（各種説明

書）における適用基準及び適用規格については，当

該添付書類中に記載がある内容に係る適用基準及

び適用規格のうち，「4.2 記載すべき適用基準及

び適用規格の考え方」に基づくものを記載する。た

だし，当該添付書類中に具体的な記載がなく，関係

する添付書類を引用しているだけの場合は，関係

する添付書類中の記載内容に係る適用基準・適用

規格は記載しない。 

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 

24 

本文 

（4-5～ 

4-9） 

 

 

 

例として代表ページを記載。（表サンプル） 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 5-1 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

1 
本文 

（5-1） 

 5.1 要旨 
新規制基準への適合性確認審査に係る工事計画認可申

請を行うにあたり，添付書類の添付の考え方を以下に

示す。 

5.1 要旨 

新規制基準への適合性確認審査に係る設計及び工事の

計画認可申請を行うにあたり，添付書類の添付の考え

方を以下に示す。 

 

・記載の適正化 

2 
本文 

（5-1） 

 5.2 添付書類の添付を行うにあたっての考え方につい

て 
(1) 添付書類の添付を行うにあたり，法令上の整理と

今回の申請における添付書類の添付方針について以下

に示す。 

5.2 添付書類の添付を行うにあたっての考え方につ

いて 

添付書類の添付を行うにあたり，法令上の整理と今回

の申請における添付書類の添付方針について以下に示

す。 

 

 

・記載の適正化 

3 
本文 

（5-1） 

 a. 法令上の整理 
実用炉規則別表第二において，工事計画に添付書類を

添付すべきものとして「認可の申請又は届出に係る工

事の計画の内容に関係あるものに限る。」と規定されて

いる。 
工事計画に係る手続き上の「工事の内容」とは，大別す

ると実用炉規則別表第二の中欄における「基本設計方

針」の変更と「設備ごとに機器等の単位で定められてい

る仕様に関する記載要求事項(要目表)」の変更と考え

る。 
ここで，「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係

のあるもの」を以下に整理する。 

(1) 法令上の整理 

実用炉規則では，設計及び工事計画申請書には別表第

二の上覧に掲げる種類に応じて，同表の下欄に掲げる

書類ならびに設計及び工事に係る品質マネジメントシ

ステムに関する書類を添付することを要求している。 

また，別表第二において，設計及び工事の計画に添付

書類を添付すべきものとして「認可の申請又は届出に

係る工事の内容に関係あるものに限る。」と規定されて

いる。 

設計及び工事の計画に係る手続き上の「工事の内容」

とは，大別すると実用炉規則別表第二の中欄における

「基本設計方針」の変更と「設備ごとに機器等の単位

で定められている仕様に関する記載要求事項(要目

表)」の変更と考える。 

ここで，「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係

のあるもの」を以下に整理する。 

・記載の適正化 

・記載内容を明確化するため新規

追記 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 5-2 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機と

の比較 

4 
本文 

（5-1） 

 

 
 

 

5 
本文 

（5-2） 

 b. 今回の申請における添付書類の添付方針について 
今回の「認可の申請に係る工事の内容に関係あるもの」

に対する添付書類の添付方針について以下に記載す

る。 

(2) 今回の申請における添付書類の添付方針につい

て 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関す

る書類を添付する。 

また，今回の「認可の申請に係る工事の内容に関係あ

るもの」に対する添付書類の添付方針について以下に

記載する。 

・記載の適正化 

 

・記載内容を明確化するため新規

追記 

6 
本文 

（5-2） 

 「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるも

の」＝「基本設計方針の変更に該当するもの」に対して

適合するために必要な設備について関連する添付書類

を添付する。 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるも

の」＝「基本設計方針の変更に該当するもの」に対して

適合するために必要な設備について関連する添付書類

を添付する。 

 

 

 

7 
本文 

（5-2） 

 「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるも

の」の具体例を以下に示す。 
(a). 重大事故等対処施設の要求事項が追加となった

もの 
（第 49 条～第 78 条が該当） 
(b). 設計基準対象施設の要求事項が追加となったも

の（例：溢水防護設備，火災防護設備等） 
(c). 設計基準対象施設の要求事項が変更となったもの 
（例：耐震基準変更，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大

等） 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるも

の」の具体例を以下に示す。 

a. 重大事故等対処施設の要求事項が追加となったも

の 

（第 49 条～第 78 条が該当） 

b. 設計基準対象施設の要求事項が追加となったもの 

（例：浸水防護施設，火災防護設備等） 

c. 設計基準対象施設の要求事項が変更となったもの 

（例：耐震基準変更，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡

大等） 

 

 

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 

8 
本文 

（5-2） 

 重大事故等対処施設は，新規登録であるため関連する

全ての書類が必要となるが，そのうち，既設の設計基準

重大事故等対処施設は，新規登録であるため関連する

全ての書類が必要となるが，そのうち，既設の設計基
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 5-3 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

対象施設を重大事故等対処設備として使用するもので

使用する条件等が変わらず，既工事計画書の添付書類

等を読み込みできるものは，添付書類中にその旨を記

載し，設計基準対象施設とのリンクを明確にした書類

を添付する。 
 
設計基準対象施設について，基本設計方針の変更によ

り適合性を確認する必要があるもので，既工事計画書

に登録があるものは，添付図面は添付せず，既工事計画

書の登録情報（認可年月日，図面番号等）を目録に記載

する。 

準対象施設を重大事故等対処設備として使用するもの

で使用する条件等が変わらず，既工事計画書の添付書

類等を読み込みできるものは，添付書類中にその旨を

記載し，設計基準対象施設とのリンクを明確にした書

類を添付する。 

 

設計基準対象施設について，基本設計方針の変更によ

り適合性を確認する必要があるもので，既工事計画書

に登録があるものは，添付図面は添付せず，既工事計

画書の登録情報（認可年月日，図面番号等）を目録に記

載する。 

 

 

9 
本文 

（5-2） 

 共用設備における添付書類の扱いについては，「9.共用

設備の添付書類の扱いについて」に記載する。 

共用設備における添付書類の扱いについては，「8. 共

用設備の設計及び工事の計画書類の扱いについて」に

記載する。 

・記載の適正化 

10 
本文 

（5-3） 

 「技術基準規則の要求事項に変更がないもの」＝「基本

設計方針の変更がないもの」に対して既に適合してい

る設備については，添付書類は添付しない。 

「技術基準規則の要求事項に変更がないもの」＝「基

本設計方針の変更がないもの」に対して既に適合して

いる設備については，添付書類は添付しない。 

 

 

11 
本文 

（5-3） 

 技術基準規則の要求事項に変更がないもの＝基本設計

方針の「変更前」にあたる部分については，今回の「認

可の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に該当し

ないため，既設の設備において既に基本設計方針の記

載事項を満たしていることから関連する添付書類は添

付しない。 
 
例外として，技術基準規則の変更はないが設置許可基

準規則の要求事項で変更がある場合は添付書類を添付

する。 
 

例 ：「廃棄設備」に要求される堰について，条文要求に

変更がないことから「今回の申請に係る工事の内容に

関係あるもの」に該当しないため添付書類は添付しな

い。 

但し，技術基準規則第 12条「発電用原子炉施設内にお

技術基準規則の要求事項に変更がないもの＝基本設計

方針の「変更前」にあたる部分については，今回の「認

可の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に該当し

ないため，既設の設備において既に基本設計方針の記

載事項を満たしていることから関連する添付書類は添

付しない。 

 

例外として，技術基準規則の変更はないが設置許可基

準規則の要求事項で変更がある場合は添付書類を添付

する。 

 

例 ：「廃棄設備」に要求される堰について，条文要求

に変更がないことから「今回の申請に係る工事の内容

に関係あるもの」に該当しないため添付書類は添付し

ない。 

但し，技術基準規則第 12条「発電用原子炉施設内にお
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 5-4 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

ける溢水等による損傷の防止」の要求を満たすために

堰を溢水防護上期待する場合は「溢水防護に関する 

説明書」に「堰」について記載する必要がある。 

 

例外 ：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大部について

は，技術基準規則条文上の変更はないが，設置許可基準

規則の要求事項である原子炉冷却材圧力バウンダリの 

定義において「変更」があることから，「基本設計方針

の変更」＝「申請対象」として扱う。 

ける溢水等による損傷の防止」の要求を満たすために

堰を溢水防護上期待する場合は「溢水防護に関する説

明書」に「堰」について記載する必要がある。 

 

例外 ：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大部について

は，技術基準規則条文上の変更はないが，設置許可基

準規則の要求事項である原子炉冷却材圧力バウンダリ

の定義において「変更」があることから，「基本設計方

針の変更」＝「申請対象」として扱う。 

12 
本文 

（5-3） 

 個別条文で技術基準規則の要求事項に変更がない設備

でも，共通条文で技術基準規則の要求事項の変更によ

り適合性を確認する必要がある記載事項については妥

当性を確認する必要があるため関連する添付書類を添

付する。 

 

例 ：原子炉冷却系統施設として条文要求が変更されて

いない「原子炉冷却材再循環ポンプ」だが，技術基準規

則第 5条「地震による損傷防止」が変更されたことによ

り地震による安全機能が損なわれることがないことを

説明する「耐震性に関する説明書」に原子炉冷却材再循

環ポンプを記載する。 

個別条文で技術基準規則の要求事項に変更がない設備

でも，共通条文で技術基準規則の要求事項の変更によ

り適合性を確認する必要がある記載事項については妥

当性を確認する必要があるため関連する添付書類を添

付する。 

 

例 ：原子炉冷却系統施設として条文要求が変更され

ていない「原子炉冷却材再循環ポンプ」だが，技術基準

規則第 5 条「地震による損傷防止」が変更されたこと

により地震による安全機能が損なわれることがないこ

とを説明する「耐震性に関する説明書」に原子炉冷却

材再循環ポンプを記載する。 

 

 

13 
本文 

（5-4） 

 5.3 技術基準規則の各条文へ対応する添付書類の整

理について 
技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書

類との関連性と，その適合性の説明に必要な添付書類

を「技術基準規則と工事計画認可申請書の添付書類と

の紐付き表」（以下「紐付き表」という。）として整理す

る。 
紐付き表への整理概要を以下に示す。 

5.3 技術基準規則の各条文へ対応する添付書類の整

理について 

技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書

類との関連性と，その適合性の説明に必要な添付書類

を「技術基準規則と設工認添付書類との紐付き表」（以

下「紐付き表」という。）として整理する。 

 

紐付き表への整理概要を以下に示す。 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 5-5 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機と

の比較 

14 
本文 

（5-4） 

 

  

 

15 
本文 

（5-4） 

 添付書類は大別すると基本設計方針記載事項の変更に

伴うものと要目表記載事項の変更に伴うものに分けら

れる。これらを技術基準規則の各条文の要求事項に対

して整理し，条文への適合性に必要な添付書類を整理

する。 

添付書類は大別すると基本設計方針記載事項の変更に

伴うものと要目表記載事項の変更に伴うものに分けら

れる。これらを技術基準規則の各条文の要求事項に対

して整理し，条文への適合性に必要な添付書類を整理

する。 

 

16 
本文 

（5-5） 

 以下に示す考え方のもと，各条文への適合性説明に必

要な添付書類を紐付き表に整理する。 

以下に示す考え方のもと，各条文への適合性説明に必

要な添付書類を紐付き表に整理する。 

 

17 
本文 

（5-5） 

 「条文要求事項を満足させるために必要な設備＝設備

リストへ抽出した設備」が条文（解釈，ガイド含む）で

直接要求される事項に対して，適合することを説明す

るために必要な添付書類を『当該条文に必要な添付書

類』として整理する。 
 

例 ：技術基準規則第 61 条（原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設備）の解釈 1(2)c)において，

「減圧用の弁は，想定される重大事故等が発生した場

合の環境条件において確実に作動すること。」と記載が

ある。 

条文の直接要求として下線部が該当し，この要求事項

へ適合させるために必要な弁である「主蒸気逃がし安

「条文要求事項を満足させるために必要な設備＝設備

リストへ抽出した設備」が条文（解釈，ガイド含む）で

直接要求される事項に対して，適合することを説明す

るために必要な添付書類を『当該条文に必要な添付書

類』として整理する。 

 

例 ：技術基準規則第 61条（原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設備）の解釈 1(2)c)において，

「減圧用の弁は，想定される重大事故等が発生した場

合の環境条件において確実に作動すること。」と記載が

ある。 

条文の直接要求として下線部が該当し，この要求事項

へ適合させるために必要な弁である「主蒸気逃がし安
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 5-6 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機と

の比較 

全弁」における適合性を説明するため，「安全設備及び

重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」を添付する。 

全弁」における適合性を説明するため，「安全設備及び

重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」を添付する。 

18 
本文 

（5-5） 

 ただし，重大事故等対処設備に関する条文のうち技術

基準規則第 59～77 条については，非常用電源設備等必

ずしも条文に直接的に施設要求が明記されていない設

備についても，当該条文への適合性を説明する上で必

要な設備として整理する。 

ただし，重大事故等対処設備に関する条文のうち技術

基準規則第 59～77 条については，非常用電源設備等必

ずしも条文に直接的に施設要求が明記されていない設

備についても，当該条文への適合性を説明する上で必

要な設備として整理する。 

 

19 
本文 

（5-5） 

 施設要求が明記されていない設備については都度，判

断を要する。以下にその判断基準の一例を示す。 

施設要求が明記されていない設備については都度，判

断を要する。以下にその判断基準の一例を示す。 

 

20 
本文 

（5-5） 

 【技術基準規則 59～77 条への適合性判断の基準】 
・技術基準規則 59～77 条は想定事象に対処するために

必要な設備を『施設することを要求』している条文のた

め基本的には系統図，配置図等の図面により施設され

ていることを説明する。 
 

・個別では直接的に要求の読めない共通事項（強度・耐

震・安全弁等）は，それらの条文側で適合性を確認する

ため，個別条文としての添付書類は省略する。 

【技術基準規則 59～77 条への適合性判断の基準】 

・技術基準規則 59～77 条は想定事象に対処するために

必要な設備を『施設することを要求』している条文

のため基本的には系統図，配置図等の図面により施

設されていることを説明する。 

 

・個別では直接的に要求の読めない共通事項（強度・耐

震・安全弁等）は，それらの条文側で適合性を確認す

るため，個別条文としての添付書類は省略する。 

 

21 
（5-6 

～5-11） 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 5-7 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機と

の比較 

22 

別紙１ 

（5-12 

～5-30） 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-1 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

1 
本文 

（6-1） 

 工事計画認可申請にあたり，実用発電用原子炉の

設置，運転等に関する規則では，別表第二の上欄に

掲げる種類に応じて，同表の下欄に掲げる書類を

添付することを要求している。 

この添付書類は，工事計画認可申請した施設（以

下，「当該施設」という。）の実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則及び解釈

（以下，「技術基準規則及び解釈」という。）への

適合性を示すための書類であることに鑑み，当該

施設の詳細設計の考え方，技術基準規則及び解釈

への適合性を示すため，各添付書類に共通する作

成要領を以下にまとめる。 

なお，特記事項のある書類については添付書類と

して別途記載する。 

設計及び工事の計画認可申請にあたり，実用発電

用原子炉の設置，運転等に関する規則では，別表第

二の上欄に掲げる種類に応じて，同表の下欄に掲

げる書類を添付することを要求している。 

この添付書類は，設計及び工事の計画認可申請し

た施設（以下，「当該施設」という。）の実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

及び解釈（以下，「技術基準規則及び解釈」という。）

への適合性を示すための書類であることに鑑み，

当該施設の詳細設計の考え方，技術基準規則及び

解釈への適合性を示すため，各添付書類に共通す

る作成要領を以下にまとめる。 

 なお，特記事項のある書類については添付書類

として別途記載する。 

・記載の適正化 

 

 

 

・記載の適正化 

2 
本文 

（6-1） 

 6.１. 基本的な構成 ※1 

添付書類の章立ての基本的な構成は，以下のとお

りとする。 

(1) 概 要 

(2) 基本方針（技術基準規則及び解釈等の要求項

目を含む。） 

(3) 評 価（該当する場合） 

(4) 施設の詳細設計方針 

別 添（必要に応じ添付する。） 

別 紙(計算機プログラム(解析コード)の概要) 

 

※1：書類内容に応じて，各章立ての中の分類を分

けることも可とする。 

6.1 基本的な構成 ※1 

 添付書類の章立ての基本的な構成は，以下の

とおりとする。 

(1) 概 要 

(2) 基本方針（技術基準規則及び解釈等の要求

項目を含む。） 

(3) 評 価（該当する場合） 

(4) 施設の詳細設計方針 

別 添（必要に応じ添付する。） 

別 紙（計算機プログラム（解析コード）の概要） 

 

※1：書類内容に応じて，各章立ての中の分類を分

けることも可とする。 

 

3 
本文 

（6-1） 

 6.2 具体的な記載内容及び記載に当たっての留

意事項 

「6.1 基本的な構成」の章立て構成に基づく具体

的な記載内容及び記載にあたっての留意事項を以

下に示す。 

6.2 具体的な記載内容及び記載に当たっての留

意事項 

「6.1 基本的な構成」の章立て構成に基づく具体

的な記載内容及び記載にあたっての留意事項を以

下に示す。 

 

4 本文  全般的な留意事項 全般的な留意事項  
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-2 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

（6-1） ・基本設計方針及び要目表と整合が図られている

こと。 

・基本設計方針及び要目表と整合が図られている

こと。 

 

5 
本文 

（6-1） 

 ・「技術基準規則及び解釈の要求事項に追加又は変

更があるもの」に対して関連する内容を記載す

る※3。 

・「技術基準規則及び解釈の要求事項に追加又は

変更があるもの」に対して関連する内容を記載

する※1。 

・記載の適正化 

6 
本文 

（6-1） 

 ・書類全体に亘り，極力，記載内容が重複しないよ

うにする。 

・書類全体に亘り，極力，記載内容が重複しないよ

うにする。 

 

7 
本文 

（6-1） 

 ※3：全体の繋がりやトーン合わせ等の状況や内容

に応じて，例外的に追加又は変更のない部分を記

載する場合もある。 

※1：全体の繋がりやトーン合わせ等の状況や内容

に応じて，例外的に追加又は変更のない部分を記

載する場合もある。 

・記載の適正化 

8 
本文 

（6-2） 

 1．概要 

① 説明書類の目的や位置付け※4を記載する。 

（記載例） 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」と

いう。）第26 条第1 項第4 号及び第7 号並びにそ

れらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）

に基づき，燃料取扱いに使用するクレーン，装置等 

の燃料取扱設備における，燃料集合体の落下防止

対策及び使用済燃料プール内の燃料体又は使用済

燃料（以下「燃料体等」という。）又は重量物の落

下により破損しないことについて説明するもので

ある。あわせて，技術基準規則第26条第2 項第4 号

ニ及びその解釈に基づき，燃料取扱設備等の重量

物が落下しても使用済燃料貯蔵プールの機能が損

なわれないことを説明する。 

 

 

 

 

 

 

1． 概要 

① 説明書類の目的や位置付け※2を記載する。 

（記載例） 

 本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」

という。）第 26 条第 1 項第 4 号及び第 7 号並びに

それらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」とい

う。）に基づき，燃料取扱いに使用するクレーン，

装置等の燃料取扱設備における，燃料集合体の落

下防止対策及び使用済燃料プール内の燃料体又は

使用済燃料（以下「燃料体等」という。）又は重量

物の落下により破損しないことについて説明する

ものである。あわせて，技術基準規則第 26 条第 2

項第 4 号ニ及びその解釈に基づき，燃料取扱設備

等の重量物が落下しても使用済燃料貯蔵プールの

機能が損なわれないことを説明する 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-3 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 ※4：a. 条文に対応することを示す宣言だけでは

なく，直接的な要求に対する説明に関連した特殊

な内容を示すことの宣言 

※2：a. 条文に対応することを示す宣言だけでは

なく，直接的な要求に対する説明に関連した特殊

な内容を示すことの宣言 

・記載の適正化 
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 b. 既工認の読み込みや他の説明書との関連を示

す宣言 

b. 既工認の読み込みや他の説明書との関連を示

す宣言 
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 2．基本方針 

①当該添付書類で説明している全体の流れがわか

る概要を記載する。 

（記載例） 火災防護に関する説明書 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機における設計基準

対象施設及び重大事故等対処設備は，火災により

発電用原子炉施設の安全性や重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわないよう，設計基準

対象施設のうち，原子炉の高温停止及び低温停止

を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び

機器（以下「原子炉の安全停止に必要な機器等」と

いう。），放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有

する構築物，系統及び機器（以下「放射性物質の貯

蔵等の機器等」という。），並びに重大事故等対処

施設を設置する火災区域及び火災区画に対して，

以下に示す火災の発生防止，火災の感知及び消火

並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災

防護対策を講じる。 

2.1 火災の発生防止 

発電用原子炉施設内の火災の発生防止として，発

火性又は引火性物質を内包する設備に対し，漏え

い及び拡大の防止対策，防爆対策，配置上の考慮，

換気及び発火性又は引火性物質の貯蔵量を必要な

量にとどめる対策を行う。また，可燃性の蒸気又は

可燃性の微粉，静電気が溜まるおそれがある設備

及び発火源に対して火災発生防止対策を講じると

ともに，電気系統に対する過電流による過熱及び

焼損を防止並びに放射線分解及び重大事故時に発

2． 基本方針 

①  当該添付書類で説明している全体の流れが

わかる概要を記載する。 

（記載例） 火災防護に関する説明書 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機における設計基準

対象施設及び重大事故等対処設備は，火災により

発電用原子炉施設の安全性や重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわないよう，設計基準

対象施設のうち，原子炉の高温停止及び低温停止

を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び

機器（以下「原子炉の安全停止に必要な機器等」と

いう。），放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有

する構築物，系統及び機器（以下「放射性物質の貯

蔵等の機器等」という。），並びに重大事故等対処

施設を設置する火災区域及び火災区画に対して，

以下に示す火災の発生防止，火災の感知及び消火

並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災

防護対策を講じる。 

2.1 火災の発生防止 

発電用原子炉施設内の火災発生防止として，発火

性又は引火性物質を内包する設備に対し，漏えい

及び拡大の防止対策，防爆対策，配置上の考慮，換

気及び発火性又は引火性物質の貯蔵量を必要な量

にとどめる対策を行う。また，可燃性の蒸気又は可

燃性の微粉，静電気が溜まるおそれがある設備及

び発火源に対して火災発生防止対策を講じるとと

もに，電気系統に対する過電流による過熱及び焼

損を防止並びに放射線分解及び重大事故時に発生

 

 

 

 

・号機名称の違い 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-4 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

生する水素ガスの蓄積を防止する設計とする。 する水素の蓄積を防止する設計とする。 ・記載の適正化 
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 2. 基本方針（前項の続き） 

② 当該施設の設置にあたって評価が必要な場合

に，設置変更許可での評価結果を用いる場合は，そ

の評価結果及びそれを踏まえた設計方針を記載す

る。 

2. 基本方針(前項の続き) 

② 当該施設の設置にあたって評価が必要な場合

に，設置変更許可での評価結果を用いる場合は，そ

の評価結果及びそれを踏まえた設計方針を記載す

る。 
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 ③ 今後，評価する場合は評価時期，評価方法及び

条件，評価結果に応じてとる措置といった評価方

針を記載する。 

③ 今後，評価する場合は評価時期，評価方法及び

条件，評価結果に応じてとる措置といった評価方

針を記載する。 
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 ④ 当該施設に係る技術基準規則及び解釈の要求

を記載する。 

④ 当該施設に係る技術基準規則及び解釈の要求

を記載する。 
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 ⑤ 設置変更許可申請書の本文記載事項のうち，

技術基準規則及び解釈に対応条文のない設置許可

基準規則要求を受けた約束事項があればそれを記

載する。 

⑤ 設置変更許可申請書の本文記載事項のうち，

技術基準規則及び解釈に対応条文のない設置許可

基準規則要求を受けた約束事項があればそれを記

載する。 
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 ⑥ 上記以外で関連する規格要求等がある場合も

記載する。 

⑥ 上記以外で関連する規格要求等がある場合も

記載する。 
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 3. 評価 

① 「2． 基本方針」②又は③項で記載した評価

に関する内容の詳細を記載する。 

 

3. 評価 

① 「2. 基本方針」②又は③項で記載した評価に

関する内容の詳細を記載する。 
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 ② 評価や解析を行うにあたっては，評価や解析

の基本方針，評価方法，前提条件，評価結果の記載

順を基本とした構成とする。 

 

② 評価や解析を行うにあたっては，評価や解析

の基本方針，評価方法，前提条件，評価結果の記載

順を基本とした構成とする。 
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 ＜留意事項＞ 

・設置許可基準規則への適合性確認として実施し

た有効性評価にて性能評価を行ったものについて

は，｢有効性評価において性能を有していることを

確認した｣旨を記載する。この時，評価条件に合致

していることも記載する。 

 

 

＜留意事項＞ 

・設置許可基準規則への適合性確認として実施し

た有効性評価にて性能評価を行ったものについ

ては，｢有効性評価において性能を有しているこ

とを確認した｣旨を記載する。この時，評価条件

に合致していることも記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-5 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 ・評価解析を行うにあたり，結果を導くまでの過程

を後から検証できるよう，前提条件，使用する計算

式及び入力値等を明確にするとともに，出典元も

記載する。 

・評価解析を行うにあたり，結果を導くまでの過程

を後から検証できるよう，前提条件，使用する計

算式及び入力値等を明確にするとともに，出典

元も記載する。 
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 ・ガイド等に準ずる場合，準ずる旨の記載だけでな

く，評価や確認した内容も記載する。 

・ガイド等に準ずる場合，準ずる旨の記載だけでな

く，評価や確認した内容も記載する。 
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 4. 施設の詳細設計方針 

① 当該施設の基本設計方針及び要目表記載事項

に係る詳細設計方針を記載する。 

4. 施設の詳細設計方針 

① 当該施設の基本設計方針及び要目表記載事項

に係る詳細設計方針を記載する。 
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 ② 原則として，設計基準対象施設及び重大事故

等対処施設の設計方針を融合させた記載とする。 

② 原則として，設計基準対象施設及び重大事故

等対処施設の設計方針を融合させた記載とする。 
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 ③ 融合が困難な場合は，設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設の両方に共通する大枠の考え

方を記載した上で，それぞれ特徴的なものを個別

に記載する。 

③ 融合が困難な場合は，設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設の両方に共通する大枠の考え

方を記載した上で，それぞれ特徴的なものを個別

に記載する。 
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 ④ 「3. 評価」も考慮した上で，技術基準規則及

び解釈並びに設置許可基準規則を受けて設置変更

許可本文に記載している約束事項等の要求に対し

て，基本設計方針及び要目表の記載事項が適合し

ていることを記載する。 

④ 「3. 評価」も考慮した上で，技術基準規則及

び解釈並びに設置許可基準規則を受けて設置変更

許可本文に記載している約束事項等の要求に対し

て，基本設計方針及び要目表の記載事項が適合し

ていることを記載する。 
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 4. 施設の詳細設計方針(前項の続き) 

＜留意事項＞ 

・構造，仕様及び設置場所（取付位置）等，変更が

生じた際に性能に影響があると考えられるものは

記載する。 

4. 施設の詳細設計方針(前項の続き) 

＜留意事項＞ 

・構造，仕様及び設置場所（取付位置）等，変更が

生じた際に性能に影響があると考えられるもの

は記載する。 
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 別添 別紙 

① 設置変更許可時に作成した「まとめ資料」につ

いては，工事計画認可申請書の説明書類として添

付することの要否を検討する。必要と判断した場

合であっても，そのまま添付するのではなく，必要

な情報を整理した上で添付する。この時，原則とし

て文章部分は本文側に含ませ，図表のみを添付す

る。ただし，工事計画書本文を補足する上で全体を

別添 別紙 

① 設置変更許可時に作成した「まとめ資料」につ

いては，設計及び工事計画認可申請書の説明書類

として添付することの要否を検討する。必要と判

断した場合であっても，そのまま添付するのでは

なく，必要な情報を整理した上で添付する。この

時，原則として文章部分は本文側に含ませ，図表の

みを添付する。ただし，設計及び工事計画認可申請

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-6 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

添付する必要がある場合は，上記によらなくても

よいこととする。 

書本文を補足する上で全体を添付する必要がある

場合は，上記によらなくてもよいこととする。 
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 ② 別添を添付する場合は，原則として添付書類

本文の章立て等の説明のまとまり（最小単位）に対

して一つまでとし，別添番号を文章に溶け込ませ

てリンク先を明確にする※5。また，複数の別添が該

当する場合は，別添の構成を見直し，上記の原則に

従う。 

② 別添を添付する場合は，原則として添付書類

本文の章立て等の説明のまとまり（最小単位）に対

して一つまでとし，別添番号を文章に溶け込ませ

てリンク先を明確にする※3。また，複数の別添が該

当する場合は，別添の構成を見直し，上記の原則に

従う。 

 

 

 

・記載の適正化 
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 ③ 別紙として，評価に用いた計算機プログラム

（解析コード）についての説明を添付する。 

③ 別紙として，評価に用いた計算機プログラム

（解析コード）についての説明を添付する。 
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 ＜留意事項＞ 

・別添の中に，更に別紙や添付資料を付けるよう

な，多重階層的な構成は，極力避ける。 

 

※5：記載例 

（記載例） 

屋外に設置又は保管している重大事故等対処設備

は，全ての重大事故等対処設備を竜巻の影響を受

けることから竜巻の影響を考慮する施設として選

定する。 

屋外に設置する具体的な重大事故等対処設備につ

いては，Ⅴ⁻1-1-3 別添１「屋外に設置されている

重大事故等対処設備の抽出」に示す。 

 

 

 

＜留意事項＞ 

・別添の中に，更に別紙や添付資料を付けるよう

な，多重階層的な構成は，極力避ける。 

 

※3：記載例 

（記載例） 

屋外に設置又は保管している重大事故等対処設

備は，全ての重大事故等対処設備を竜巻の影響を

受けることから竜巻の影響を考慮する施設として

選定する。 

屋外に設置する具体的な重大事故等対処設備に

ついては，Ⅵ-1-1-3別添１「屋外に設置されてい

る重大事故等対処設備の抽出」に示す。 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 注記＊:書類全体の構成として，上記に示す標準的

なパターン以外に，「3. 評価」又は「4. 施設の詳

細設計方針」がないパターンや，分冊構成として詳

細に記載するパターンもあるため，添付書類で説

明する内容に応じて最適なパターンを選択するな

ど，柔軟に対応することとする。 

注記＊：書類全体の構成として，上記に示す標準的

なパターン以外に，「3. 評価」又は「4. 施設の詳

細設計方針」がないパターンや，分冊構成として詳

細に記載するパターンもあるため，添付書類で説

明する内容に応じて最適なパターンを選択するな

ど，柔軟に対応することとする。 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 ３．説明書固有の特記事項が含まれている作成要

領 

 説明書固有の特記事項が含まれている作成要領

については，以下に別紙として記載する。 

 

 3.1 別紙 1  設備別記載事項の設定根拠に関

する説明書の作成要領 

6.3 説明書固有の特記事項が含まれている作成

要領 

 説明書固有の特記事項が含まれている作成要領

については，以下に別紙として記載する。 

 

別紙 1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明

書の作成要領 

・記載の適正化 

 

 

 

 

33 
本文 

（6-6） 

  3.2 別紙 2 発電用原子炉の設置の許可との整

合性に関する説明書の作成要領 

別紙 2 発電用原子炉の設置の許可との整合性に

関する説明書の作成要領 

・記載の適正化 
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  3.3 別紙 3 柏崎刈羽６／７号機 強度に関す

る説明書の記載上の整理について 

別紙 3 柏崎刈羽 6 号機 強度に関する説明書の

記載上の整理について 

・記載の適正化 
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  3.4 別紙 4 柏崎刈羽６／７号機 耐震評価を

行っている各施設の工認添付書類記載上の整理に

ついて 

別紙 4 柏崎刈羽 6 号機 耐震評価を行っている

各施設の設工認添付書類記載上の整理に 

ついて 

・号機名称の違い 

・記載の適正化 
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 3.5 別紙 5 火災，自然現象，溢水，可搬評価に

係る強度・耐震評価の方針書及び計算書の作成要

領 

別紙 5 火災，自然現象，溢水，可搬評価に係る強

度・耐震評価の方針書及び計算書の作成要領 

・記載の適正化 
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 1. 概要 

本資料は，工事計画認可申請書に添付書類として

要求される「設備別記載事項の設定根拠に関する

説明書」（以下「設定根拠説明書」という。）の作成

にあたっての作成要領を示す。 

1. 概要 

本資料は，設計及び工事計画認可申請書（以下，「本

申請」という。）に添付書類として要求される「設

備別記載事項の設定根拠に関する説明書」（以下，

「設定根拠説明書」という。）の作成にあたっての

作成要領を示す。 

 

・記載の適正化 
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 2. 設定根拠説明書の位置付け 

工事計画認可申請を行うにあたり，実用発電用原

子炉の設置，運転等に関する規則（以下「実用炉規

則」という。）別表第二の上欄に掲げる種類に応じ

て，同表の下欄に掲げられる書類を添付する必要

があるが，そのうち発電用原子炉施設に共通の添

付書類として「設定根拠説明書」がある。 

 

2. 設定根拠説明書の位置付け 

本申請を行うにあたり，実用発電用原子炉の設置，

運転等に関する規則（以下「実用炉規則」という。）

別表第二の上欄に掲げる種類に応じて，同表の下

欄に掲げられる書類を添付する必要があるが，そ

のうち発電用原子炉施設に共通の添付書類として

「設定根拠説明書」がある。 

 

・記載の適正化 
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 この設定根拠説明書の記載内容は，別表第二の中

欄に記載される設備別記載事項のうち以下に示す

この設定根拠説明書の記載内容は，別表第二の中

欄に記載される設備別記載事項のうち以下に示す
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-8 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

別表第二の下欄の項目について，要目表に記載す

る機器等が通常運転時，設計基準事故時，重大事故

等時等に機能を要求される状況で所要の機能を発

揮するための設計条件の設定根拠に関して記載

し，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

への適合性を説明する書類としている。 

別表第二の下欄の項目について，要目表に記載す

る機器等が通常運転時，設計基準事故時，重大事故

等時等に機能を要求される状況で所要の機能を発

揮するための設計条件の設定根拠に関して記載

し，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

への適合性を説明する書類としている。 
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 容量又は注入速度，最高使用圧力，最高使用温度，

個数，再結合効率，加熱面積，伝熱面積，揚程又は

吐出圧力，原動機の出力，外径，閉止時間，漏えい

率，制限流量，落下速度，駆動速度及び挿入時間，

効率，吹出圧力，慣性定数，回転速度半減時間，慣

性モーメント，設定破裂圧力並びに設計温度 

容量又は注入速度，最高使用圧力，最高使用温度，

個数，再結合効率，加熱面積，伝熱面積，揚程又は

吐出圧力，原動機の出力，外径，閉止時間，漏えい

率，制限流量，落下速度，駆動速度及び挿入時間，

効率，吹出圧力，慣性定数，回転速度半減時間，慣

性モーメント，設定破裂圧力並びに設計温度 
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 また，基本設計方針にのみ記載する機器等につい

ても，当該機器等の主たる機能に係る仕様（容量，

最高使用圧力，最高使用温度，個数等）について，

「3. 工事計画認可申請における基本設計方針の

作成要領(別紙 4)」の「基本設計方針に記載すべき

機器仕様及び設定根拠に関する説明書作成対象設

備 選定フロー」に従い抽出し，設定根拠説明書の

別添 1で「技術基準要求機器リスト」を作成する。

選定された設備について，設定根拠書を作成する

設備は，別添 2に「設定根拠説明書(別添)」として

仕様設定根拠を記載する。 

また，基本設計方針にのみ記載する機器等につい

ても，当該機器等の主たる機能に係る仕様（容量，

最高使用圧力，最高使用温度，個数等）について，

「3. 設計及び工事の計画認可申請における基本

設計方針の作成要領(別紙 4)」の「基本設計方針に

記載すべき機器仕様及び設定根拠に関する説明書

作成対象設備 選定フロー」に従い抽出し，設定根

拠説明書の別添 1で「技術基準要求機器リスト」を

作成する。選定された設備について，設定根拠書を

作成する設備は，別添 2に「設定根拠に関する説明

書(別添)」として仕様設定根拠を記載する。 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 ３. 設定根拠説明書の構成 

設定根拠説明書は，別表第二で規定される施設区

分ごとに作成し，その施設区分ごとに各設備をま

とめて作成するものとし，構成は下記とする。 

3.1 表 紙 

 3.2 目 次 

 3.3 各設定値に対するその根拠についての説明 

3. 設定根拠説明書の構成 

設定根拠説明書は，別表第二で規定される施設区

分ごとに作成し，その施設区分ごとに各設備をま

とめて作成するものとし，構成は下記とする。 

3.1 表 紙 

 3.2 目 次 

 3.3 各設定値に対するその根拠についての説明 
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 4. 設定根拠説明書の作成方針 

設定根拠説明書の作成にあたり設備共通部分の作

4. 設定根拠説明書の作成方針 

設定根拠説明書の作成にあたり設備共通部分の作
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

成方針を以下に示す。設定根拠説明書は要目表の

記載に併せて，1設備につき「一つ」とする。 

なお，個別設備の作成方針は「7. 設定根拠説明の

対象項目と作成方針」にて記載する。 

成方針を以下に示す。設定根拠説明書は要目表の

記載に併せて，1設備につき「一つ」とする。 

なお，個別設備の作成方針は「7. 設定根拠説明の

対象項目と作成方針」にて記載する。 
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 4.1 記載順序 

各設定根拠説明書の記載の順序は，実用炉規則別

表第二中欄の記載順序に準拠し，以下の順とす

る。 

 

(1) 装置類（以下の設備に属さない設備） 

(2) 熱交換器 

(3) ポンプ 

(4) 容器（ガスボンベを含む） 

(5) 貯蔵槽 

(6) ろ過装置 

(7) 安全弁及び逃がし弁 

(8) 主要弁 

(9) 主配管 

(10) 再結合装置並びに電熱器 

(11) 送風機 

(12) 排風機 

(13) フィルタ 

4.1 記載順序 

各設定根拠説明書の記載の順序は，実用炉規則別

表第二中欄の記載順序に準拠し，以下の順とする。 

 

 

  (1) 装置類（以下の設備に属さない設備） 

  (2) 熱交換器 

  (3) ポンプ 

  (4) 容器（ガスボンベを含む） 

  (5) 貯蔵槽 

  (6) ろ過装置 

  (7) 安全弁及び逃がし弁 

  (8) 主要弁 

  (9) 主配管 

  (10) 再結合装置並びに電熱器 

  (11) 送風機 

  (12) 排風機 

  (13) フィルタ 
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 4.2 技術基準規則第五条又は第十二条の変更の

みで申請対象となる設備 

(1) 技術基準規則第五条変更に伴う申請対象設

備 

既存の設備であり，技術基準規則第五条変更に伴

う申請対象設備として，新たな耐震 Sクラス設備，

共振のおそれのある耐震 B クラス設備の記載の適

正化として，要目表を作成する設備については，設

定根拠説明書を作成しない。 

4.2 技術基準規則第五条又は第十二条の変更の

みで申請対象となる設備 

(1) 技術基準規則第五条変更に伴う申請対象設

備 

既存の設備であり，技術基準規則第五条変更に伴

う申請対象設備として，新たな耐震Sクラス設備，

共振のおそれのある耐震Bクラス設備の記載の適

正化として，要目表を作成する設備については，設

定根拠説明書を作成しない。 
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 (2) 技術基準規則第十二条変更に伴う申請対象

設備 

(2) 技術基準規則第十二条変更に伴う申請対象

設備 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-10 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

既設設備であり，技術基準規則第十二条変更に伴

う申請対象設備として，溢水防護上の配慮が必要

な高さの記載の適正化として，要目表を作成する

設備については設定根拠説明書を作成しない。 

既設設備であり，技術基準規則第十二条変更に伴

う申請対象設備として，溢水防護上の配慮が必要

な高さの記載の適正化として，要目表を作成する

設備については設定根拠説明書を作成しない。 
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4.3 号機間で共用する場合 

号機間で共用する設備のうち，柏崎刈羽第 7号機

（以下，7号機という。）の技術基準規則適合性に

必要な設備は 7号機にて設定根拠説明書を作成す

る。 

4.3 号機間で共用する場合 

号機間で共用する設備のうち，柏崎刈羽第 6号機

（以下，6号機という。）の技術基準規則適合性に

必要な設備は 6号機にて設定根拠説明書を作成す

る。 

 

・号機名称の違い 
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 4.4 設計基準対象施設と重大事故等対処設備を

兼用する場合 

複数の設備(系統)区分の機能を持つ設備で，設計

基準対象施設と重大事故等対処設備の両方の機能

を持つものは，要目表の記載に併せて，設計基準対

象施設の設備(系統)区分にて設定根拠説明書を作

成する。記載にあたっては，設備(系統)区分ごとに

内容を記載する。 

4.4 設計基準対象施設と重大事故等対処設備を

兼用する場合 

複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備で，設計

基準対象施設と重大事故等対処設備の両方の機能

を持つものは，要目表の記載に併せて，設計基準対

象施設の設備（系統）区分にて設定根拠説明書を作

成する。記載にあたっては，設備（系統）区分ごと

に内容を記載する。 
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 4.5 重大事故等対処設備として複数の設備(系

統)区分で兼用する場合 

重大事故等対処設備の機能のみを持つ設備で，複

数の設備(系統)区分の機能を持つものは，要目表

の記載に併せて，一つの設備(系統)区分にて設定

根拠説明書を作成する。記載にあたっては，設備

(系統)区分ごとに内容を記載する。 

4.5 重大事故等対処設備として複数の設備（系

統）区分で兼用する場合 

重大事故等対処設備の機能のみを持つ設備で，複

数の設備（系統）区分の機能を持つものは，要目表

の記載に併せて，一つの設備（系統）区分にて設定

根拠説明書を作成する。記載にあたっては，設備

（系統）区分ごとに内容を記載する。 
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 4.6 概要説明 

各設備の設定根拠説明書の冒頭で，概要説明とし

て以下の内容を記載する。 

(1) 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として以下の内容を記載する。

既工事計画書において，既に設定根拠説明書を作

成している設備については，その設定根拠説明書

4.6 概要説明 

各設備の設定根拠説明書の冒頭で，概要説明とし

て以下の内容を記載する。 

(1) 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として以下の内容を記載する。

既工事計画書において，既に設定根拠説明書を作

成している設備については，その設定根拠説明書
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-11 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

を呼込む。 

 

を呼込む。 
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 なお，記載については最新プラントの記載内容を

基本とし，柏崎刈羽 6，7号機のプラント設計に合

わせた設計方針を記載する。 

a. 設計基準対象施設として，各設備について要

求される機能（設備仕様を設定する際の条件等）を

記載する。 

なお，記載については最新プラントの記載内容を

基本とし，柏崎刈羽6，7号機のプラント設計に合わ

せた設計方針を記載する。 

a. 設計基準対象施設として，各設備について要

求される機能（設備仕様を設定する際の条件

等）を記載する。 
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 (2) 重大事故等対処設備 

a. 原則，各設備に要求されている技術基準規則

の各条文の要求事項を記載する。 

(2) 重大事故等対処設備 

a. 原則，各設備に要求されている技術基準規則

の各条文の要求事項を記載する。 
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 各設備に要求されている条文は，設置変更許可申

請書の「重大事故等対処設備の設備分類等」にて分

類している実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈（設

置許可基準規則）の各条文に対応する技術基準規

則の条文とする。 

 各設備に要求されている条文は，設置変更許可

申請書の「重大事故等対処設備の設備分類等」にて

分類している実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈

（設置許可基準規則）の各条文に対応する技術基

準規則の条文とする。 
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 b. 上記要求事項に対して，要求される機能を満

足する上で，必要な系統構成等を記載する。 

b. 上記要求事項に対して，要求される機能を満

足する上で，必要な系統構成等を記載する。 
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 系統構成等を記載するにあたっては，原則，基本設

計方針に記載する機能喪失を想定する設備，使用

する設備，系統構成等を記載する。複数の条文に対

して，系統構成等が同じである場合は，まとめて記

載するが，記載項目が多岐に亘る場合には，箇条書

きで記載する。 

 系統構成等を記載するにあたっては，原則，基本

設計方針に記載する機能喪失を想定する設備，使

用する設備，系統構成等を記載する。複数の条文に

対して，系統構成等が同じである場合は，まとめて

記載するが，記載項目が多岐に亘る場合には，箇条

書きで記載する。 
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 (3) 配管 

配管については設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備の系統概略を記載する。 

(3) 配管 

配管については設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備の系統概略を記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-12 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

（6-11） 重大事故等時に設計基準対象施設の一部を流路と

して使用する設備については設計基準対象施設及

び重大事故等対処設備の系統概略を記載する。 

重大事故等時に設計基準対象施設の一部を流路と

して使用する設備については設計基準対象施設及

び重大事故等対処設備の系統概略を記載する。 

58 
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 5. 設定根拠説明書内で記載する「同様の使用方

法」の定義 

設計基準対象施設として使用する設備を重大事故

等時においても使用する場合の設定根拠説明書内

に記載する「設計基準対象施設と同様の使用方法」

とは，各設備の記載内容（容量，圧力，温度等）の

うち，設計基準対象施設として使用する場合の設

計条件と変わらない場合（注）に使用する。 

5. 設定根拠説明書内で記載する「同様の使用方

法」の定義 

設計基準対象施設として使用する設備を重大事故

等時においても使用する場合の設定根拠説明書内

に記載する「設計基準対象施設と同様の使用方法」

とは，各設備の記載内容（容量，圧力，温度等）の

うち，設計基準対象施設として使用する場合の設

計条件と変わらない場合（注）に使用する。 
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 ただし，対象配管の上流に当該設備の設定の根拠

となる設備（冷却器，ポンプ等）がある場合には，

その設備の重大事故等時における使用圧力，使用

温度を基に配管の重大事故等時の根拠を記載す

る。 

ただし，対象配管の上流に当該設備の設定の根拠

となる設備（冷却器，ポンプ等）がある場合には，

その設備の重大事故等時における使用圧力，使用

温度を基に配管の重大事故等時の根拠を記載す

る。 
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 （注）重大事故等時の条件が設計基準対象施設の

設計段階にて基とした条件（系統構成，流体の種類

等）と同じ。 

（注）重大事故等時の条件が設計基準対象施設の

設計段階にて基とした条件（系統構成，流体の種

類等）と同じ。 
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 6. 重大事故等時に使用する場合の圧力及び温度

について 

重大事故等対処設備については，重大事故等時に

おいて使用する場合の圧力及び温度に関して記載

することから，施設区分の冒頭の設定根拠の最高

使用圧力及び最高使用温度の項目にて注記を付記

し，重大事故等時において使用する場合の圧力及

び温度であることを記載した上で，以降省略する

旨を記載する。 

6. 重大事故等時に使用する場合の圧力及び温度

について 

重大事故等対処設備については，重大事故等時に

おいて使用する場合の圧力及び温度に関して記載

することから，施設区分の冒頭の設定根拠の最高

使用圧力及び最高使用温度の項目にて注記を付記

し，重大事故等時において使用する場合の圧力及

び温度であることを記載した上で，以降省略する

旨を記載する。 
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 7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針 

7.1 共通設備の作成方針 

熱交換器 

7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針 

7.1 共通設備の作成方針 

熱交換器 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-13 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

容量 

kW/個 

・容量（交換熱量）を設定した条件とそのときの

必要容量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その

設定根拠を記載する。 

・新設設備について，複数の容量の合計にて容量

が設定されている場合は，容量の内訳を記載す

る。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工事

計画書本文に記載している容量にて技術基準規

則に適合していることを使用前検査にて確認し

ていることから，設計段階にて評価した容量の

内訳は記載しない。その場合，施設時と系統構

成を含めて変わらないことを記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

容量 

MW/個 

・容量（交換熱量）を設定した条件とそのときの必

要容量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その設

定根拠を記載する。 

・新設設備について，複数の容量の合計にて容量が

設定されている場合は，容量の内訳を記載する。 

 

・既工事計画書対象の既設設備については，本申請

の本文に記載している容量にて技術基準規則に

適合していることを使用前検査にて確認してい

ることから，設計段階にて評価した容量の内訳

は記載しない。その場合，施設時と系統構成を含

めて変わらないことを記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 伝熱面積 

m2 

・容量（交換熱量）を満たすのに必要な伝熱面積

の算出方法の概要及び算出結果を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

伝熱面積 

m2/個 

・容量（交換熱量）を満たすのに必要な伝熱面積の

算出方法の概要及び算出結果を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

・記載の適正化 
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 最高使用圧力（管側） 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

最高使用圧力（管側） 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの

圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

 

 

 

 

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023年 10月 4日 

 

先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-14 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 
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 最高使用圧力（胴側） 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

最高使用圧力（胴側） 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの

圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

 

 

 

 

 

66 
別紙１ 

（6-14） 

 最高使用温度（管側） 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

最高使用温度（管側） 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 
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 最高使用温度（胴側） 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの

最高使用温度（胴側） 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-15 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

 

 

68 
別紙１ 

（6-15） 

 個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

69 
別紙１ 

（6-16） 

 ポンプ 

容量 

m3/h/個 

・ポンプ容量を設定した条件とそのときの必要容

量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その

設定根拠を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・新設設備について，複数の容量の合計にて容量

が設定されている場合は，容量の内訳を記載す

る。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工事

計画書本文に記載している容量にて技術基準規

則に適合していることを使用前検査にて確認し

ていることから，設計段階にて評価した容量の

ポンプ 

容量 

m3/h/個 

・ポンプ容量を設定した条件とそのときの必要容

量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その設

定根拠を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・新設設備について，複数の容量の合計にて容量が

設定されている場合は，容量の内訳を記載する。 

 

・既工事計画書対象の既設設備については，本申請

の本文に記載している容量にて技術基準規則に

適合していることを使用前検査にて確認してい

ることから，設計段階にて評価した容量の内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-16 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

内訳は記載しない。その場合，施設時と系統構

成を含めて変わらないことを記載する。 

・重大事故シーケンスにおいて，解析条件として使

用されている設備については，主要なシーケン

スを記載し，有効性評価解析にてその容量の有

効性が確認されている旨を記載する。 

は記載しない。その場合，施設時と系統構成を含

めて変わらないことを記載する。 

・重大事故シーケンスにおいて，解析条件として使

用されている設備については，主要なシーケン

スを記載し，有効性評価解析にてその容量の有

効性が確認されている旨を記載する。 

70 
別紙１ 

（6-16） 

 揚程又は吐出圧力 

m，MPa 

・新設設備について，揚程の内訳である，水源と

移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管圧損

（ホース，弁圧損を含む）について記載する。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工事

計画書本文に記載している揚程にて技術基準規

則に適合していることを使用前検査にて確認し

ていることから，設計段階にて評価した揚程の

内訳は記載しない。その場合，施設時と系統構

成を含めて変わらないことを記載する。なお，

新たに工事計画書対象となる既設設備について

は，新設設備と同様に揚程の内訳を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

揚程又は吐出圧力 

m，MPa 

・新設設備について，揚程の内訳である，水源と移

送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管圧損（ホー

ス，弁圧損を含む）について記載する。 

・既工事計画書対象の既設設備については，本申請

の本文に記載している揚程にて技術基準規則に適

合していることを使用前検査にて確認しているこ

とから，設計段階にて評価した揚程の内訳は記載

しない。その場合，施設時と系統構成を含めて変わ

らないことを記載する。なお，新たに本申請の対象

となる既設設備については，新設設備と同様に揚

程の内訳を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・記載の適正化 

71 
別紙１ 

（6-16） 

 原動機出力 

kW/個 

・原動機出力の設定根拠を記載する。なお，新設設

備及び，新たに工事計画書対象となる既設設備に

ついては，原則，ポンプの最大流量又は定格流量に

おける必要軸動力の計算過程を示す。 

原動機出力 

kW/個 

・原動機出力の設定根拠を記載する。なお，新設設

備及び，新たに本申請の対象となる既設設備に

ついては，原則，ポンプの最大流量又は定格流量

における必要軸動力の計算過程を示す。 

 

 

 

・記載の適正化 

72 
別紙１ 

（6-17） 

 最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの

圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-17 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

73 
別紙１ 

（6-17） 

 最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

 

 

 

 

74 
別紙１ 

（6-17） 

 個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 

・原動機の個数について，ポンプと電動機が一体の

場合には，「○○ポンプ（電動機含む）は，…」

と明記する。なお，ポンプと電動機が一体でない

場合は個別に個数を記載する。 

個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

・原動機の個数について，ポンプと電動機が一体の

場合には，「○○ポンプ（電動機含む）は，…」と

明記する。なお，ポンプと電動機が一体でない場合

は個別に個数を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
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（6-18） 

 容器 容量 m3/個 ℓ/個  

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載す

容器 容量 m3/個 ℓ/個 ℓ 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載す
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-18 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

る。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その

設定根拠を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・新設について，複数の容量の合計にて容量が設

定されている場合は，容量の内訳を記載する。 

・既設設備について，工事計画書本文に記載して

いる容量にて技術基準規則に適合していること

を使用前検査にて確認していることから，設計

段階にて評価した容量の内訳は記載しない。 

・重大事故シーケンスにおいて，解析条件として使

用されている設備については，主要なシーケン

スを記載し，有効性評価解析にてその容量の有

効性が確認されている旨を記載する。 

る。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その

設定根拠を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・新設について，複数の容量の合計にて容量が設

定されている場合は，容量の内訳を記載する。 

・既設設備について，本申請の本文に記載してい

る容量にて技術基準規則に適合していることを使

用前検査にて確認していることから，設計段階に

て評価した容量の内訳は記載しない。 

・重大事故シーケンスにおいて，解析条件として

使用されている設備については，主要なシーケン

スを記載し，有効性評価解析にてその容量の有効

性が確認されている旨を記載する。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

76 
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 最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る 

最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの

圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

 

 

 

 

 

77 
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（6-19） 

 最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-19 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

78 
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 個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 
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 貯蔵槽 

容量 

m3/個 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載す

る。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

貯蔵槽 

容量 

m3/個 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 
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別紙１ 

（6-20） 

 最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの

圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-20 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

81 
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（6-20） 

 最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 
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 ろ過装置 容量 m3/個 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載す

る。 

・複数の容量の合計にて容量が設定されている場

合は，容量の内訳を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

ろ過装置 容量 m3/h/個 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載する。 

・複数の容量の合計にて容量が設定されている場

合は，容量の内訳を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-21 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

84 
別紙１ 

（6-21） 

 最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの

圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 
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 最高使用温度℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-22 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

87 
別紙１ 

（6-22） 

 安全弁 逃がし弁 吹出圧力 MPa 

・吹出圧力の設定根拠について記載する。なお，上・

下流設備，配管の最高使用圧力に準じている場

合はその旨を記載し，互いに呼込まないよう留

意する。 

安全弁 逃がし弁 吹出圧力 MPa 

・吹出圧力の設定根拠について記載する。なお，上・

下流設備，配管の最高使用圧力に準じている場

合はその旨を記載し，互いに呼込まないよう留

意する。 

 

 

88 
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（6-22） 

 個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 
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（6-23） 

 主要弁 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用圧力と重大事

故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

主要弁 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの

圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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（6-23） 

 最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-23 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備に

ついては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 
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（6-24） 

 主配管 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのとき

の圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

主配管 

最高使用圧力 MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの

圧力を示した上で，最高使用圧力の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-24 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

・複数の最高使用圧力を設定する配管のうち，それ

ぞれの設定根拠に明確な差異がない場合は，前

段で複数設定する根拠を記載する。 

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等

時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

・複数の最高使用圧力を設定する配管のうち，それ

ぞれの設定根拠に明確な差異がない場合は，前

段で複数設定する根拠を記載する。 

93 
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（6-24） 

 最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのとき

の温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠

を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に

準じる場合は，上流側の機器を基本とし，下流

側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠と

する理由を記載するとともに，互いに呼込まな

いよう留意する。また，複数の系統構成がある

場合は，その旨を記載し，どの系統を根拠とし

ているか記載する。 

・設計基準事故対象施設の最高使用温度と重大事

故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記

載する。 

・複数の最高使用温度を設定する配管のうち，それ

ぞれの設定根拠に明確な差異がない場合は，前

段で複数設定する根拠を記載する。 

最高使用温度 ℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの

温度を示した上で，最高使用温度の設定根拠を

記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じ

る場合は，上流側の機器を基本とし，下流側の機

器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理

由を記載するとともに，互いに呼込まないよう

留意する。また，複数の系統構成がある場合は，

その旨を記載し，どの系統を根拠としているか

記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等

時の使用温度が異なる場合は，それぞれ記載す

る。 

・複数の最高使用温度を設定する配管のうち，それ

ぞれの設定根拠に明確な差異がない場合は，前

段で複数設定する根拠を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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（6-25） 

 外径 

mm 

・重大事故等対処設備として新たに設置した配管

については，当該配管における流量を示し，そ

の流量と配管外径及び標準流速における流量の

関係の表から最小配管呼び径が選定され，当該

外径 

mm 

・重大事故等対処設備として新たに設置した配管

については，当該配管における流量を示し，その

流量と配管外径及び標準流速における流量の関

係の表から最小配管呼び径が選定され，当該配
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-25 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

配管の外径が最小配管呼び径以上であることを

記載する。 

（原則として記載例⑩に倣い記載） 

・設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

使用する配管であって，設計基準対象施設とし

て使用する場合と流量が変わらない又は設計基

準対象施設と同様の使用方法である旨を記載

し，標準流速表は省略する。なお，標準流速を

超えて使用する場合については問題ない旨を記

載する。 

・なお，標準流速を超えて使用する場合について

は問題ない旨を記載する。 

・ホース類は，重大事故等時の可搬性，接続性等を

考慮して選定していることを記載する。 

・差込み継手の内径は，標準流速を基に計を選定し

ない為，原則とし記載しない。 

管の外径が最小配管呼び径以上であることを記

載する。 

 （原則として記載例⑩に倣い記載） 

・設計基準対象施設を重大事故等対処設備として

使用する配管であって，設計基準対象施設とし

て使用する場合と流量が変わらない又は設計基

準対象施設と同様の使用方法である旨を記載

し，標準流速表は省略する。なお，標準流速を超

えて使用する場合については問題ない旨を記載

する。（原則として記載例⑩に倣い記載） 

・なお，標準流速を超えて使用する場合については

問題ない旨を記載する。 

・ホース類は，重大事故等時の可搬性，接続性等を

考慮して選定していることを記載する。 

・差込み継手の内径は，標準流速を基に計を選定し

ない為，原則とし記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 個数 

－ 

・可搬型設備の保有数を記載する。 

個数 

－ 

・可搬型設備の保有数を記載する。 
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 送（排）風機 

容量 

m3/min 

・送（排）風機容量を設定した条件とそのときの必

要容量を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

送（排）風機 

容量 

m3/min 

・送（排）風機容量を設定した条件とそのときの必

要容量を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 
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 原動機出力 

kW/個 

・原動機出力の設定根拠を記載する。 

なお，新設設備及び新たに工事計画書対象となる

既設設備については，原則，送（排）風機の最大風

量又は定格風量における必要軸動力の計算過程を

示す。 

原動機出力 

kW/個 

・原動機出力の設定根拠を記載する。 

なお，新設設備及び新たに工事計画書対象となる

既設設備については，原則，送（排）風機の最大

風量又は定格風量における必要軸動力の計算過

程を示す。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-26 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根

拠を記載する。 

・原動機の個数について，送（排）風機と電動機

が一体の場合には，「○○送（排）風機（電動機

含む）は，…」と明記する。なお，送（排）風機

と電動機が一体でない場合は個別に個数を記載す

る。 

個数 － 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

・原動機の個数について，送（排）風機と電動機が

一体の場合には，「○○送（排）風機（電動機含む）

は，…」と明記する。なお，送（排）風機と電動機

が一体でない場合は個別に個数を記載する。 
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 フィルタ 

効率 

％ 

・効率の設定根拠を記載する。 

フィルタ 

効率 

％ 

・効率の設定根拠を記載する。 
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 個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 

個数 

－ 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備につ

いては保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用

している設備については，それぞれの個数の根拠

を記載する。 
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 7.2 重大事故等時に流路として使用する設備 

(1) 重大事故等時に設計基準対象施設の一部を

流路として使用する設備については，重大事故等

時の流路として設定根拠説明書を作成する。作成

にあたっては，重大事故等時に設計基準対象施設

としての機能を使用せず，流路としてのみ使用す

ることから，設定根拠の説明としては，流路として

の機能に係る項目（最高使用圧力，最高使用温度，

個数）の設定根拠のみを記載する。なお，その他の

項目については「－」とする。  

7.2 重大事故等時に流路として使用する設備 

(1) 重大事故等時に設計基準対象施設の一部を

流路として使用する設備については，重大事故等

時の流路として設定根拠説明書を作成する。作成

にあたっては，重大事故等時に設計基準対象施設

としての機能を使用せず，流路としてのみ使用す

ることから，設定根拠の説明としては，流路として

の機能に係る項目（最高使用圧力，最高使用温度，

個数）の設定根拠のみを記載する。なお，その他の

項目については「―」とする。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-27 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

102 
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（6-27） 

 ８．記載例 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の記載

例を以下に示す。 

8．記載例 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の記載

例を以下に示す。 

 

103 

別紙１ 

（6-28 

～6-43） 

 

 
 

例として代表ページを記載。 
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（6-44） 

 1. 概要 

本説明書は，設計及び工事の計画に添付書類

として要求される「発電用原子炉の設置の許可と

の整合性に関する説明書」（以下「説明書」という

。）の作成に当たっての作成要領を示す。 

 

1. 概要 

本説明書は，設計及び工事の計画に添付書類とし

て要求される「発電用原子炉の設置の許可との整

合性に関する説明書」（以下「説明書」という。）の

作成に当たっての作成要領を示す。 

 

 

105 
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（6-44） 

 2. 基本方針 

設計及び工事の計画が，設置変更許可申請書の基

本方針に従った詳細設計であることを設置変更許

可申請書との整合性により説明する。 

設置変更許可申請書との整合性は，設置変更許可

申請書「本文（五号）」（以下「本文（五号）」とい

う。）及び設置変更許可申請書「本文（十一号）」（

以下「本文（十一号）」という。）と工事の計画のう

ち「基本設計方針」，「機器等の仕様に関する記載事

項」（以下「要目表」という。）及び「設計及び工事

に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認

品質管理計画」という。）について説明するととも

に，設置変更許可申請書「本文（十号）」（以下「本

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が，設置変更許可申請書の基

本方針に従った詳細設計であることを設置変更許

可申請書との整合性により説明する。 

設置変更許可申請書との整合性は，設置変更許可

申請書「本文（五号）」（以下「本文（五号）」とい

う。）及び設置変更許可申請書「本文（十一号）」（以

下「本文（十一号）」という。）と工事の計画のうち

「基本設計方針」，「機器等の仕様に関する記載事

項」（以下「要目表」という。）及び「設計及び工事

に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認

品質管理計画」という。）について説明するととも

に，設置変更許可申請書「本文（十号）」（以下「本
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-28 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

文（十号）」という。）に記載する解析条件について

も整合性を説明する。また，設置変更許可申請書「

添付書類八」（以下「添付書類八」という。）のうち

本文（五号）に係る設備設計を記載している箇所に

ついては，本文（五号）の関連情報として記載する

【例1】。 

 

 

文（十号）」という。）に記載する解析条件について

も整合性を説明する。また，設置変更許可申請書

「添付書類八」（以下「添付書類八」という。）のう

ち本文（五号）に係る設備設計を記載している箇所

については，本文（五号）の関連情報として記載す

る【例 1】。 
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（6-44） 

 本説明書は，本工事計画の申請範囲に対する許

可との整合性を示す説明書であるため，申請範囲

外に関する設計及び工事の計画は記載しない。 

本説明書は，本工事計画の申請範囲に対する許可

との整合性を示す説明書であるため，申請範囲外

に関する設計及び工事の計画は記載しない。 

 

107 

別紙２ 

（6-44 

～6-45） 

 3. 説明書の構成 

(1) 説明書の基本的な構成は，下記のとおりとす

る。 

「発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との

整合性に関する説明書」 

   ・表紙 

   ・目次 

   ・概要 

   ・基本方針 

   ・記載の基本事項 

   ・発電用原子炉の設置の許可との整合性 

 

「発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号）

）との整合性に関する説明書」 

   ・表紙 

   ・目次 

   ・概要 

   ・基本方針 

   ・記載の基本事項 

3. 説明書の構成 

 (1) 説明書の基本的な構成は，下記のとおりと

する。 

「発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との

整合性に関する説明書」 

・表紙 

・目次 

・概要 

・基本方針 

・記載の基本事項 

・発電用原子炉の設置の許可との整合性 

 

「発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号））と

の整合性に関する説明書」 

・表紙 

・目次 

・概要 

・基本方針 

・記載の基本事項 

・発電用原子炉の設置の許可との整合性 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-29 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

   ・発電用原子炉の設置の許可との整合性 

108 
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（6-45） 

 (2) 「発電用原子炉の設置の許可（本文（五号

））との整合性に関する説明書」内の文書構成は

，本文（五号）に記載された順とする【例2】。 

また，様式は比較表形式とし，左欄から「設置変更

許可申請書（本文（五号））」，「設置変更許可申請書

（添付書類八） 該当事項」，「設計及び工事の計画 

該当事項」，「整合性」及び「備考」を記載する。な

お，本文（十号）については，「設置変更許可申請

書（本文（五号））」内の該当箇所に挿入する【例3

】。 

 

(2) 「発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））

との整合性に関する説明書」内の文書構成は，本文

（五号）に記載された順とする【例 2】。 

また，様式は比較表形式とし，左欄から「設置変更

許可申請書（本文（五号））」，「設置変更許可申請書

（添付書類八） 該当事項」，「設計及び工事の計画 

該当事項」，「整合性」及び「備考」を記載する。 

なお，本文（十号）については，「設置変更許可申

請書（本文（五号））」内の該当箇所に挿入する【例

3】。 
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（6-45） 

 「設計及び工事の計画 該当事項」に基本設計方

針を記載する場合は，施設区分，該当番号及び表題

を記載し，基本設計方針であることも記載する【例

4】。 

さらに基本設計方針が共通項目の場合にはその旨

も記載する【例5】。また，要目表を記載する場合は

，施設区分を記載し，要目表であることも記載する

【例6】。 

 

「設計及び工事の計画 該当事項」に基本設計方

針を記載する場合は，施設区分，該当番号及び表題

を記載し，基本設計方針であることも記載する【例

4】。 

さらに基本設計方針が共通項目の場合にはその旨

も記載する【例 5】。また，要目表を記載する場合

は，施設区分を記載し，要目表であることも記載す

る【例 6】。 
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 本文（五号）と工事の計画との整合性確認について

は，本文（五号）と同等の「設計及び工事の計画 該

当事項」の記載箇所に実線のアンダーラインを引

く【例7】。 

また，記載が異なる箇所には破線のアンダーライ

ンを引き，「設計及び工事の計画 該当事項」が「

設置変更許可申請書（本文（五号））」と整合してい

ることを「整合性」欄に記載する【例8】。 

 

 

本文（五号）と工事の計画との整合性確認について

は，本文（五号）と同等の「設計及び工事の計画 該

当事項」の記載箇所に実線のアンダーラインを引

く【例 7】。 

また，記載が異なる箇所には破線のアンダーライ

ンを引き，「設計及び工事の計画 該当事項」が「設

置変更許可申請書（本文（五号））」と整合している

ことを「整合性」欄に記載する【例 8】。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-30 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 整合性の結果については，「整合性」欄に「設置変更

許可申請書（本文（五号））」各項目（イ，ロ，ハ，

……）の冒頭で整合結果を総括して記載する【例9

】。 

本文（十号）との整合性に関する補足説明は，一重

枠囲みにより記載する【例10】。 

また，本文（五号）との整合性に関する補足説明は

，原則として「整合性」欄に記載することとするが

，欄外に記載する場合は別途，二重枠囲みにより記

載する【例11】。 

なお，整合性を説明する記載の例は表 1のとおりと

する。 

整合性の結果については，「整合性」欄に「設置変

更許可申請書（本文（五号））」各項目（イ，ロ，ハ，

……）の冒頭で整合結果を総括して記載する【例

9】。 

本文（十号）との整合性に関する補足説明は，一重

枠囲みにより記載する【例 10】。 

また，本文（五号）との整合性に関する補足説明は，

原則として「整合性」欄に記載することとするが，

欄外に記載する場合は別途，二重枠囲みにより記

載する【例 11】。 

なお，整合性を説明する記載の例は表 1 のとおり

とする。 
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 設備の兼用について整合性を説明する場合，「設計

及び工事の計画 該当事項」の欄には兼用してい

る設備の主登録先の要目表等を記載し，本文（五

号）の兼用記載との整合性を示す【例 12】。 

 

設備の兼用について整合性を説明する場合，「設計

及び工事の計画 該当事項」の欄には兼用してい

る設備の主登録先の要目表等を記載し，本文（五

号）の兼用記載との整合性を示す【例 12】。 
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 (6) その他 

その他，以下のとおりに記載する。 

・基本設計方針又は添付書類八の段落の一部を抜

粋する場合，「＜中略＞」と記載して抜粋であるこ

とを明示する【例13】。 

・説明書中の他の箇所を指す場合は，本文（五号）

の項目をアドレスとして表示する【例14】。（例：設

置変更許可申請書（本文（五号））「イ．(3)b．（c）

重大事故等対処設備」に示す。） 

・整合性を説明するために，記載箇所を明示する 

必要がある場合又は同じ段落に複数の説明箇所が

ある場合等は，該当箇所に番号を付記する【例15】。

（例：ロ-①） 

・添付書類八については，「設計及び工事の計画 

該当事項」にアンダーラインを引いた箇所につい

て，同等の記載箇所には実線，記載が異なる箇所に

 

その他，以下のとおりに記載する。 

・基本設計方針又は添付書類八の段落の一部を抜

粋する場合，「＜中略＞」と記載して抜粋であるこ

とを明示する【例 13】。 

・説明書中の他の箇所を指す場合は，本文（五号）

の項目をアドレスとして表示する【例 14】。（例：

設置変更許可申請書（本文（五号））「イ．(3)b．（c）

重大事故等対処設備」に示す。） 

・整合性を説明するために，記載箇所を明示する 

必要がある場合又は同じ段落に複数の説明箇所が

ある場合等は，該当箇所に番号を付記する【例 15】。

（例：ロ-①） 

・添付書類八については，「設計及び工事の計画 

該当事項」にアンダーラインを引いた箇所につい

て，同等の記載箇所には実線，記載が異なる箇所に

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-31 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

は破線のアンダーラインを引いて明示する【例

16】。 

 

 

(3) 「発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号

））との整合性に関する説明書」内の文書構成は，

「本文（十一号）」に記載された順とする【例26】

。 

また，様式は比較表形式とし，左欄から「設置変更

許可申請書（本文（十一号））」，「設計及び工事の計

画 該当事項」，「整合性」及び「備考」を記載する

。 

「設計及び工事の計画 該当事項」に設工認品質

管理計画を記載する場合は，章番号及び表題を記

載する【例27】。 

「本文（十一号）」と設計及び工事の計画との整合

性確認については，「設置変更許可申請書（本文（

十一号））」と同等の「設計及び工事の計画 該当事

項」の記載箇所は，実線のアンダーラインで明示す

る。記載等が異なる場合には破線のアンダーライ

ンを引き，「設計及び工事の計画 該当事項」が「

設置変更許可申請書（本文（十一号））」と整合して

いることを「整合性」欄に記載する【例28】。 

整合性の結果については，「整合性」の欄に冒頭で

整合結果を総括して記載する【例29】 

は破線のアンダーラインを引いて明示する【例

16】。 

 

 

(3) 「発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号））

との整合性に関する説明書」内の文書構成は，「本

文（十一号）」に記載された順とする【例 26】。 

また，様式は比較表形式とし，左欄から「設置変更

許可申請書（本文（十一号））」，「設計及び工事の計

画 該当事項」，「整合性」及び「備考」を記載する。 

「設計及び工事の計画 該当事項」に設工認品質

管理計画を記載する場合は，章番号及び表題を記

載する【例 27】。 

「本文（十一号）」と設計及び工事の計画との整合

性確認については，「設置変更許可申請書（本文（十

一号））」と同等の「設計及び工事の計画 該当事

項」の記載箇所は，実線のアンダーラインで明示す

る。記載等が異なる場合には破線のアンダーライ

ンを引き，「設計及び工事の計画 該当事項」が「設

置変更許可申請書（本文（十一号））」と整合してい

ることを「整合性」欄に記載する【例 28】。 

整合性の結果については，「整合性」の欄に冒頭で

整合結果を総括して記載する【例 29】 
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 4. 添付 

 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する

説明書（例） 

4. 添付 

  発電用原子炉の設置の許可との整合性に関す

る説明書（例） 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-32 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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6-55） 

  

 

例として代表ページを記載。 
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～6-65） 

 

  

例として代表ページを記載。 
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 1. 基本的考え方 

今回の工事計画認可申請設備について，新たに制

定された「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」（平成 25年 6月 28日 原

子力規制委員会規則第六号）（以下「技術基準規則」

という。）のうち強度に関する要求事項への適合性

については「強度に関する説明書」に記載する。ま

た，自然現象等特殊な荷重を考慮した評価等は，施

設や機器等の単位で整理する方針とし，それらの

資料は「強度に関する説明書」の「別添」として扱

う。 

1. 基本的考え方 

今回の設計及び工事計画認可申請設備について，

新たに制定された「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則」（平成 25 年 6 月

28日 原子力規制委員会規則第六号）（以下「技術

基準規則」という。）のうち強度に関する要求事項

への適合性については「強度に関する説明書」に記

載する。また，自然現象等特殊な荷重を考慮した評

価等は，施設や機器等の単位で整理する方針とし，

それらの資料は「強度に関する説明書」の「別添」

として扱う。 

 

・記載の適正化 
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 2. 整理方針 

2.1 強度評価の対象範囲は，今回申請の工事計画

本文に記載の機器等のうち技術基準規則において

材料及び構造の要求のある機器や防護設備等で強

度評価が必要となる機器等とする。 

2. 整理方針 

 2.1 強度評価の対象範囲は，今回申請の工事計

画本文に記載の機器等のうち技術基準規則におい

て材料及び構造の要求のある機器や防護設備等で

強度評価が必要となる機器等とする。 
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 2.2 「強度に関する説明書」については，発電用

原子炉施設の工事計画に係る手続きガイドにおい

て，「技術基準規則第 17条及び第 55条の規定並び

に第 31条，第 48条及び第 78条により準用する火

2.2 「強度に関する説明書」については，発電用

原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイ

ドにおいて，「技術基準規則第 17条及び第 55条の

規定並びに第 31条，第 48条及び第 78条により準

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-33 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

力省令の構造強度に関する規定に適合することを

示す必要があり，技術基準規則で分類されている

クラスに応じた強度評価の内容を説明することと

する。」と記載されていることから，添付書類とし

ての記載対象機器は，要目表及び基本設計方針記

載のクラス区分に該当する容器，管，ポンプ，弁及

びそれら機器を支持する支持構造物とする。また，

技術基準規則第 17条の解釈により引用されている

JSME 設計・建設規格では，設計上定める条件又は

各運転状態における最高使用圧力（内圧含む）及び

設計機械的荷重（自重及び配管反力等）に対して許

容応力を定めて評価することが定められており，

設計機械的荷重には地震荷重は含めず，地震荷重

は別途取扱うとされていることから設計条件及び

各運転状態に対する評価とする。 

用する火力省令の構造強度に関する規定に適合す

ることを示す必要があり，技術基準規則で分類さ

れているクラスに応じた強度評価の内容を説明す

ることとする。」と記載されていることから，添付

書類としての記載対象機器は，要目表及び基本設

計方針記載のクラス区分に該当する容器，管，ポン

プ，弁及びそれら機器を支持する支持構造物とす

る。また，技術基準規則第 17条の解釈により引用

されている JSME設計・建設規格では，設計上定め

る条件又は各運転状態における最高使用圧力（内

圧含む）及び設計機械的荷重（自重及び配管反力

等）に対して許容応力を定めて評価することが定

められており，設計機械的荷重には地震荷重は含

めず，地震荷重は別途取扱うとされていることか

ら設計条件及び各運転状態に対する評価とする。 
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 2.3 自然現象等特殊な荷重を考慮した評価が必

要な機器等及び技術基準規則の機器区分に該当し

ない機器等の強度評価については，「強度に関する

説明書」の別添として整理し説明する。具体的な説

明書及び対象機器を「表1「強度に関する説明書」

別添で整理を行う対象機器」に示す。なお，別添と

して整理する説明書には，原則，方針，方法及び計

算結果を記載することとし，方針については，その

他の説明書との関係を確認し整理する。 

2.3 自然現象等特殊な荷重を考慮した評価が必

要な機器等及び技術基準規則の機器区分に該当し

ない機器等の強度評価については，「強度に関する

説明書」の別添として整理し説明する。具体的な説

明書及び対象機器を「表 1 「強度に関する説明書」

別添で整理を行う対象機器」に示す。なお，別添と

して整理する説明書には，原則，方針，方法及び計

算結果を記載することとし，方針については，その

他の説明書との関係を確認し整理する。 
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-34 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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例として代表ページを記載。 
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 1. 基本的考え方 

技術基準規則第 11 条，第 52 条に係る「火災防護

設備」，第 12条に係る「溢水防護に係る施設」のう

ち，基準地震動 Ssに対して機能を保持するとして

いる設備については，その耐震計算方法が第 5 条

及び第 50条に基づき実施する耐震計算方法と共通

であることから，これらの設備の耐震計算書を添

付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」にまとめ

る。 

1. 基本的な考え方 

技術基準規則第 11条，第 52条に係る「火災防護設

備」，第 12 条に係る「溢水防護に係る施設」のう

ち，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持するとし

ている設備については，その耐震計算方法が第 5条

及び第 50条に基づき実施する耐震計算方法と共通

であることから，これらの設備の耐震計算書をⅥ-

2「耐震性に関する説明書」にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 また，第54条に係る「可搬型重大事故等対処設

備」についても同様に，基準地震動Ssに対して機

能を保持していることの評価を実施していること

から，その耐震計算書をⅤ-2 「耐震性に関する

説明書」にまとめる。 

ただし，上記の設備は技術基準規則第 5 条又は第

50 条（地震による損傷の防止）以外への適合性を

説明する上で，基準地震動 Ssに対する耐震性を確

認しているものであることから，Ⅴ-2 「耐震性に

関する説明書」の別添として整理する。 

また，第 54条に係る「可搬型重大事故等対処設備」

についても同様に，基準地震動Ｓｓに対して機能

を保持していることの評価を実施していることか

ら，その耐震計算書をⅥ-2「耐震性に関する説明

書」にまとめる。 

ただし，上記の設備は技術基準規則第 5 条又は第

50 条（地震による損傷の防止）以外への適合性を

説明する上で，基準地震動Ｓｓに対する耐震性を

確認しているものであることから，Ⅵ-2 「耐震性

に関する説明書」の別添として整理する。 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-35 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 2. 整理方針 

2.1 Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」 

(1)  Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」は，第 4条及

び第 49条（地盤）並びに第 5条及び第 50条（地震

による損傷の防止）に適合することを説明するこ

とを基本とする。 

2. 整理方針 

2.1 Ⅵ-2 「耐震性に関する説明書」 

(1) Ⅵ-2 「耐震性に関する説明書」は，第 4条

及び第 49条（地盤）並びに第 5条及び第 50条（地

震による損傷の防止）に適合することを説明する

ことを基本とする。 

 

・記載の適正化 
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 (2) 上記条文以外への適合性を説明する各資料

にて，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持すると

している以下の設備の耐震計算書については，Ⅴ-

2「耐震性に関する説明書」の別添として示す旨を，

Ⅴ-2-1「耐震設計の基本方針」に記載する。 

a. 火災防護設備 

b. 溢水防護に係る設備及び溢水評価で耐震健全

性を確認する設備 

c. 可搬型重大事故等対処設備 

d. その他説明が必要と判断された事項 

 

(2) 上記条文以外への適合性を説明する各資料

にて，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持すると

している以下の設備の耐震計算書については，Ⅵ-

2「耐震性に関する説明書」の別添として示す旨を，

Ⅵ-2-1「耐震設計の基本方針」に記載する。 

a. 火災防護設備 

b. 溢水防護に係る設備及び溢水評価で耐震健全

性を確認する設備 

c. 可搬型重大事故等対処設備 

d. その他説明が必要と判断された事項 
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 (3) 機能維持評価における機能確認済加速度につ

いて，Ⅴ-2-1-9 「機能維持の基本方針」に施設共

通となる機能確認済加速度を記載する。また，これ

とは異なる機能確認済加速度として，加振試験等

を実施して得られたものを適用する場合には，各

計算書に加振試験等の方法と得られた機能確認済

加速度を明記する。 

(3) 機能維持評価における機能確認済加速度に

ついて，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」に施設共

通となる機能確認済加速度を記載する。また，これ

とは異なる機能確認済加速度として，加振試験等

を実施して得られたものを適用する場合には，各

計算書に加振試験等の方法と得られた機能確認済

加速度を明記する。 
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 2.2 Ⅴ-1-1-8 「発電用原子炉施設の火災防護に

関する説明書」 

(1) 火災防護設備の個別の設計方針については，

Ⅴ-1-1-8 「発電用原子炉施設の火災防護に関す

る説明書」に記載する。 

(2) 火災防護設備は機器等の耐震クラス及び重大

事故等対処施設の区分に応じて機能を保持する設

計とし，その耐震評価方法及び結果についてはⅤ-

2「耐震性に関する説明書」のうちⅤ-2-別添 1「火

2.2 Ⅵ-1-1-8 「発電用原子炉施設の火災防護に

関する説明書」 

(1) 火災防護設備の個別の設計方針については，

Ⅵ-1-1-8「発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書」に記載する。 

(2) 火災防護設備は機器等の耐震クラス及び重

大事故等対処施設の区分に応じて機能を保持する

設計とし，その耐震評価方法及び結果については

Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」のうちⅥ-2-別添 1

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-36 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

災防護設備の耐震性に関する計算書」に示す。 「火災防護設備の耐震性に関する計算書」に示す。  
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 2.3 Ⅴ-1-1-9 「発電用原子炉施設の溢水防護に

関する説明書」 

(1) 溢水防護に係る設備の個別の設計方針につい

ては，Ⅴ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関

する説明書」に記載する。 

(2) 地震起因による溢水量の算出に当たって，耐

震Ｂ,Ｃクラス機器のうち基準地震動Ssに対して

耐震性が確保されているものについては溢水源と

して想定しないこととし，Ⅴ-1-1-9「発電用原子

炉施設の溢水防護に関する説明書」のうちⅤ-1-

1-9-3「溢水評価条件の設定」に対象設備を整理

する。これらの耐震評価方法及び結果については

Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」のⅤ-2-別添2「溢

水防護に関わる施設の耐震性に関する説明書」の

うちⅤ-2-別添2-2「溢水源としない耐震Ｂ，Ｃク

ラス機器の耐震計算書」に示す。 

なお，スロッシング及び想定破損に関する説明

は，Ⅴ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関

する説明書」のうちⅤ-1-1-9-3「溢水評価条件の

設定」に記載する。 

(3) 地下水の流入による溢水に対して必要な排

水設備について，基準地震動 Ssに対して機能を保

持する設計とし，その耐震評価方法及び結果につ

いてはⅤ-2「耐震性に関する説明書」のうちⅤ-2-

別添 2-4「サブドレンポンプの耐震計算書」に示す。 

2.3 Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関

する説明書」 

(1) 溢水防護に係る設備の個別の設計方針につ

いては，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に

関する説明書」に記載する。 

(2) 地震起因による溢水量の算出に当たって，耐

震Ｂ,Ｃクラス機器のうち基準地震動Ｓｓに対し

て耐震性が確保されているものについては溢水源

として想定しないこととし，Ⅵ-1-1-9「発電用原子

炉施設の溢水防護に関する説明書」のうちⅥ-1-1-

9-3「溢水評価条件の設定」に対象設備を整理する。

これらの耐震評価方法及び結果についてはⅥ-2

「耐震性に関する説明書」のⅥ-2-別添 2「溢水防

護に関わる施設の耐震性に関する説明書」のうち

Ⅵ-2-別添 2-2「溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス

機器の耐震計算書」に示す。 

なお，スロッシング及び想定破損に関する説明は，

Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する

説明書」のうちⅥ-1-1-9-3「溢水評価条件の設定」

に記載する。 

(3) 地下水の流入による溢水に対して必要な排

水設備について，基準地震動Ｓｓに対して機能を

保持する設計とし，その耐震評価方法及び結果に

ついてはⅥ-2「耐震性に関する説明書」のうちⅥ-

2-2別添 1「地下水排水設備の耐震性についての計

算書」に示す。 

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

・資料構成の違い 
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 2.4 Ⅴ-1-1-7 「安全設備及び重大事故等対処設

備が使用される条件の下における健全性に関する

説明書」 

(1) 可搬型重大事故等対処設備の個別の設計方針

については，Ⅴ-1-1-7 「安全設備及び重大事故等

対処設備が使用される条件の下における健全性に

2.4 Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備

が使用される条件の下における健全性に関する説

明書」 

(1) 可搬型重大事故等対処設備の個別の設計方

針については，Ⅵ-1-1-7 「安全設備及び重大事故

等対処設備が使用される条件の下における健全性

・記載の適正化 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-37 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

関する説明書」のうちⅤ-1-1-7-別添 2 「可搬型

重大事故等対処設備の設計方針」に記載する。 

(2) 可搬型重大事故等対処設備については，基準

地震動 Ssに対して機能を保持する設計とし，その

耐震評価方法及び結果についてはⅤ-2「耐震性に

関する説明書」のⅤ-2-別添 3「可搬型重大事故等

対処設備の耐震性に関する説明書」に示す。 

に関する説明書」のうちⅥ-1-1-7-別添 2「可搬型

重大事故等対処設備の設計方針」に記載する。 

 2) 可搬型重大事故等対処設備については，基

準地震動Ｓｓに対して機能を保持する設計とし，

その耐震評価方法及び結果についてはⅥ-2「耐震

性に関する説明書」のⅥ-2-別添 3「可搬型重大事

故等対処設備の耐震性に関する説明書」に示す。 

・記載の適正化 

 

 

 

・記載の適正化 
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 1. 概要 

本資料は，別添資料とする自然現象等の荷重を考

慮した技術基準規則第 17 条及び第 55 条対象外の

強度評価に係る方針書及び計算書の作成要領，並

びに技術基準規則第 5条及び第 50条対象外の耐震

評価に係る方針書及び計算書の作成要領を示す。 

なお，本要領を適用するものは，火災防護の耐震別

添，津波の強度別添，溢水の強度及び耐震別添，可

搬の耐震別添，竜巻の強度別添，並びに火山の強度

別添とする。 

1. 概要 

本資料は，別添資料とする自然現象等の荷重を考

慮した技術基準規則第 17 条及び第 55 条対象外の

強度評価に係る方針書及び計算書の作成要領，並

びに技術基準規則第 5条及び第 50条対象外の耐震

評価に係る方針書及び計算書の作成要領を示す。 

なお，本要領を適用するものは，火災防護の耐震別

添，津波の強度別添，溢水の強度及び耐震別添，可

搬の耐震別添，竜巻の強度別添，並びに火山の強度

別添とする。 
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 2. 各評価に係る添付書類及び強度・耐震評価の別

添資料の構成 

火災，自然現象，溢水，可搬評価に係る評価書並び

に別添資料として作成する強度・耐震に係る方針

書及び評価書に関する構成は，以下のとおりとす

る。 

2. 各評価に係る添付書類及び強度・耐震評価の

別添資料の構成 

火災，自然現象，溢水，可搬評価に係る評価書並び

に別添資料として作成する強度・耐震に係る方針

書及び評価書に関する構成は，以下のとおりとす

る。 
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 2.1 各評価に係る添付書類は，基本設計方針を受

けて各評価に対する防護設計の考え方を具体化す

る。各評価の添付書類は，基本方針，評価対象施設

の選定，施設の設計方針（①）等で構成する。施設

の設計方針（①）には，強度・耐震評価の方針を記

載し，各施設に関する要求機能，性能目標，評価方

針，荷重条件等を示す。 

2.1 各評価に係る添付書類は，基本設計方針を受

けて各評価に対する防護設計の考え方を具体化す

る。各評価の添付書類は，基本方針，評価対象施設

の選定，施設の設計方針（①）等で構成する。施設

の設計方針（①）には，強度・耐震評価の方針を記

載し，各施設に関する要求機能，性能目標，評価方

針，荷重条件等を示す。 
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 2.2 別添資料とする強度・耐震評価の基本方針

（②）は，施設の設計方針（①）又はⅤ-2 「耐震

2.2 別添資料とする強度・耐震評価の基本方針

（②）は，施設の設計方針（①）又はⅥ-2 「耐震

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-38 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

性に関する説明書」で整理される耐震評価の各方

針又は方法（④）を受けて，個別の施設の強度・耐

震評価の方針を示すものであり，強度・耐震評価に

必要な事項のうち，各施設の評価に共通する荷重

及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法等を記載す

る。 

性に関する説明書」で整理される耐震評価の各方

針又は方法（④）を受けて，個別の施設の強度・耐

震評価の方針を示すものであり，強度・耐震評価に

必要な事項のうち，各施設の評価に共通する荷重

及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法等を記載す

る。 
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 2.3 別添資料とする強度・耐震計算書（③）は，

強度・耐震評価の基本方針（②）を受けて個別施設

の評価結果を示すものであり，施設ごとに実際に

用いる評価条件，評価方法，評価結果等を記載す

る。 

2.3 別添資料とする強度・耐震計算書（③）は，

強度・耐震評価の基本方針（②）を受けて個別施

設の評価結果を示すものであり，施設ごとに実

際に用いる評価条件，評価方法，評価結果等を記

載する。 
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 3. 強度評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する強度評価の基本方針は，

自然現象等の各評価書における施設の設計方針

（①）を受けて，個別の強度評価方針を示すもので

あり，強度評価に必要な事項のうち，各施設の評価

に共通する荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評価

方法等を記載する。他の添付書類に関連付けして

説明する場合，関連付けが可能であることの理由

を含めて，関連付けの内容を記載する。 

3. 強度評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する強度評価の基本方針は，

自然現象等の各評価書における施設の設計方針

（①）を受けて，個別の強度評価方針を示すもので

あり，強度評価に必要な事項のうち，各施設の評価

に共通する荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評価

方法等を記載する。他の添付書類に関連付けして

説明する場合，関連付けが可能であることの理由

を含めて，関連付けの内容を記載する。 
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 1. 概要 

1.1 技術基準規則に適合する設計とするために，

1. 概要 

 1.1 技術基準規則に適合する設計とするため
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資料番号 KK6補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023年 10月 4日 

 

先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-39 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

各評価対象施設が要求される強度を有することを 

説明する。 

1.2 別添資料全体の構成について記載する。 

（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第※※条及び（解釈）

に適合する設計とするため，Ⅴ-○-○-○「○○

に関する説明書」のⅤ-○-別添○「○○の強度に

関する説明書」のうちⅤ-○-別添○-○「○○の

基本方針」に基づき，※※施設が，※※に対して

構造健全性を維持する（又は，要求される機能を

保持可能な構造強度を有する，等）ことを確認す

るための強度計算方針について説明するもので

ある。 

※※施設の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅴ-○

-○-○「○○に関する説明書」のⅤ-○-別添○

「○○の強度に関する説明書」のうちⅤ-○-別

添○-○「○○の計算結果」に示す。 

 

に，各評価対象施設が要求される強度を有する

ことを説明する。 

 1.2 別添資料全体の構成について記載する。 

（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第※※条及び（解釈）

に適合する設計とするため，Ⅵ-○-○-○「○○

に関する説明書」のⅥ-○-別添○「○○の強度に

関する説明書」のうちⅥ-○-別添○-○「○○の

基本方針」に基づき，※※施設が，※※に対して

構造健全性を維持する（又は，要求される機能を

保持可能な構造強度を有する，等）ことを確認す

るための強度計算方針について説明するもので

ある。 

※※施設の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅵ-○

-○-○「○○に関する説明書」のⅥ-○-別添○

「○○の強度に関する説明書」のうちⅥ-○-別

添○-○「○○の計算結果」に示す。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 2. 強度評価の基本方針 

2.1 強度計算書の全体の構成を記載する。 

（記載例：全体の流れ） 

強度評価は，「2.2 評価対象施設」に示す評価対象

施設（設備）を対象として，「3. 荷重及び荷重の

組合せ並びに許容限界」で示す※※荷重と組み合

わすべき他の荷重による組合せ荷重（による応力

等）が許容限界内にあることを「4. 強度評価方

法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用規格」に

示す適用規格を用いて確認する。 

2. 強度評価の基本方針 

 2.1 強度計算書の全体の構成を記載する。 

（記載例：全体の流れ） 

強度評価は，「2.2 評価対象施設」に示す評価対象

施設（設備）を対象として，「3. 荷重及び荷重の

組合せ並びに許容限界」で示す※※荷重と組み合

わすべき他の荷重による組合せ荷重（による応力

等）が許容限界内にあることを「4. 強度評価方

法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用規格」に

示す適用規格を用いて確認する。 
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 2.2 評価対象施設 

(1) 上位文書である施設の設計方針で設定する

評価対象施設，構造計画を引用し，配置概要及び

評価対象部位を記載する。 

2.2 評価対象施設 

  (1) 上位文書である施設の設計方針で設定す 

る評価対象施設，構造計画を引用し，配置概要及び 

評価対象部位を記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-40 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 
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 2.3 評価方針（竜巻評価等，評価項目，評価内容

が多岐にわたるもの） 

(1) 上位文書である施設の設計方針で設定する評

価方針を引用し，何の設備に何の評価項目（計算式

等）が適用されるかを分かるように，評価対象部位

単位で評価項目との関連を示す。また，適用の考え

方をルール化する。更に，3 以降の評価内容を説明

する。 

2.3 評価方針（竜巻評価等，評価項目，評価内容

が多岐にわたるもの） 

(1) 上位文書である施設の設計方針で設定する

評価方針を引用し，何の設備に何の評価項目（計

算式等）が適用されるかを分かるように，評価対

象部位単位で評価項目との関連を示す。また，適

用の考え方をルール化する。更に，3以降の評価

内容を説明する。 
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 3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

3.1 上位文書である施設の設計方針で設定する荷

重及び荷重の組合せの考え方を引用し，想定する

全ての荷重を記載し，強度計算において考慮すべ

き荷重の組合せを設定する。 

3.2 上位文書である施設の設計方針で構造強度上

の性能目標及び評価方針を引用し，評価対象部位

ごとに許容限界を設定する。 

3.3 計算機プログラム（解析コード）を用いて解

析する場合を除き，原則，各計算書で用いる荷重及

び許容値の算定式をモデル図等とともに記載す

る。計算書に記載する場合は，計算書に記載する理

由及び関連付けを記載する。 

3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

3.1 上位文書である施設の設計方針で設定する

荷重及び荷重の組合せの考え方を引用し，想定

する全ての荷重を記載し，強度計算において考

慮すべき荷重の組合せを設定する。 

3.2 上位文書である施設の設計方針で構造強度

上の性能目標及び評価方針を引用し，評価対象

部位ごとに許容限界を設定する。 

3.3 計算機プログラム（解析コード）を用いて解

析する場合を除き，原則，各計算書で用いる荷重

及び許容値の算定式をモデル図等とともに記載

する。計算書に記載する場合は，計算書に記載す

る理由及び関連付けを記載する。 
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 4. 強度評価方法 

4.1 強度評価の基本方針，強度計算方法の考え方

等を記載。 

4.2 計算機プログラム（解析コード）を用いて解析

する場合を除き，原則，各計算書で用いる強度

評価の算定式を記載する。併せてモデル化の考

え方，モデルの諸元，境界条件等を記載する。計

算書に記載する場合は，計算書に記載する理由

及び関連付けを記載する。 

（記載例：構造強度評価） 

評価対象施設（設備）を対象として，［想定す

る荷重（による応力等）］が許容限界内にあるこ

4. 強度評価方法 

4.1 強度評価の基本方針，強度計算方法の考え方

等を記載。 

4.2 計算機プログラム（解析コード）を用いて解

析する場合を除き，原則，各計算書で用いる強度

評価の算定式を記載する。併せてモデル化の考

え方，モデルの諸元，境界条件等を記載する。計

算書に記載する場合は，計算書に記載する理由

及び関連付けを記載する。 

（記載例：構造強度評価） 

評価対象施設（設備）を対象として，［想定する荷

重（による応力等）］が許容限界内にあることを

 

 

 

 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023年 10月 4日 

 

先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-41 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

とを［使用する評価手法］により確認する。 

 

［使用する評価手法］により確認する。 
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 5. 適用規格 

5.1 評価に用いる適用規格を記載する。 

5. 適用規格 

 5.1 評価に用いる適用規格を記載する。 
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 4. 耐震評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する耐震評価の基本方針は，

自然現象等の各評価書の施設の設計方針（①）又は

Ⅴ-2 「耐震性に関する説明書」で整理される耐震

評価の各方針・方法（④）を受けて，個別の施設の

耐震評価の方針を示すものであり，耐震評価に必

要な事項のうち，各施設の評価に共通する荷重及

び荷重の組合せ，許容限界，評価方法等を記載す

る。他の添付書類に関連付けして説明する場合，関

連付けが可能であることの理由を含めて，関連付

けの内容を記載する。 

4. 耐震評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する耐震評価の基本方針は，

自然現象等の各評価書の施設の設計方針（①）又

はⅥ-2 「耐震性に関する説明書」で整理される

耐震評価の各方針・方法（④）を受けて，個別の

施設の耐震評価の方針を示すものであり，耐震

評価に必要な事項のうち，各施設の評価に共通

する荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法

等を記載する。他の添付書類に関連付けして説

明する場合，関連付けが可能であることの理由

を含めて，関連付けの内容を記載する。 

 

 

 

・記載の適正化 
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 1. 概要 

1.1 技術基準規則に適合する設計とするために，

各評価対象施設が要求される耐震性を有すること

を説明する。 

1.2 評価対象施設が，技術基準規則の第 5 条及び

第 50 条の対象ではないことを記載する。 

1.3 評価対象施設の耐震重要度分類を記載（耐震

B 又は C クラスの施設が，基準地震動 Ss 

による地震力に対して耐震性を有することを確認

する旨を記載）する。 

1.4 別添資料全体の構成について記載する。 

（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第※※条及び（解

釈）に適合する設計とするため，Ⅴ-○「○○

に関する説明書」のⅤ-○-別添○「○○の耐震

性に関する説明書」のうちⅤ-○-別添○-○「○

○の設定」にて設定する耐震※クラスの※※施

設が，基準地震動 Ss による地震力に対して耐

1. 概要 

1.1 技術基準規則に適合する設計とするために，

各評価対象施設が要求される耐震性を有するこ

とを説明する。 

1.2 評価対象施設が，技術基準規則の第 5条及び

第 50条の対象ではないことを記載する。 

1.3 評価対象施設の耐震重要度分類を記載（耐震

Ｂ又はＣクラスの施設が，基準地震動Ｓｓ 

による地震力に対して耐震性を有することを確認

する旨を記載）する。 

1.4 別添資料全体の構成について記載する。 

（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第※※条及び（解釈）

に適合する設計とするため，Ⅵ-○「○○に関す

る説明書」のⅥ-○-別添○「○○の耐震性に関す

る説明書」のうちⅥ-○-別添○-○「○○の設定」

にて設定する耐震※クラスの※※施設が，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-42 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

震性を有することを確認するための耐震計算

方針について説明するものである。※※施設へ

の基準地震動 Ss による地震力に対する耐震性

の要求は，技術基準規則の第 5 条及び第 50 条

の対象ではない。 

※※施設の具体的な計算の方法及び結果

は，Ⅴ-○「○○に関する説明書」のⅤ-○-別

添○「○○の耐震性に関する説明書」のうち

Ⅴ-○-別添○-○「○○の耐震計算書」に示

す。 

 

ることを確認するための耐震計算方針について

説明するものである。※※施設への基準地震動

Ｓｓによる地震力に対する耐震性の要求は，技

術基準規則の第 5 条及び第 50 条の対象ではな

い。 

※※施設の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅵ-○

「○○に関する説明書」のⅥ-○-別添○「○○の

耐震性に関する説明書」のうちⅥ-○-別添○-○

「○○の耐震計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 2. 耐震評価の基本方針 

2.1 耐震方針書の全体の構成を記載する。 

（記載例：全体の流れ） 

耐震評価は，「2.2 評価対象施設」に示す評価対象

施設（設備）を対象として，「3. 荷重及び荷重の

組合せ並びに許容限界」で示す※※荷重と組み合

わすべき他の荷重による組合せ荷重（による応力

等）が許容限界内にあることを「4. 耐震評価方

法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用規格」に

示す適用規格を用いて確認する。 

 

2. 耐震評価の基本方針 

 2.1 耐震方針書の全体の構成を記載する。 

（記載例：全体の流れ） 

耐震評価は，「2.2 評価対象施設」に示す評価対象

施設（設備）を対象として，「3. 荷重及び荷重

の組合せ並びに許容限界」で示す※※荷重と組

み合わすべき他の荷重による組合せ荷重（によ

る応力等）が許容限界内にあることを「4. 耐震

評価方法」に示す評価方法を使用し，「5. 適用

規格」に示す適用規格を用いて確認する。 
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 2.2 評価対象施設 

(1) 上位文書である施設の設計方針で設定する評

価対象施設及び上位文書である施設の設計方針又

は耐震設計の方針・方法で設定する構造計画を引

用し，配置概要及び評価対象部位を記載する。 

2.2 評価対象施設 

(1) 上位文書である施設の設計方針で設定する

評価対象施設及び上位文書である施設の設計方

針又は耐震設計の方針・方法で設定する構造計

画を引用し，配置概要及び評価対象部位を記載

する。 
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 2.3 評価方針（可搬評価等，評価項目，評価内容

が多岐にわたるもの） 

(1) 上位文書である施設の設計方針で設定する評

価方針を引用し，何の設備に何の評価項目（計算

式，減衰定数等）が適用されるかを分かるように，

2.3 評価方針（可搬評価等，評価項目，評価内容

が多岐にわたるもの） 

(1) 上位文書である施設の設計方針で設定する

評価方針を引用し，何の設備に何の評価項目（計

算式，減衰定数等）が適用されるかを分かるよう
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

評価対象部位単位で評価項目との関連を示す。ま

た，適用の考え方をルール化する。さらに，3.以降

の評価内容を説明する。（可搬評価のように，評価

内容が多岐にわたる場合。） 

に，評価対象部位単位で評価項目との関連を示

す。また，適用の考え方をルール化する。さらに，

3.以降の評価内容を説明する。（可搬評価のよう

に，評価内容が多岐にわたる場合。） 
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 3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

3.1 上位文書である施設の設計方針で設定する荷

重及び上位文書である耐震計算の方針・方法で設

定する荷重の組み合わせの考え方を引用し，記載

する。 

3.2 上位文書である施設の設計方針で設定する構

造強度上の性能目標及び評価方針を引用し，評価

対象部位ごとに許容限界を設定する。 

3.3 計算機プログラム（解析コード）を用いて解

析する場合を除き，原則，各計算書で用いる荷重及

び許容値の算定式をモデル図等とともに記載す

る。計算書に記載する場合は，計算書に記載する理

由及び関連付けを記載する。 

3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

3.1 上位文書である施設の設計方針で設定する

荷重及び上位文書である耐震計算の方針・方法

で設定する荷重の組み合わせの考え方を引用

し，記載する。 

3.2 上位文書である施設の設計方針で設定する

構造強度上の性能目標及び評価方針を引用し，

評価対象部位ごとに許容限界を設定する。 

3.3 計算機プログラム（解析コード）を用いて解

析する場合を除き，原則，各計算書で用いる荷重

及び許容値の算定式をモデル図等とともに記載

する。計算書に記載する場合は，計算書に記載す

る理由及び関連付けを記載する。 
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 4. 耐震評価方法 

4.1 地震応答解析 

(1) 地震応答解析の基本方針，地震応答解析に用

いる入力地震動，解析方法及び解析モデル，設計用

減衰定数，実施した試験概要等の順番で，評価内容

が具体的に分かるように記載する。 

(2) 適用寸法の考え方（公称値，下限値等）を記載

する。 

4. 耐震評価方法 

4.1 地震応答解析 

(1) 地震応答解析の基本方針，地震応答解析に用

いる入力地震動，解析方法及び解析モデル，設計

用減衰定数，実施した試験概要等の順番で，評価

内容が具体的に分かるように記載する。 

(2) 適用寸法の考え方（公称値，下限値等）を記

載する。 
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 4.2 応力評価（又は耐震評価） 

(1) 応力評価（又は耐震評価）の基本方針，評価方

法の考え方等を記載する。 

(2) 計算機プログラム（解析コード）を用いて解

析する場合を除き，原則，各計算書で用いる応力評

価（又は耐震評価）の算定式を記載する。併せて，

モデル化の考え方，モデルの諸元，境界条件等を記

載する。計算書に記載する場合は，計算書に記載す

4.2 応力評価（又は耐震評価） 

(1) 応力評価（又は耐震評価）の基本方針，評価

方法の考え方等を記載する。 

(2) 計算機プログラム（解析コード）を用いて解

析する場合を除き，原則，各計算書で用いる応力

評価（又は耐震評価）の算定式を記載する。併せ

て，モデル化の考え方，モデルの諸元，境界条件

等を記載する。計算書に記載する場合は，計算書
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

る理由及び関連付けを記載する。 

（記載例：構造強度評価） 

評価対象施設（設備）を対象として，［想定する荷

重（による応力等）］が許容限界内にあることを［使

用する評価方法］により確認する。 

 

に記載する理由及び関連付けを記載する。 

（記載例：構造強度評価） 

評価対象施設（設備）を対象として，［想定する荷

重（による応力等）］が許容限界内にあることを

［使用する評価方法］により確認する。 
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 4.3 機能維持評価 

(1) 各設備で要求される動的機能，電気的機能等

の機能維持の評価方針，実施した試験概要等を記

載する。 

（記載例：機能維持評価） 

評価対象施設（設備）が，［想定する荷重（による

加速度等）］に対して，機能を保持（維持）するこ

とを，機能維持評価により確認する。 

 

4.3 機能維持評価 

(1) 各設備で要求される動的機能，電気的機能等

の機能維持の評価方針，実施した試験概要等を

記載する。 

（記載例：機能維持評価） 

評価対象施設（設備）が，［想定する荷重（による

加速度等）］に対して，機能を保持（維持）する

ことを，機能維持評価により確認する。 
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 4.4 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの考

慮 

(1) 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価

の方針を記載する。 

(2) 2 方向の評価方法，評価結果については，Ⅴ-

○-別添○-○として記載する関連付けを記載する。 

4.4 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの考

慮 

(1) 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価

の方針を記載する。 

(2) 2方向の評価方法，評価結果については，Ⅵ-

○-別添○-○として記載する関連付けを記載す

る。 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 5. 適用規格 

5.1 評価に用いる適用規格を記載する。 

5. 適用規格 

5.1 評価に用いる適用規格を記載する。 
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 5. 別添強度計算書（③）の記載要領 

別添資料として作成する強度計算書は，自然現象

等特殊な荷重を考慮した評価を実施することか

ら，評価方針，評価方法及び評価結果等を記載する

こととしており，JSME 規格に基づいた添付書類

の強度計算書とは構成が異なる。したがって，別添

資料とする強度計算書は，同様の構成となる耐震

計算書を参考に基本的に以下の構成とする。 

なお，評価内容に応じ，該当がない項目については

5. 別添強度計算書（③）の記載要領 

別添資料として作成する強度計算書は，自然現象

等特殊な荷重を考慮した評価を実施することか

ら，評価方針，評価方法及び評価結果等を記載する

こととしており，JSME 規格に基づいた添付書類の

強度計算書とは構成が異なる。したがって，別添資

料とする強度計算書は，同様の構成となる耐震計

算書を参考に基本的に以下の構成とする。 

なお，評価内容に応じ，該当がない項目については
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

記載不要とし，記載項目の順序が前後することは

可とする。 

記載不要とし，記載項目の順序が前後することは

可とする。 
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 1. 概要 

1.1 上位文書である強度評価の方針書の評価方針

を引用し，強度評価の目的及び範囲を明確にす

る。 

（記載例） 

本資料は，Ⅴ-○「○○に関する説明書」のⅤ-○-

別添○「○○に関する説明書」のうちⅤ-○-別添○

-○「○○の基本方針」に示すとおり，※※（個別

施設）が※※（ハザード）」においても，※※機能

の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性

を有すること（又は，主要な構造部材が※※機能を

保持可能な構造強度を有すること，等）を確認する

ものである。 

 

1. 概要 

1.1 上位文書である強度評価の方針書の評価方

針を引用し，強度評価の目的及び範囲を明確に

する。 

（記載例） 

本資料は，Ⅵ-○「○○に関する説明書」のⅥ-○-

別添○「○○に関する説明書」のうちⅥ-○-別添

○-○「○○の基本方針」に示すとおり，※※（個

別施設）が※※（ハザード）」においても，※※

機能の維持を考慮して，主要な構造部材が構造

健全性を有すること（又は，主要な構造部材が※

※機能を保持可能な構造強度を有すること，等）

を確認するものである。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 2. 基本方針 

2.1 上位文書である強度評価の方針書に示す構造

計画のとおり，「2.2 位置（又は配置）」及び「2.3 

構造概要」を設定していることを記載する。 

2. 基本方針 

 2.1 上位文書である強度評価の方針書に示す構

造計画のとおり，「2.2 位置（又は配置）」及び

「2.3 構造概要」を設定していることを記載す

る。 
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 2.2 位置（又は配置） 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定して

いる構造計画等を引用し，施設の位置（又は配置）

を記載する。 

(2) 位置によって評価の条件が変更となるもの

は，施設の配置図を記載する。 

2.2 位置（又は配置） 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定し

ている構造計画等を引用し，施設の位置（又は配

置）を記載する。 

(2) 位置によって評価の条件が変更となるもの

は，施設の配置図を記載する。 
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 2.3 構造概要 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定して

いる構造計画等を引用し，施設の構造図，部位，寸

法を記載する。 

(2) 評価対象施設が複数存在する場合は代表の概

要図を示す。本文に記載する部材は構造図中で明

2.3 構造概要 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定し

ている構造計画等を引用し，施設の構造図，部

位，寸法を記載する。 

(2) 評価対象施設が複数存在する場合は代表の

概要図を示す。本文に記載する部材は構造図中
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

示する。 で明示する。 
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 2.4 評価方針 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定して

いる荷重条件，許容限界等を引用し，評価の方針と

して，「3. 強度評価方法」以降で実施する評価方

法の内容を記載する。 

2.4評価方針 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定し

ている荷重条件，許容限界等を引用し，評価の方

針として，「3. 強度評価方法」以降で実施する

評価方法の内容を記載する。 
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 2.5 適用規格 

(1) 個別評価に用いる適用規格を記載する。 

2.5 適用規格 

(1) 個別評価に用いる適用規格を記載する。 
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 3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

(1) 評価に使用する記号の定義を記載する。過去

の工事計画書の例にならい，記号の定義は，記号表

として記載するか，あるいは当該式の下に記載す

る。 

3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

(1) 評価に使用する記号の定義を記載する。過去

の工事計画書の例にならい，記号の定義は，記号

表として記載するか，あるいは当該式の下に記

載する。 
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 3.2 評価対象部位 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定して

いる評価対象部位を引用し，詳細な評価対象部位

及び部位選定の考え方を記載する。 

(2) 同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代

表部位で記載する場合は，最も評価が厳しくなる

部位を選定していることを説明する。 

3.2 評価対象部位 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定し

ている評価対象部位を引用し，詳細な評価対象

部位及び部位選定の考え方を記載する。 

(2) 同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代

表部位で記載する場合は，最も評価が厳しくな

る部位を選定していることを説明する。 
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 3.3 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定して

いる荷重及び荷重の組合せを引用し，施設の評価

対象部位ごとの荷重及び組み合わせ荷重を具体的

に記載する。 

(2) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共

通の荷重算出方法等を引用して記載する場合は，

引用する内容が分かるように記載する。 

(3) 上位文書で設定していない個別の計算式等を

用いて評価する場合は，具体的に説明する。 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定し

ている荷重及び荷重の組合せを引用し，施設の

評価対象部位ごとの荷重及び組み合わせ荷重を

具体的に記載する。 

(2) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書

共通の荷重算出方法等を引用して記載する場合

は，引用する内容が分かるように記載する。 

(3) 上位文書で設定していない個別の計算式等

を用いて評価する場合は，具体的に説明する。 

 

 

 

 

165 
別紙５ 

（6-82） 

 3.4 許容限界 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定して

3.4 許容限界 

(1) 上位文書である強度評価の方針書で設定し
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-47 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

いる許容限界を引用し，施設の評価対象部位ごと

に許容限界を記載する。 

(2) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共

通の許容値等を引用して記載する場合は，引用す

る内容が分かるように記載する。 

(3) 上位文書で設定していない個別の計算式等を

用いて評価する場合は，具体的に説明する。 

ている許容限界を引用し，施設の評価対象部位

ごとに許容限界を記載する。 

(2) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書

共通の許容値等を引用して記載する場合は，引用

する内容が分かるように記載する。 

(3) 上位文書で設定していない個別の計算式等

を用いて評価する場合は，具体的に説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

166 
別紙５ 

（6-83） 

 3.5 評価方法 

(1) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共

通の計算方法，計算式，解析手法等を引用して記載

する場合は，引用する内容が分かるように記載す

る。 

(2) 上位文書で設定していない個別の計算式，解

析手法，試験結果等を用いて評価する場合は具体

的に説明する。 

3.5 評価方法 

(1) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書

共通の計算方法，計算式，解析手法等を引用して

記載する場合は，引用する内容が分かるように

記載する。 

(2) 上位文書で設定していない個別の計算式，解

析手法，試験結果等を用いて評価する場合は具

体的に説明する。 

 

 

 

167 
別紙５ 

（6-83） 

 4. 評価条件 

 4.1 評価結果の妥当性を確認する上で必要とな

る，設計条件，評価用加速度，機器要目等の評

価条件を記載する。計算書の前段で記載する評

価条件についても，必要により再掲する。 

（記載例） 

Ⅴ-○「○○に関する説明書」のうちⅤ-○-○-○-

○「○○に関する説明書」の耐震計算書フォーマッ

トに記載される評価条件 

 

4. 評価条件 

4.1 評価結果の妥当性を確認する上で必要とな

る，設計条件，評価用加速度，機器要目等の評価

条件を記載する。計算書の前段で記載する評価

条件についても，必要により再掲する。 

（記載例） 

Ⅵ-○「○○に関する説明書」のうちⅥ-○-○-○-

○「○○に関する説明書」の耐震計算書フォーマ

ットに記載される評価条件 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

168 
別紙５ 

（6-83） 

 5. 強度評価結果 

5.1 評価結果，許容値等を記載する。 

5. 強度評価結果 

5.1 評価結果，許容値等を記載する。 

 

169 
別紙５ 

（6-84） 

 6. 別添耐震計算書（③）の記載要領 

別添資料として作成する各耐震計算書は，基本的

に以下の構成とする。ただし，該当がない項目につ

いては，記載不要とする。地震応答解析と応力評価

（又は耐震評価）が一連の評価となる場合等は，必

要によりまとめて記載する。評価内容等に応じて，

6. 別添耐震計算書（③）の記載要領 

別添資料として作成する各耐震計算書は，基本的

に以下の構成とする。ただし，該当がない項目につ

いては，記載不要とする。地震応答解析と応力評価

（又は耐震評価）が一連の評価となる場合等は，必

要によりまとめて記載する。評価内容等に応じて，
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-48 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

記載項目の順序は前後する。 記載項目の順序は前後する。 

170 
別紙５ 

（6-84） 

 1. 概要 

1.1 上位文書である耐震評価の方針書の評価方針

を引用し，耐震評価の目的及び範囲を明確にする。 

（記載例） 

本資料は，Ⅴ-○「○○に関する説明書」のⅤ-○-

別添○「○○に関する説明書」のうちⅤ-○-別添○

-○「○○の基本方針」に示すとおり，※※（個別

施設）が基準地震動Ｓｓによる地震力に対しても

※※機能を維持するために，耐震性を有すること

を確認するものである。 

 

1. 概要 

1.1 上位文書である耐震評価の方針書の評価方

針を引用し，耐震評価の目的及び範囲を明確に

する。 

（記載例） 

本資料は，Ⅵ-○「○○に関する説明書」のⅥ-○-

別添○「○○に関する説明書」のうちⅥ-○-別添

○-○「○○の基本方針」に示すとおり，※※（個

別施設）が基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

ても※※機能を維持するために，耐震性を有す

ることを確認するものである。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

171 
別紙５ 

（6-84） 

 2. 基本方針 

2.1 上位文書である耐震評価の方針書に示す構造

計画のとおり，「2.2 位置（又は配置）」及び「2.3 

構造概要」を設定していることを記載する。 

（記載例） 

※※設備は，別添資料※※「※※」に示す構造計画

のとおり，「2.2 位置（又は配置）」及び「2.3 構

造概要」を設定している。 

2. 基本方針 

 2.1 上位文書である耐震評価の方針書に示す構

造計画のとおり，「2.2 位置（又は配置）」及び

「2.3 構造概要」を設定していることを記載す

る。 

（記載例） 

※※設備は，別添資料※※「※※」に示す構造計画

のとおり，「2.2 位置（又は配置）」及び「2.3 構

造概要」を設定している。 

 

172 
別紙５ 

（6-84） 

 2.2 位置（又は配置） 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる構造計画等を引用し，評価対象部位の位置（又

は配置）を記載する。 

(2) 位置によって評価条件が変更となるものは，

評価対象の配置図を記載する。 

2.2 位置（又は配置） 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている構造計画等を引用し，評価対象部位の位

置（又は配置）を記載する。 

(2) 位置によって評価条件が変更となるものは，

評価対象の配置図を記載する。 

 

 

173 
別紙５ 

（6-84） 

 2.3 構造概要 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる構造計画等を引用し，構造図，部位，寸法を記

載する。 

(2) 評価対象部位が複数存在する場合は代表の概

要図を示す。本文に記載される部位は構造図中で

2.3 構造概要 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている構造計画等を引用し，構造図，部位，寸法

を記載する。 

(2) 評価対象部位が複数存在する場合は代表の

概要図を示す。本文に記載される部位は構造図
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

明示する。 

（記載例） 

※※設備の構造は，別添※※の「2．1 評価対象設

備」に示す構造計画としており，※※設備の構造計

画を第※※表に，外観図を第※※図に示す。 

中で明示する。 

（記載例） 

※※設備の構造は，別添※※の「2．1 評価対象設

備」に示す構造計画としており，※※設備の構造

計画を第※※表に，外観図を第※※図に示す。 

174 
別紙５ 

（6-85） 

 2.4 評価方針 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる荷重条件，許容限界等を引用し，評価の方針と

して，「3. 地震応答解析」以降で実施する評価方

法の内容を記載する。 

2.4 評価方針 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている荷重条件，許容限界等を引用し，評価の方

針として，「3. 地震応答解析」以降で実施する

評価方法の内容を記載する。 

 

175 
別紙５ 

（6-85） 

 2.4 適用規格 

(1) 個別評価に用いる適用規格を記載する。 

2.5 適用規格 

(1) 個別評価に用いる適用規格を記載する。 

・記載の適正化 

176 
別紙５ 

（6-85） 

 3. 地震応答解析（又は固有値解析） 

3.1 基本方針 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる解析方針を引用し，解析の流れが分かるよう

に，地震応答解析（又は固有値解析）の目的，考え

方等を記載する。 

3. 地震応答解析（又は固有値解析） 

3.1 基本方針 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている解析方針を引用し，解析の流れが分かる

ように，地震応答解析（又は固有値解析）の目的，

考え方等を記載する。 

 

177 
別紙５ 

（6-85） 

 3.2 解析方法（又は固有振動数の計算方法） 

(1) 適用する解析方法，計算機プログラム（解析

コード），適用寸法の考え方（公称値，下限値等），

実施した試験の内容等を記載する。 

3.2 解析方法（又は固有振動数の計算方法） 

(1) 適用する解析方法，計算機プログラム（解析

コード），適用寸法の考え方（公称値，下限値等），

実施した試験の内容等を記載する。 

 

 

178 
別紙５ 

（6-85） 

 3.3 設計用地震力 

(1) 地震応答解析に用いる地震力，減衰定数等を

記載する。減衰定数を引用する場合は，引用元の資

料名を記載する。 

(2) 入力地震力に設計用床応答曲線を用いる場合

は，機器の設置位置を記載する。 

3.3 設計用地震力 

(1) 地震応答解析に用いる地震力，減衰定数等を

記載する。減衰定数を引用する場合は，引用元の

資料名を記載する。 

(2) 入力地震力に設計用床応答曲線を用いる場

合は，機器の設置位置を記載する。 

 

 

 

 

 

179 
別紙５ 

（6-85） 

 3.4 解析モデル及び諸元 

(1) 解析モデル，解析モデルの考え方，解析モデ

ルの諸元，境界条件等を記載する。 

3.4 解析モデル及び諸元 

(1) 解析モデル，解析モデルの考え方，解析モデ

ルの諸元，境界条件等を記載する。 

 

 

180 
別紙５ 

（6-85） 

 3.5 地震応答解析結果（又は固有値解析結果） 

(1)地震応答解析（又は固有値解析）の結果（固有

3.5 地震応答解析結果（又は固有値解析結果） 

(1) 地震応答解析（又は固有値解析）の結果（固
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-50 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

値，モード図，応力解析の入力となる荷重，変位，

加速度等）を記載する。 

有値，モード図，応力解析の入力となる荷重，変

位，加速度等）を記載する。 

181 
別紙５ 

（6-85） 

 4. 応力評価（又は耐震評価） 

4.1 基本方針 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる評価方針を引用し，評価の流れが分かるよう

に，応力評価（又は耐震評価）の目的，考え方，耐

震クラス等を記載する。 

4. 応力評価（又は耐震評価） 

 4.1 基本方針 

  (1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定

している評価方針を引用し，評価の流れが分か

るように，応力評価（又は耐震評価）の目的，考

え方，耐震クラス等を記載する。 

 

182 
別紙５ 

（6-86） 

 4.2 評価対象部位 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる評価対象部位を引用し，詳細な評価対象部位

及び部位選定の考え方を記載する。 

(2) 同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代

表部位で記載する場合は，最も評価が厳しくなる

部位を選定していることを記載する。 

4.2 評価対象部位 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている評価対象部位を引用し，詳細な評価対象

部位及び部位選定の考え方を記載する。 

(2) 同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代

表部位で記載する場合は，最も評価が厳しくな

る部位を選定していることを記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

183 
別紙５ 

（6-86） 

 4.3 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる荷重及び荷重の組合せを引用し，評価対象部

位ごとの荷重及び組み合わせ荷重を具体的に記載

する。 

(2) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共

通の荷重算出方法等を引用して記載する場合は，

引用する内容が分かるように記載する。 

(3) 上位文書で設定していない個別の計算式等を

用いて評価する場合は具体的に説明する。 

4.3 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている荷重及び荷重の組合せを引用し，評価対

象部位ごとの荷重及び組み合わせ荷重を具体的

に記載する。 

(2) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書

共通の荷重算出方法等を引用して記載する場合

は，引用する内容が分かるように記載する。 

(3) 上位文書で設定していない個別の計算式等

を用いて評価する場合は具体的に説明する。 

 

 

 

 

184 
別紙５ 

（6-86） 

 4.4 許容限界 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる許容限界を引用し，評価対象部位ごとに許容

限界を記載する。 

(2) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共

通の許容値等を引用して記載する場合は，引用す

る内容が分かるように記載する。 

・上位文書で設定していない個別の計算式等を用

4.4 許容限界 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている許容限界を引用し，評価対象部位ごとに

許容限界を記載する。 

(2) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書

共通の許容値等を引用して記載する場合は，引

用する内容が分かるように記載する。 

上位文書で設定していない個別の計算式等を
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-51 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

いて評価する場合は，具体的に説明する。 用いて評価する場合は，具体的に説明する。 

185 
別紙５ 

（6-86） 

 4.5 評価方法 

(1) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共

通の計算方法，計算式，解析手法等を引用して記載

する場合は，引用する内容が分かるように記載す

る。 

(2) 上位文書で設定していない個別の計算式，解

析手法，試験結果等を用いて評価する場合は，具体

的に説明する。 

(3) 計算に使用する記号の定義を記載する。過去

の工認資料の例にならい，記号の定義は，記号表と

して記載するか，あるいは当該式の下に記載する。 

4.5 評価方法 

(1) 上位文書の評価方針書で設定する各計算書

共通の計算方法，計算式，解析手法等を引用して

記載する場合は，引用する内容が分かるように

記載する。 

(2) 上位文書で設定していない個別の計算式，解

析手法，試験結果等を用いて評価する場合は，具

体的に説明する。 

(3) 計算に使用する記号の定義を記載する。過去

の工認資料の例にならい，記号の定義は，記号表

として記載するか，あるいは当該式の下に記載

する。 

 

186 
別紙５ 

（6-86） 

 5. 機能維持評価 

5.1 基本方針 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる評価方針を引用し，解析の流れが分かるよう

に，機能維持評価の目的，考え方等を記載する。 

5. 機能維持評価 

5.1 基本方針 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている評価方針を引用し，解析の流れが分かる

ように，機能維持評価の目的，考え方等を記載す

る。 

 

187 
別紙５ 

（6-87） 

 5.2 評価対象部位 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる評価対象部位を引用し，詳細な評価対象部位

及び部位選定の考え方を記載する。 

5.2 評価対象部位 

  (1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている評価対象部位を引用し，詳細な評価対

象部位及び部位選定の考え方を記載する。 

 

 

188 
別紙５ 

（6-87） 

 5.3 許容限界 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定して

いる許容限界を引用し，評価対象部位ごとに許容

限界を記載する。 

5.3 許容限界 

  (1) 上位文書である耐震評価の方針書で設定し

ている許容限界を引用し，評価対象部位ごと

に許容限界を記載する。 

 

 

189 
別紙５ 

（6-87） 

 5.4 評価方法 

(1) 上位文書である耐震評価の方針書の機能維持

方針を引用し，機能維持評価の方法を記載する。具

体的には，評価対象の応答加速度が，「5.3 許容限

5.4 評価方法 

  (1) 上位文書である耐震評価の方針書の機能維

持方針を引用し，機能維持評価の方法を記載

する。具体的には，評価対象の応答加速度が，
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先行審査プラントの記載との比較表 比較表 6-52/E 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

界」で示す機能確認済加速度等の許容限界以下と

なることを確認する等を記載する。 

「5.3 許容限界」で示す機能確認済加速度等

の許容限界以下となることを確認する等を記

載する。 

 

190 
別紙５ 

（6-87） 

 6. 評価条件 

6.1 評価結果の妥当性を確認する上で必要とな

る，設計条件，評価用加速度，機器要目等の評価条

件を記載する。計算書の前段で記載する評価条件

についても必要により再掲する。 

（記載例） 

Ⅴ-○「○○に関する説明書」のうちⅤ-○-○

-○-○「○○に関する説明書」の耐震計算書フ

ォーマットに記載される評価条件 

 

6. 評価条件 

 6.1 評価結果の妥当性を確認する上で必要とな

る，設計条件，評価用加速度，機器要目等の評

価条件を記載する。計算書の前段で記載する評

価条件についても必要により再掲する。 

（記載例） 

Ⅵ-○「○○に関する説明書」のうちⅥ-○-○

-○-○「○○に関する説明書」の耐震計算書フ

ォーマットに記載される評価条件 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

191 
別紙５ 

（6-87） 

 7. 耐震評価結果 

7.1 許容限界，耐震評価結果，評価結果等を記載

する。 

7. 耐震評価結果 

 7.1 許容限界，耐震評価結果，評価結果等を記載

する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-1 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機

との比較 

1 
本文 

（7-1） 

 7.1 目的 

工事計画認可申請のうち「実用発電用原子炉の設置，運

転等に関する規則」の「別表第二」（以下「別表第二」

という。）に添付要求のある添付図面（系統図，配置

図，構造図）について，記載の統一及び一貫性を図るこ

とを目的として，添付図面の作成要領を策定する。な

お，記載例については，別紙１に示す。 

 

7.1 目的 

設計及び工事の計画認可申請のうち「実用発電用原子炉

の設置，運転等に関する規則」の「別表第二」（以下「別

表第二」という。）に添付要求のある添付図面（系統図，

配置図，構造図）について，記載の統一及び一貫性を図る

ことを目的として，添付図面の作成要領を策定する。な

お，記載例については，別紙１に示す。 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

2 
本文 

（7-1） 

 7.2 添付図面を添付する対象範囲 
 
 

(1) 別表第二の個別の施設ごとに作成する添付図面（系

統図，配置図，構造図）を添付する対象範囲は，次頁の通

りとする。 

配置図については，機器の配置を明示した図面（以下，機

器配置図）及び主配管の配置を明示した図面（以下，配管

配置図）は別整理とする。 

なお，表の範囲に含まれない設備については，個別に選定

する。 

 

7.2 添付図面を添付する対象範囲 

 

(1) 別表第二の個別の施設ごとに作成する添付図面（系

統図，配置図，構造図）を添付する対象範囲は，次頁の通

りとする。 

配置図については，機器の配置を明示した図面（以下，機

器配置図）及び主配管の配置を明示した図面（以下，配管

配置図）は別整理とする。 

なお，表の範囲に含まれない設備については，個別に選定

する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-2 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機

との比較 

3 
本文 

（7-2） 

 

  

 

4 
本文 

（7-3） 

 注記＊1： 重大事故等対処設備における主配管系統図を

添付する。また，重大事故等対処設備と設計基準対象施設

との関係性を示すため，設計基準対象施設における主配

管系統図についても添付する。 

注記＊1： 重大事故等対処設備における主配管系統図を

添付する。また，重大事故等対処設備と設計基準対象施設

との関係性を示すため，設計基準対象施設における主配

管系統図についても添付する。 

 

5 
本文 

（7-3） 

 ＊2： 既工事計画書に添付図面の記載があるものについ

ては，図面自体は添付せず添付図面の目次に許認可情報

（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「添

付図面名称」）を記載する。ただし，クラスアップした範

囲の配管については図面を添付する。 

＊2： 既工事計画書に添付図面の記載があるものについ

ては，図面自体は添付せず添付図面の目次に許認可情報

（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」及び「添

付図面名称」）を記載する。ただし，クラスアップした範

囲の配管については図面を添付する。 

 

6 
本文 

（7-3） 

 ＊3： 構造図には，主要寸法を記載する。なお，別表第

二下欄で要求される構造図のうち記載すべき主要寸法が

ない設備（計測装置等）については，説明書にて示す。 

＊3： 構造図には，主要寸法を記載する。なお，別表第

二下欄で要求される構造図のうち記載すべき主要寸法が

ない設備（計測装置等）については，説明書にて示す。 

 

7 
本文 

（7-3） 

 ＊4： 耐震Ｓクラス設備及びＢクラス共振の系統図につ

いては，対象範囲確認のため，別途社内資料として作成す

る。 

＊4： 耐震Ｓクラス設備及びＢクラス共振の系統図につ

いては，対象範囲確認のため，別途社内資料として作成す

る。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-3 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機

との比較 

8 
本文 

（7-4） 

 (2) 基本設計方針にのみ記載する設備の扱い 

a. 基本設計方針にのみ記載する設備の図面について

は，別表第二上で要求される「添付図面」としては添付

せず，当該設備が関連する説明資料で必要により図示す

るものとする。 

 

(2) 基本設計方針にのみ記載する設備の扱い 

a. 基本設計方針にのみ記載する設備の図面について

は，別表第二上で要求される「添付図面」としては添付せ

ず，当該設備が関連する説明資料で必要により図示する

ものとする。 

 

9 
本文 

（7-4） 

 (3) 兼用設備の添付図面の添付について 

a. 兼用設備（基本設計方針にて兼用先を記載するもの

を含む）に係る添付図面の添付対象について，以下に示

す。 

(3) 兼用設備の添付図面の添付について 

a. 兼用設備（基本設計方針にて兼用先を記載するもの

を含む）に係る添付図面の添付対象について，以下に示

す。 

 

10 
本文 

（7-4） 
 

  

 

11 
本文 

（7-5） 

 (4) 6,7号機共用設備の添付図面の添付について 

a. 6,7 号機共用設備における添付図面の添付対象につ

いて，以下に示す。 

(4) 6,7 号機共用設備の添付図面の添付について 

a. 6,7 号機共用設備における添付図面の添付対象につ

いて，以下に示す。 

 

12 
本文 

（7-5） 
 

 
 

 

13 
本文 

（7-5） 
 

注記＊1： 6,7号機共用設備について，6号機申請にお

いても，7号機の共用範囲がわかるよう6,7号

機ともに添付する。 

注記＊1： 6,7号機共用設備について，6号機申請にお

いても，7号機の共用範囲がわかるよう6,7号

機ともに添付する。 

 

14 本文  ＊2： 可搬型設備の取付箇所は，6,7号機で異なること ＊2： 可搬型設備の取付箇所は，6,7号機で異なること  
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-4 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機

との比較 

（7-5） から6,7号機別に添付する。 

また，保管場所については6,7号機ともに添付する。

なお，取付箇所・使用箇所が特定できないもの（可搬

型通信連絡設備等）は，保管場所のみを示すことと

し，設備登録号機側に添付する。 

から6,7号機別に添付する。 

また，保管場所については6,7号機ともに添付する。なお，

取付箇所・使用箇所が特定できないもの（可搬型通信連絡

設備等）は，保管場所のみを示すこととし，設備登録号機

側に添付する。 

 

15 
本文 

（7-5） 

 ＊3： 可搬型設備については，6,7号機で接続箇所，

使用系統等が異なることから6,7号機とも系統図を添

付する。 

＊3： 可搬型設備については，6,7号機で接続箇所，使

用系統等が異なることから6,7号機とも系統図を添付

する。 

 

16 
本文 

（7-5） 

 (5) 公差表の添付について 

a. 配管配置図及び構造図を添付する設備のうち，要目

表の変更後に主要寸法が記載される設備について公差表

を添付する。なお，一部の設備については以下の通りと

する。 

(5) 公差表の添付について 

a. 配管配置図及び構造図を添付する設備のうち，要目

表の変更後に主要寸法が記載される設備について公差表

を添付する。なお，一部の設備については以下の通りとす

る。 

 

 

17 
本文 

（7-5） 

 (a) 既工事計画書にて認可を受けている範囲内にある

設備については公差表を添付しない。（ＤＢクラス３から

ＳＡクラス２へクラスアップした配管の継手のうちＤＢ

で認可を受けた温度圧力条件から変更のないもの）  

(a) 既工事計画書にて認可を受けている範囲内にある

設備については公差表を添付しない。（ＤＢクラス３から

ＳＡクラス２へクラスアップした配管の継手のうちＤＢ

で認可を受けた温度圧力条件から変更のないもの） 
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（7-5） 

 (b) 設計段階で主要寸法の寸法公差が設定されていな

い設備については，公差表を添付した上で「規定しない」

旨を記載する。（浸水防護堰等） 

(b) 設計段階で主要寸法の寸法公差が設定されていな

い設備については，公差表を添付した上で「規定しない」

旨を記載する。（浸水防護堰等） 
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 (c) 可搬型重大事故等対処設備の主要寸法のうち概略

寸法を記載している箇所については「概略寸法のため規

定しない」旨を記載した上で，寸法公差を設定しない。

（車両寸法等） 

(c) 可搬型重大事故等対処設備の主要寸法のうち概略

寸法を記載している箇所については「概略寸法のため規

定しない」旨を記載した上で，寸法公差を設定しない。

（車両寸法等） 
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（7-6） 

 (d) 安全弁・逃がし弁の「呼び径」については，性能又

は構造強度等の評価に係らないことから，公差表は添付

しない。 

(d) 安全弁・逃がし弁の「呼び径」については，性能

又は構造強度等の評価に係らないことから，公差表は添

付しない。 
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 (e) 公差は技術基準適合の閾値であることから，要目

表の記載値に「○○以上」と評価上の最小値を記載して

いる場合は公差表を添付しない。 

（例：安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁箱厚さ

及び弁ふた厚さ等） 

(e) 公差は技術基準適合の閾値であることから，要目

表の記載値に「○○以上」と評価上の最小値を記載して

いる場合は公差表を添付しない。 

（例：安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の弁箱厚さ

及び弁ふた厚さ等） 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-5 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機

との比較 
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（7-7） 

 7.3 添付図面の記載方法 

 (1) 共通事項 

a. 別表第二の施設（系統）区分ごとに添付図面を作成

する。 

（例：核燃料取扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施

設，計測制御系統施設…） 

 

7.3 添付図面の記載方法 

(1) 共通事項 

a. 別表第二の施設（系統）区分ごとに添付図面を作成

する。 

（例：核燃料取扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施

設，計測制御系統施設…） 
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（7-7） 

 b. 資料の構成は，別表第二の記載順に施設（系統）ごと

に作成し，添付図面の目次により添付する図面を明確化

する。 

b. 資料の構成は，別表第二の記載順に施設（系統）ご

とに作成し，添付図面の目次により添付する図面を明確

化する。 
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 (2) 系統図 

a. 重大事故等対処設備（SA）の主たる流路を示す系統

図を添付する。 

また，そのSAの主たる流路と設計基準対象施設（DB）の主

たる流路との切り替え性を示すために，DBの主たる流路

を示す系統図を添付する。 

(2) 系統図 

a. 重大事故等対処設備（ＳＡ）の主たる流路を示す系

統図を添付する。 

また，そのＳＡの主たる流路と設計基準対象施設（Ｄ

Ｂ）の主たる流路との切り替え性を示すために，ＤＢの

主たる流路を示す系統図を添付する。 
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（7-7） 

 b. ＤＢ系統図，ＳＡ系統図とも設備（系統）区分ごと

に作成する。 

当該設備（系統）区分における申請範囲（主たる設備

（系統）区分の主流路の範囲）を「赤太実線」で示し，

当該設備（系統）区分における申請範囲である旨を凡例

に記載する。 

また，主たる流路を他の設備（系統）で兼用する箇所に

ついては，「赤とは別の色」で識別し，兼用する設備

（系統）別の色分けを図中に凡例として記載する。 

b. ＤＢ系統図，ＳＡ系統図とも設備（系統）区分ごとに

作成する。 

当該設備（系統）区分における申請範囲（主たる設備（系

統）区分の主流路の範囲）を「赤太実線」で示し，当該設

備（系統）区分における申請範囲である旨を凡例に記載す

る。 

また，主たる流路を他の設備（系統）で兼用する箇所につ

いては，「赤とは別の色」で識別し，兼用する設備（系統）

別の色分けを図中に凡例として記載する。 
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 c. SA主要弁・安全弁・逃がし弁については，申請対象

弁を太線で囲むことで示すものとする。 

また，凡例として図中に記載する。 

c. SA主要弁・安全弁・逃がし弁については，申請対象

弁を太線で囲むことで示すものとする。 

また，凡例として図中に記載する。 
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 d. ＤＢ，ＳＡの「計測制御系統図」については，申請対

象計測器を点線で囲むことで示すものとし，ＤＢ兼ＳＡ

対象は「◇」，ＳＡ対象は「△」の注記を設けることで，

ＤＢ，ＳＡ対象を識別する。 

d. ＤＢ，ＳＡの「計測制御系統図」については，申請

対象計測器を点線で囲むことで示すものとし，ＤＢ兼Ｓ

Ａ対象は「◇」，ＳＡ対象は「△」の注記を設けること

で，ＤＢ，ＳＡ対象を識別する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-6 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機

との比較 
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（7-8） 

 e. 技術基準規則第54条の重大事故等対処設備に要求さ

れる切り替え性，接続先の規格の統一，複数の異なる場

所への接続口の設置要求に対する記載方法については，

以下に示す。 

(a) 切り替え性 

設計基準対象施設との切り替えを行う弁については，

四角破線で囲み切替対象弁であることを示す。 

また，凡例として図中に記載する。 

e. 技術基準規則第54条の重大事故等対処設備に要求さ

れる切り替え性，接続先の規格の統一，複数の異なる場

所への接続口の設置要求に対する記載方法については，

以下に示す。 

(a) 切り替え性 

設計基準対象施設との切り替えを行う弁については，四

角破線で囲み切替対象弁であることを示す。 

また，凡例として図中に記載する。 
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 (b) 接続先の規格の統一 

可搬型設備の接続箇所について，接続先が統一された

形状等であることが分かるように，接続方式，呼び径

及びボルト本数等の仕様について記載する。 

(b) 接続先の規格の統一 

可搬型設備の接続箇所について，接続先が統一された形

状等であることが分かるように，接続方式，呼び径及び

ボルト本数等の仕様について記載する。 
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 (c) 異なる場所への接続口設置 

接続先を2箇所に分散配置する場合， 接続先となる場所

名を図面上に記載する。 

（例：復水補給水系接続口（南）など） 

 

(c) 異なる場所への接続口設置 

接続先を2箇所に分散配置する場合， 接続先となる場所

名を図面上に記載する。 

（例：復水補給水系接続口（南）など） 
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 f. 主配管の要目表に「分岐点」又は「合流点」の名称

がある場合は，系統図の該当箇所に，引出し線を用い

て，要目表と同一名称を記載する。 

f. 主配管の要目表に「分岐点」又は「合流点」の名称が

ある場合は，系統図の該当箇所に，引出し線を用いて，要

目表と同一名称を記載する。 
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 g. 申請する主配管の分岐部のうち，枝管が主配管に該

当しない場合は，枝管の仕様を記載する（ただし，ベン

ト・ドレン・計装配管を除く）。 

g. 申請する主配管の分岐部のうち，枝管が主配管に該

当しない場合は，枝管の仕様を記載する（ただし，ベン

ト・ドレン・計装配管を除く）。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-7 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機

との比較 
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（7-9） 
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（7-

10） 

 (3) 機器配置図 

a. 共通事項 

(a) 機器配置図に記載する機器の名称及び保管場所・取

付箇所は要目表の記載と合わせる。 

(3) 機器配置図 

a. 共通事項 

(a) 機器配置図に記載する機器の名称及び保管場所・取

付箇所は要目表の記載と合わせる。 
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10） 

 (b) 一つの機器で，「機器本体」と「附属機器」の要目

表がある場合は，「機器本体」の配置を機器配置図に記載

し，附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所であること

を注記にて記載する。 

(b) 一つの機器で，「機器本体」と「附属機器」の要目表

がある場合は，「機器本体」の配置を機器配置図に記載し，

附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所であることを注

記にて記載する。 
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10） 

 (c) 屋外に配置している機器については，要目表に記

載する取付箇所の記載内容に屋外 T.M.S.L.○mm を記載

する。  

(c) 屋外に配置している機器については，要目表に記載

する取付箇所の記載内容に屋外 T.M.S.L.○mm を記載す

る。 
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 (d) 建屋内に配置している機器で，機器配置図に記載し

ているフロアレベルと当該機器の設置レベルが異なる場

合は，機器名称の後に T.M.S.L.○mm を記載する。   

(d) 建屋内に配置している機器で，機器配置図に記載し

ているフロアレベルと当該機器の設置レベルが異なる場

合は，機器名称の後に T.M.S.L.○mm を記載する。 
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 b. 常設設備 

(a) 常設設備の取付箇所については，同一の設備（系統）

区分の機器を，フロア別にまとめた記載とする。 

b. 常設設備 

(a) 常設設備の取付箇所については，同一の設備（系統）

区分の機器を，フロア別にまとめた記載とする。 

 

 

40 
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10） 

 c. 可搬型設備 

(a) 屋外の可搬型設備の保管場所については，図中に全

ての保管場所を明示する。 

c. 可搬型設備 

(a) 屋外の可搬型設備の保管場所については，図中に全

ての保管場所を明示する。 
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 (b) 可搬型設備の取付箇所及び保管場所については，同

一の設備（系統）区分の機器をまとめた記載とする。 

(b) 可搬型設備の取付箇所及び保管場所については，同

一の設備（系統）区分の機器をまとめた記載とする。ただ
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-8 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機

との比較 

10） ただし機器が多数あり，１つの図面で収まらない場合は

複数の図面に分けることも可とする。 

し，機器が多数あり，１つの図面で収まらない場合は複数

の図面に分けることも可とする。 
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 (c) 6，7号機共用設備のうち 6号機と 7号機それぞれ

に取付箇所がある場合は，図中に＊又は注記で，「本図

（又は本設備）は，6，7号機共用設備の取付箇所におけ

る関係性を示すため，7号機（6号機）側への取付箇所

を示す。」と記載し，それぞれの号機における取付箇所

を示すものとする。 

(c) 6，7 号機共用設備のうち 6 号機と 7 号機それぞれ

に取付箇所がある場合は，図中に※又は注記で，「本図（又

は本設備）は，6，7 号機共用設備の取付箇所における関

係性を示すため，7号機（6号機）側への取付箇所を示す。」

と記載し，それぞれの号機における取付箇所を示すもの

とする。 
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 d. 設計基準対象施設と重大事故等対処設備との位置的

分散について 

 (a) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備との位置

的分散は，機器配置図としては，対象となる機器名称を

記載するのみとし，具体的な位置的分散についての説明

は，Ⅴ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書」の資料

中に，その「対象設備」や位置的分散について表などを

用いて示すこととする。 

d. 設計基準対象施設と重大事故等対処設備との位置的

分散について 

(a) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備との位置

的分散は，機器配置図としては，対象となる機器名称を記

載するのみとし，具体的な位置的分散についての説明は，

Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」の資料中に，

その「対象設備」や位置的分散について表などを用いて示

すこととする。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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 (4) 配管配置図 
a. 配管配置図に記載する配管（常設及び可搬型の放水

砲等）の仕様は要目表と紐付け可能なように、別紙に配管

図に対応した要目表の一覧表を添付する。 

(4) 配管配置図 

a. 配管配置図に記載する配管（常設及び可搬型の放水

砲等）の仕様は要目表と紐付け可能なように，別紙に配

管図に対応した要目表の一覧表を添付する。 
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 b. 兼用設備側の配管配置図については主登録側と配管

配置及び構造は同様であることから添付しない。 

b. 兼用設備側の配管配置図については主登録側と配管

配置及び構造は同様であることから添付しない。 
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 c. 重大事故等対処設備として使用する既存の設備のう

ち，既工事計画書に図面の記載があるものについては，配

管配置図自体は添付せず，添付図面目次に該当する設備

の許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）

番号」及び「添付図面名称」）を記載する。ただし，クラ

スアップの範囲については図面を添付する。 

c. 重大事故等対処設備として使用する既存の設備のう

ち，既工事計画書に図面の記載があるものについては，配

管配置図自体は添付せず，添付図面目次に該当する設備

の許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番

号」及び「添付図面名称」）を記載する。ただし，クラス

アップの範囲については図面を添付する。 
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d. 配管図の記載要領については以下の通りとする。 

(a) 配管は呼び径に関わらず，単線にて表示する。 

(b) 接続先表示は，次のものとする。 

d. 配管図の記載要領については以下の通りとする。 

(a) 配管は呼び径に関わらず，単線にて表示する。 

(b) 接続先表示は，次のものとする。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-9 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機

との比較 

イ. 同一系統において，別図面に記載する場合は，接

続先の図面の図面番号を記載する。 

 ロ. 接続先が他系統になる場合は，相手側を破線にて

記載し，系統名又は機器名称を記載する。 

 ハ. 同一系統において，同図面に記載する場合は，

各々の接続先にアルファベット記号（小文字）を付け，

記載する。 

 

 イ. 同一系統において，別図面に記載する場合は，接

続先の図面の図面番号を記載する。 

 ロ. 接続先が他系統になる場合は，相手側を破線にて

記載し，系統名又は機器名称を記載する。 

 ハ. 同一系統において，同図面に記載する場合は，各々

の接続先にアルファベット記号（小文字）を付け，記載

する。 
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(c) ルート表示は，次によるものとする。 

クラス１及び２配管については，継手を表示する。 

イ. 曲げ部 

平面図，立面図でのエルボ・曲げ管の区別は下図による。 

クラス１及びクラス２配管以外ではその区別をせず，下

図の曲げ管の場合による。 

 

 

 

(c) ルート表示は，次によるものとする。 

クラス１及び２配管については，継手を表示する。 

 イ. 曲げ部 

平面図，立面図でのエルボ・曲げ管の区別は下図によ

る。クラス１及びクラス２配管以外ではその区別をせ

ず，下図の曲げ管の場合による。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-10 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機

との比較 

 

ロ. 分岐部 

ティー，管台の区別は下図による。クラス１及びクラス

２配管以外ではその区別をせず，下図の管台の場合によ

る。 

 

 

ハ. レジューサ 

下図の表記を行い，同芯，偏芯の区別は行わない。 

 

 

 

 

ニ. 配管が重なる箇所の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 分岐部 

ティー，管台の区別は下図による。クラス１及びクラス

２配管以外ではその区別をせず，下図の管台の場合によ

る。 

 

ハ. レジューサ 

下図の表記を行い，同芯，偏芯の区別は行わない。 

 

ニ. 配管が重なる箇所の表示 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-11 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機

との比較 
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。 

 

(d) 主流路を構成しない分岐部は次のように記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ：工事計画に記載の管継手であり，主流路でない

部分は破線（細線）とする。 

 

(d) 主流路を構成しない分岐部は次のように記載す

る。 

 

注記 ：要目表に記載の管継手であり，主流路でない部

分は破線（細線）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

50 

本文 

（7-
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 (5) 構造図 

a. 構造図の図中に主要寸法を記載する。 

(5) 構造図 

a. 構造図の図中に主要寸法を記載する。 
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本文 
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 b.  b. 複数の施設又は設備（系統）区分で兼用する設

備の構造図は，兼用先の図面は添付しない。 

b. 複数の施設又は設備（系統）区分で兼用する設備の

構造図は，兼用先の図面は添付しない。 
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c. ６号機及び７号機で共用する設備の構造図について，

要目表にて共用の有無が確認できることから，７号機側へ

図面を添付し，６号機側へは図面は添付しない。 

なお，図面（目録に既工事計画書の許認可情報を記載す

るものは目録）には，「共用する」旨を記載する。 

c. 6号機及び7号機で共用する設備の構造図について，

要目表にて共用の有無が確認できることから，7号機側

へ図面を添付し，6号機側へは図面は添付しない。 

なお，図面（目録に既工事計画書の許認可情報を記載す

るものは目録）には，「共用する」旨を記載する。 
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 d. 重大事故等対処設備として使用する既存の設備のう

ち，既工事計画書に図面の記載があるものについては，構

造図自体は添付せず，添付図面の目次に該当する設備の

d. 重大事故等対処設備として使用する既存の設備のう

ち，既工事計画書に図面の記載があるものについては，構

造図自体は添付せず，添付図面の目次に該当する設備の
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 比較表 7-12/E 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 

 

柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機

との比較 

許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番

号」及び「添付図面名称」）を記載する。 

許認可情報（「認可（届出）年月日」，「認可（届出）番号」

及び「添付図面名称」）を記載する。 
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 e. 非常用電源設備の「内燃機関」に関する記載方法につ

いて，その設備に附属する要目表記載機器（調速装置，非

常調速装置等）の取付け位置がわかるように図中に記載

する。 

e. 非常用電源設備の「内燃機関」に関する記載方法に

ついて，その設備に附属する要目表記載機器（調速装

置，非常調速装置等）の取付け位置がわかるように図中

に記載する。 
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別紙１ 

（7-17 

～7-

32） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・例として代表ページを記載。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-1 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

1 
本文 

（8-1） 

 8.1 要旨 

共用設備の工認書類への記載方針について以下に纏め

る。 

8.1 要旨 

共用設備の設計及び工事の計画書類への記載方針につ

いて以下に纏める。 

 

 

・記載の適正化 

2 
本文 

（8-1） 

 8.2 記載方法 

(1) 要目表への記載 

a. 「共用設備」の名称，仕様等の表記方法について

は，「２ 工事計画認可申請における要目表の作成要

領」に従う。 

8.2 記載方法 

(1) 要目表への記載 

a. 「共用設備」の名称，仕様等の表記方法について

は，「2. 設計及び工事の計画認可申請における要目表

の作成要領」に従う。 

 

 

 

・記載の適正化 

3 
本文 

（8-1） 

 (2) 基本設計方針への記載 

a. 「要目表対象設備」を「基本設計方針」へ記

載する場合の表記方法は「２ 工事計画認可申請にお

ける要目表の作成要領」に従う。 

(2) 基本設計方針への記載 

a. 「要目表対象設備」を「基本設計方針」へ記

載する場合の表記方法は「2. 設計及び工事の計画認

可申請における要目表の作成要領」に従う。 

 

 

・記載の適正化 

4 
本文 

（8-1） 

 b. 「基本設計方針にのみ記載する設備」は，要

目表と記載を整合させるため，原則として，要目表の

記載ルールに従う。具体的な記載ルールは以下のとお

り。 

b. 「基本設計方針にのみ記載する設備」は，要

目表と記載を整合させるため，原則として，要目表の

記載ルールに従う。具体的な記載ルールは以下のとお

り 

 

5 
本文 

（8-1） 

 (a) 「常設設備」の記載について 

イ. 申請する号機と設備登録号機が同じ場合は，

「（6,7 号機共用）」と記載し，申請する号機と登録

号機が異なる場合は，「（●号機設備，6,7 号機共

用）」と記載する。 

 

さらにこれに加え，設置場所を明確化するために設備

を設置する号機を共用の記載のあとに記載する。 

 

ロ. 重大事故等時のみ6,7 号機で共用とする設備につ

いても同様とする。なお「共用」部分の記載は「（重

大事故等時のみ6,7 号機共用）」と記載する。 

 

 

 

(a)  「常設設備」の記載について 

イ. 申請する号機と設備登録号機が同じ場合は，

「（6,7 号機共用）」と記載し，申請する号機と登録号

機が異なる場合は，「（●号機設備，6,7 号機共用）」と

記載する。 

 

さらにこれに加え，設置場所を明確化するために設備

を設置する号機を共用の記載のあとに記載する。 

 

ロ. 重大事故等時のみ 6,7 号機で共用とする設備につ

いても同様とする。なお「共用」部分の記載は「（重大

事故等時のみ 6,7 号機共用）」と記載する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-2 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

 

 

6 
本文 

（8-1） 

 【基本的な記載パターン】 

●●ポンプ（●号機設備， 6,7 号機共用，●号機に設

置）＊2 

 

      「登録号機＊1」「共用する号機」「設備を

設置する号機」 

 

注記＊1：申請号機と登録号機が同じ場合は，「登録

号機」は記載しない。 

＊2：登録情報を列記することで煩雑な表記となる場

合は，「」（カギカッコ）で区切り，識別する

ものとする。 

【基本的な記載パターン】 

●●ポンプ（●号機設備， 6,7 号機共用，●号機に設

置）＊2 

 

      「登録号機＊1」「共用する号機」「設備を

設置する号機」 

 

注記＊1：申請号機と登録号機が同じ場合は，「登録号

機」は記載しない。 

＊2：登録情報を列記することで煩雑な表記となる場合

は，「」（カギカッコ）で区切り，識別するも

のとする。 

 

 

7 
本文 

（8-1） 

 ハ. 6,7 号機にまたがる共用設備であって，その共用

設備の一部分を自号機と他号機に設置するものは，6 

号機，7 号機に登録する範囲を定め，次の記載例に倣

い記載する。 

 

（記載例）安全パラメータ表示システム（SPDS）の場合

（7 号機登録設備の場合） 

【6 号機申請書の記載】 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 

（「6 号機設備」，「7 号機設備，6,7 号機共用，5 号

機に設置」） 

 

考え方 ・6 号機申請書には，6,7 号機で共用しない設

備として自号機に設置される，6 号機単独の

登録範囲を意味する「6 号機設備」を記載す

る。 

    ・6,7 号機で共用とする範囲については，登

録号機を意味する「7 号機設備」を記載

し，共用記載の後に他号機に設置される設

ハ.6,7 号機にまたがる共用設備であって，その共用設

備の一部分を自号機と他号機に設置するものは，6 号

機，7号機に登録する範囲を定め，次の記載例に倣い記

載する。 

 

（記載例）安全パラメータ表示システム（SPDS）の場

合（7号機登録設備の場合） 

【6号機申請書の記載】 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 

（「6号機設備」，「7号機設備，6,7 号機共用，5号機

に設置」） 

 

考え方 ・6号機申請書には，6,7 号機で共用しない設

備として自号機に設置される，6号

機単独の登録範囲を意味する「6号

機設備」を記載する。 

    ・6,7 号機で共用とする範囲については，登

録号機を意味する「7号機設備」を

記載し，共用記載の後に他号機に設
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-3 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

置場所の記載として「5 号機に設置」と表

記する。 

 
【7 号機申請書の記載】 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 

（「7 号機設備」，「6,7 号機共用，5 号機に設

置」） 

考え方 ・7 号機申請書には，6,7 号機で共用しない

設備として自号機に設置される，7 号機単

独の登録範囲を意味する「7 号機設備」を

記載する。 

   ・6,7 号機で共用とする範囲について は，

共用記載の後に他号機に設置される設置場

所の記載として「5 号機に設置」と表記す

る。なお，申請号機と登録号機が同じなの

で，登録号機を意味する「7 号機設備」は

記載しない。 

置される設置場所の記載として「5

号機に設置」と表記する。 

 

【7 号機申請書の記載】 

 安全パラメータ表示システム（SPDS） 

  （「7号機設備」，「6,7 号機共用，5号機に設置」） 

 

   考え方 ・7号機申請書には，6,7 号機で共用し

ない設備として自号機に設置され

る，7号機単独の登録範囲を意味す

る「7号機設備」を記載する。 

       ・6,7 号機で共用とする範囲について

は，共用記載の後に他号機に設置さ

れる設置場所の記載として「5号機

に設置」と表記する。なお，申請号

機と登録号機が同じなので，登録号

機を意味する「7号機設備」は記載

しない。 
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 (b) 可搬型設備の記載について 

イ. 申請する号機と登録号機が同じ場合は，「（6,7 号

機共用）」と記載し，申請する号機と登録号機が異な

る場合は，「（●号機設備， 6,7 号機共用）」と記載す

る。さらにこれに加えて、保管場所を明確化するため

に設備を保管する号機を記載する。 

(b) 可搬型設備の記載について 

イ. 申請する号機と登録号機が同じ場合は，「（6,7 号

機共用）」と記載し，申請する号機と登録号機が異なる

場合は，「（●号機設備，6,7 号機共用）」と記載する。

さらにこれに加えて，保管場所を明確化するために設

備を保管する号機を記載する。 
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 【基本的な記載パターン】 

●●ポンプ（●号機設備，6,7 号機共用，●号機に保

管）＊2 

     「登録号機＊1」「共用する号機」「設備を保管

する号機」 

 

注記＊1：申請号機と登録号機が同じ場合は，「登録号

機」は記載しない。 

【基本的な記載パターン】 

●●ポンプ（●号機設備，6,7 号機共用，●号機に保

管）＊2 

     「登録号機＊1」「共用する号機」「設備を保管

する号機」 

 

注記＊1：申請号機と登録号機が同じ場合は，「登録号

機」は記載しない。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-4 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

＊2：登録情報を列記することで煩雑な表記となる場合

は，「」（カギカッコ）で区切り，識別するものとする。 

 

（記載例 1）6 号機登録で，6 号機に保管するものの各

号機の記載。 

【6号機申請書の場合】 

●●ポンプ（6,7 号機共用，6号機に保管） 

 

 （注）6号機登録設備の場合，6号機申請書には，登

録号機を意味する冒頭の「6号機設備」は記載しな

い。保管場所を明確化するため「6号機に保管」を記

載する。 

【7号機申請書の場合】 

●●ポンプ（6号機設備，6,7 号機共用，6号機に保管） 

 

（注） ・7号機申請書には，6号機登録であることを

識別するため冒頭に「6号機設備」を記載する。 

保管場所を明確化するため「6号機に保管」を記載する。 

＊2：登録情報を列記することで煩雑な表記となる場合 

は，「」（カギカッコ）で区切り，識別するものとする。 

 

（記載例 1）6 号機登録で，6 号機に保管するものの各

号機の記載。 

【6号機申請書の場合】 

 ●●ポンプ（6,7 号機共用，6号機に保管） 

 

（注）6号機登録設備の場合，6号機申請書には，登録 

号機を意味する冒頭の「6号機設備」は記載しない。 

保管場所を明確化するため「6号機に保管」を記載する。 

 

【7 号機申請書の場合】 

●●ポンプ（6号機設備，6,7 号機共用，6号機に保管） 

 

（注）・7号機申請書には，6号機登録であることを識別 

するため冒頭に「6号機設備」を記載する。 

保管場所を明確化するため「6号機に保管」を記載する。 
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(c) 文章中に同じ設備が複数回登場する場合の記載

について 

イ. 文章中に同じ設備が複数回登場するものについ

ては，「初めて」文章中に登場した箇所にのみ「共用」

の記載をし，その後の文章に登場する箇所については

「共用」の記載を行わない。 

ロ.また，初めて登場する「共用」の記載には「（以下

同じ。）」を付記して，それ以降の文章では「共用」の

記載が繰り返し登場しないことを示す。なお，この

「繰り返し登場しないこと」を示す記載は，施設単位

で有効とする。 

 

 

 

(c) 文章中に同じ設備が複数回登場する場合の記載に

ついて 

イ. 文章中に同じ設備が複数回登場するものについて

は，「初めて」文章中に登場した箇所にのみ「共用」の

記載をし，その後の文章に登場する箇所については

「共用」の記載を行わない。 

ロ. また，初めて登場する「共用」の記載には（以下

同じ。）を付記して，それ以降の文章では「共用」の記

載が繰り返し登場しないことを示す。なお，この「繰

り返し登場しないこと」を示す記載は，施設単位で有

効とする。 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-5 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

 

（例）原子炉冷却系統施設 

△△ポンプ（「6,7号機共用」（以下同じ。））は，

□□として使用する。なお，△△ポンプの設置数は…

… 

 

（例）原子炉冷却系統施設 
△△ポンプ（「6,7 号機共用」（以下同じ。））は，□□

として使用する。なお，△△ポンプの設置数は…… 
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  (d)識別のために記載する特殊な例 

イ.設備仕様を明確にするための情報（個数，計測範

囲等）等を記載する必要があるものは，それらの情報

を「共用」の後に記載する。 

 

（例）○○設備（「6,7 号機共用，6号機に保管」（個数

1（予備 2），計測範囲○～○）） 

 

ロ.可搬型設備のうち「可搬部」と「常設部」が混在

する設備は，それがわかる記載とする。 

（例）○○装置（「6,7 号機共用，6号機及び 7号機に保

管」（配管・弁は設置）） 

 

ハ. 「施設単独設備」と「共用設備」が混在する設

備の記載は，「施設単独設備」の存在がわかるように

申請号機側の設備であっても「登録号機」を記載す

る。また，「単独」，「共用」を識別するため登録単位

毎に「」（カギカッコ）で囲むこととする。 

 

【6 号機申請書の場合】 

（例）○○設備（「6号機設備」，「6,7 号機共用，6号機

に設置」，「7号機設備，6,7 号機共用，6,7 号機に設置」） 

 

「6 号機の単独登録」  「6号機登録の共用設

備」  「7 号機登録の共用設備」 

 

ニ. 号炉間電力融通ケーブル（常設）について，1つ

(d)識別のために記載する特殊な例 

イ. 設備仕様を明確にするための情報（個数，計測範

囲等）等を記載する必要があるものは，それらの情報

を「共用」の後に記載する。 

 

（例）○○設備（「6,7 号機共用，6号機に保管」（個数

1（予備 2），計測範囲○～○）） 

 

ロ. 可搬型設備のうち「可搬部」と「常設部」が混在

する設備は，それがわかる記載とする。 

（例）○○装置（「6,7 号機共用，6号機及び 7号機に

保管」（配管・弁は設置）） 

 

ハ. 「施設単独設備」と「共用設備」が混在する設備

の記載は，「施設単独設備」の存在がわかるように申請

号機側の設備であっても「登録号機」を記載する。ま

た，「単独」，「共用」を識別するため登録単位毎に「」

（カギカッコ）で囲むこととする。 

 

【6 号機申請書の場合】 

（例）○○設備（「6号機設備」，「6,7 号機共用」，「7

号機設備，6,7 号機共用，6号機に設置」） 

 

   「6号機の単独登録」  「6 号機登録の共用設

備」  「7 号機登録の共用設備」 

 

ニ. 号炉間電力融通ケーブル（常設）について，1つ
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-6 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

の設備が 6号機と 7号機の間にわたって設置されてお

り，他の設備の設置方法との区別のため，「設備を設置

する号機」を「6 号機及び 7 号機の間にわたり設置」

と記載する。 

 

（例）号炉間電力融通ケーブル（常設） 

（「6,7 号機共用，6号機及び 7号機の間にわたり設置」

（以下同じ。）） 

 

「共用する号機」   「設備を設置する号機」 
 

の設備が 6号機と 7号機の間にわたって設置されてお

り，他の設備の設置方法との区別のため，「設備を設置

する号機」を「6号機及び 7号機の間にわたり設置」

と記載する。 

 

（例）号炉間電力融通ケーブル（常設） 

（「6,7 号機共用，6号機及び 7号機の間にわたり設

置」（以下同じ。）） 

 

「共用する号機」   「設備を設置する号機」 
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 8.3 適用基準及び適用規格 

適用基準及び適用規格については，6,7 号機共

用であることを踏まえて，6,7 号機共用設備に適

用する基準／規格は，6,7 号機で同じ基準及び規

格を記載する。 

8.3 適用基準及び適用規格 

適用基準及び適用規格については，6,7 号機共

用であることを踏まえて，6,7 号機共用設備に適

用する基準／規格は，6,7 号機で同じ基準及び規

格を記載する。 
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 8.5 添付資料 

(1) 添付資料の添付方針について 

添付資料を添付する号機は，本文（要目表，基本設計

方針）記載事項にて判断する。 

8.4 添付資料 

(1) 添付資料の添付方針について 

添付資料を添付する号機は，本文（要目表，基本設計

方針）記載事項にて判断する。 

・記載の適正化 
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  a. 添付資料への「共用設備」の表記方法は，原則

として，要目表及び基本設計方針と同じ記載方法とす

る。 

 

ただし，設備が設置される建屋（基礎含む。）や配置に

評価が依存するⅤ-2「耐震性に関する説明書」及びⅤ-

1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される

a. 添付資料への「共用設備」の表記方法は，原則と

して，要目表及び基本設計方針と同じ記載方法とす

る。 

 

ただし，設備が設置される建屋（基礎含む。）や配

置に評価が依存するⅥ-2「耐震性に関する説明書」

及びⅥ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-7 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

条件の下における健全性に関する説明書」については，

「共用」の有無によって評価結果が左右されないこと

から，資料中に登場する設備名称に「共用」の記載は行

わないものとする。 

 

使用される条件の下における健全性に関する説明

書」については，「共用」の有無によって評価結果

が左右されないことから，資料中に登場する設備名

称に「共用」の記載は行わないものとする。 
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 b.各添付資料への共用設備に関する記載は，以下を基

本とする。 

(a)添付資料の基本方針には、「共用設備」を用いた設

計方針を 6,7 号機ともそれぞれに記載する。 

b. 各添付資料への共用設備に関する記載は，以下を

基本とする。 

(a) 添付資料の基本方針には，「共用設備」を用いた

設計方針を 6,7 号機ともそれぞれに記載する。 
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 (b) 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機（以下「7 号機」

という。）の技術基準規則適合性に必要な評価結果は，

他号機登録設備についても 7 号機側に記載し，柏崎刈

羽原子力発電所第 6 号機（以下「6 号機」という。）の

技術基準規則適合性に必要な評価結果については，他

号機登録設備についても 6号機側に記載する。なお，7

号機側に，6 号機側の評価結果を含めて記載する場合

は，6号機側には 7号機の評価結果等を記載する添付資

料を読み込む記載を行う。 

（例：火災防護に関する説明書，発電用原子炉施設の

自然現象等による損傷の防止に関する説明書，耐震設

計上重要な設備を設置する施設に関する説明書，溢水

防護に関する説明書等） 

 

(c) ただし，Ⅴ-1-5-4「中央制御室の機能に関する

説明書」，Ⅴ-1-7-3「中央制御室の居住性に関する説

明書」，Ⅴ-1-9-3-1「緊急時対策所の機能に関する説

明書」，Ⅴ-1-9-3-2「緊急時対策所の居住性に関する

説明書」については，通信連絡設備及び被ばく評価の

観点から 6,7 号機の両方に記載する。 

(b) 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機（以下「7号機」

という。）の技術基準規則適合性に必要な評価結果は，

他号機登録設備についても 7号機側に記載し，柏崎刈

羽原子力発電所第 6号機（以下「6号機」という。）の

技術基準規則適合性に必要な評価結果については，他

号機登録設備についても 6号機側に記載する。なお，7

号機側に，6号機側の評価結果を含めて記載する場合

は，6号機側には 7号機の評価結果等を記載する添付

資料を読み込む記載を行う。 

（例：火災防護に関する説明書，発電用原子炉施設の

自然現象等による損傷の防止に関する説明書，耐震設

計上重要な設備を設置する施設の耐震性についての計

算書，溢水防護に関する説明書等） 

 

(c) ただし，Ⅵ-1-5-4「中央制御室の機能に関する説

明書」，Ⅵ-1-7-3「中央制御室の居住性に関する説明

書」，Ⅵ-1-9-3-1「緊急時対策所の機能に関する説明

書」，Ⅵ-1-9-3-2「緊急時対策所の居住性に関する説明

書」については，通信連絡設備及び被ばく評価の観点

から 6,7 号機の両方に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

・記載の適正化 
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 (d) 重大事故等時のみ，6,7 号機共用する設備に関す

る添付資料の記載方法及び可搬型設備の添付方法は，

(d) 重大事故等時のみ，6,7 号機共用する設備に関す

る添付資料の記載方法及び可搬型設備の添付方法は，
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先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-8 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

別紙 1を参照する。 別紙 2を参照する。 ・記載の適正化 
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 (2) 7号機とは異なる号機に設置又は保管する設備の

添付資料の扱いについて 

7 号機とは異なる号機に設置又は保管する設備（例え

ば，7号機登録であるが設備の保管は 6号機で行うも

の）の技術基準適合性は 7号機側で説明する。 

(2) 7 号機とは異なる号機に設置又は保管する設備の

添付資料の扱いについて 

7 号機とは異なる号機に設置又は保管する設備（例え

ば，7号機登録であるが設備の保管は 6号機で行うも

の）の技術基準適合性は 7号機側で説明する。 

 

20 
本文 

（8-5） 

 (3)  6 号機の工事計画認可申請の補正書に添付する

添付書類の添付方針について 

a. 基本的な添付方針 

共用設備の 6号機申請書への添付の扱いについては以

下とする。 

(3) 6 号機の設計及び工事の計画認可申請の補正書に

添付する添付書類の添付方針について  

a. 基本的な添付方針 

共用設備の 6号機申請書への添付の扱いについては以

下とする。 

・記載の適正化 
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 （a）共用設備の強度・耐震性に関する計算方針及び

計算書は，7号機に添付しているため，6号機は，

該当する 7号機添付資料を読み込みし，関連を示

す。 

(b)7 号機添付資料の読み込みの方法は，該当する 6号

機の添付資料の「概要」，「設計方針」等に該当する

7号機の「添付資料名称」と「添付資料番号」を読

み込みする。 

(c)これらの読み込みは，添付資料毎に記載する場所

（「概要」や「設計方針」等）が異なるが，できる限

り該当する添付資料の上位にある添付資料へ読み込み

を行う。 

(a) 共用設備の強度・耐震性に関する計算方針及び計

算書は，7号機に添付しているため，6号機は，該当す

る 7号機添付資料を読み込みし，関連を示す。 

 

(b) 7 号機添付資料の読み込みの方法は，該当する 6

号機の添付資料の「概要」，「設計方針」等に該当する 7

号機の「添付資料名称」と「添付資料番号」を読み込み

する。 

(c) これらの読み込みは，添付資料毎に記載する場所

（「概要」や「設計方針」等）が異なるが，できる限り

該当する添付資料の上位にある添付資料へ読み込みを

行う。 
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(d)発電所全体や施設・系統単位で機能・性能の説明

が必要な説明書における共用設備の扱いは，6号機と

しての技術基準規則への適合を，共用設備を含めて担

保する設計方針とすることから，6,7 号機申請書で同

じか，または，ほぼ同じ内容の添付資料を添付する。 

 

 

(d) 発電所全体や施設・系統単位で機能・性能の説明

が必要な説明書における共用設備の扱いは，6号機とし

ての技術基準規則への適合を，共用設備を含めて担保す

る設計方針とすることから，6,7 号機申請書で同じか，

または，ほぼ同じ内容の添付資料を添付する。 
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 この場合において，6号機申請書に添付する書類にお

ける表記方法は，基本設計方針と同じ記載方法とす

この場合において，6号機申請書に添付する書類にお

ける表記方法は，基本設計方針と同じ記載方法とす

 



 
柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 

先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-9 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機と

の比較 

る。 

上記の記載例について別紙 1に示す。 

 

 

 

 

 

る。 

上記の記載例について別紙 1に示す。 
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 記載例 

【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】 

 
1. 概 要 
  本資料は，実用発電用原子炉の設置，運転等に関

する規則別表第二に基づき，当該申請に係る設備別記

載事項のうち容量等の設定根拠について説明するもの

である。 
  また，併せて基本設計方針にのみ記載する設備の

うち技術基準規則で性能・機能が要求されている設備

を別添 1 の「技術基準要求機器リスト」で整理し，設

定根拠の説明が必要な機器については，その根拠を別

添 2 の「設定根拠に関する説明書（別添）」 にて説

明する。 
7 号機設備，6.7 号機共用の設備の設備別記載事項

の設定根拠に関する説明は，平成○○年○月○日付け

原規発第○○○○号にて認可された柏崎刈羽原子力発

電所第 7 号機の工事計画の V-1-1-5「設備別記載事項

の設定根拠に関する説明書」による。 
  なお，対象設備については別紙「○号機設備，

○，○号機共用リスト」にて示す。 
 
 
 
 

記載例 

【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】 

 

1. 概 要 

  本資料は，実用発電用原子炉の設置，運転等に関

する規則別表第二に基づき，当該申請に係る設備別記

載事項のうち容量等の設定根拠について説明するもの

である。 

  また，併せて基本設計方針にのみ記載する設備の

うち技術基準規則で性能・機能が要求されている設備

を別添 1の「技術基準要求機器リスト」で整理し，設

定根拠の説明が必要な機器については，その根拠を別

添 2の「設定根拠に関する説明書（別添）」 にて説明

する。 

7 号機設備，6,7 号機共用の設備の設備別記載事項の設

定根拠に関する説明は，令和○○年○月○日付け原規

規発第○○○○号にて認可された柏崎刈羽原子力発電

所第 7号機の設計及び工事の計画の V-1-1-5「設備別

記載事項の設定根拠に関する説明書」による。 

なお，対象設備については別紙「○号機設備，○，○

号機共用リスト」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

資料の性格によっては，共用設備のリストを添

付する。 
資料の性格によっては，共用設備のリストを添付

する。 



 
柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 

先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-10 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機と

の比較 
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 8.6 添付図面 

（1）添付図面に記載する号機は、本文（要目表、基

本設計方針）を参考に記載する。 

a. 各施設の個別図面について 

要目表に記載する設備の添付図面の添付方針は「7．

工事計画認可申請における添付図面の作成要領」に従

うものとする。 

8.5 添付図面 

 (1) 添付図面に記載する号機は，本文（要目表，

基本設計方針）を参考に記載する。 

a. 各施設の個別図面について 

要目表に記載する設備の添付図面の添付方針は「7．

設計及び工事の計画認可申請における添付図面の作成

要領」に従うものとする。 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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別紙 1 

（8-9 

～8-12） 

 

  

 

例示の為、抜粋して記載 
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別紙 1 

（8-13） 

 

 

例示の為、抜粋して記載 

 

 



 
柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 補足-001-1 改 0（比較表） 

提出年月日 2023 年 10 月 4 日 

 

先行審査プラントの記載との比較表（設工認作成要領） 

先行審査プラントの記載との比較表 8-11/E 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機との差異 

番号 
項目 

（頁） 

島根原子力発電所第 2 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6 号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機と

の比較 
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（8-14） 

 

  

例示の為、抜粋して記載 
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別紙 2 

（8-15） 

 

  

例示の為、抜粋して記載 

 


